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午前10時00分　開会

　◎開　　議
○議長（藤本一義議員）　おはようございま
す。

　ただ今の出席議員数は 19名です。定足数

に達しております。

　ただ今から、平成 22年第２回中能登町議

会定例会を開会いたします。

　諸般の報告をいたします。

　昨年 12 月定例会において可決されまし

た、悉皆方式による全国学力・学習状況調査

の継続を求める意見書、新たな防衛計画の大

綱の速やかな策定を求める意見書、農山漁村

の多面的な機能を維持する施策の推進を求め

る意見書、平成 22年度予算の年内編成を求

める意見書、高速道路原則無料化の撤回を求

める意見書及び永住外国人への地方参政権付

与の法制化に反対する意見書、以上６件は内

閣総理大臣をはじめ関係方面に提出をいたし

ておりますので、ご了承願います。

　加えて、地方自治法第 121 条の規定によ

る、本会議に出席する者を、別紙の説明員職

氏名一覧表として、お手元に配付しましたの

で、ご了承願います。

　これより、本日の会議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。

　◎会議録署名議員の指名
○議長（藤本一義議員）　日程第１　会議録
署名議員の指名を行います。

　本定例会の会議録署名議員は、会議規則第

118条の規定により、16番　坂井幸雄議員、

17番　小坂博康議員を指名いたします。

　◎会期の決定
○議長（藤本一義議員）　日程第２　会期の
決定を議題といたします。

　お諮りいたします。

　本定例会の会期は、本日から３月 19日ま

での 16日間といたしたいと思います。

　これにご異議ありませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（藤本一義議員）　異議なしと認めま
す。よって、会期は本日から３月 19日まで

の 16日間とすることに決定いたしました。

　◎議案の一括上程
○議長（藤本一義議員）　日程第３　議案の
一括上程

　議案第２号　中能登町表彰条例の一部を改

正する条例について

　議案第３号　中能登町ケーブルテレビネッ

トワーク施設条例の一部を改正する条例につ

いて

　議案第４号　中能登町職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

　議案第５号　中能登町職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例について

　議案第６号　中能登町一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例について

　議案第７号　中能登町手数料条例の一部を

改正する条例について

　議案第８号　中能登町公民館条例の一部を

改正する条例について

　議案第９号　中能登町ふるさと創修館条例

の一部を改正する条例について

　議案第 10号　中能登町ふるさと交流セン

ターを廃止する条例について

　議案第 11号　中能登町老人福祉センター

条例の一部を改正する条例について

　議案第 12号　中能登町健康ハウス憩条例

の一部を改正する条例について

　議案第 13号　中能登町国民健康保険税条

例の一部を改正する条例について

　議案第 14号　中能登町ハウス村条例の一

部を改正する条例について

　議案第 15号　中能登町上布会館条例の一
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部を改正する条例について

　議案第 16 号　平成 21 年度中能登町一般

会計補正予算

　議案第 17 号　平成 21 年度中能登町介護

保険特別会計補正予算

　議案第 18 号　平成 21 年度中能登町国民

健康保険特別会計補正予算

　議案第 19 号　平成 21 年度中能登町下水

道事業特別会計補正予算

　議案第 20 号　平成 21 年度中能登町分譲

宅地造成事業特別会計補正予算

　議案第 21 号　平成 21 年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計補正予算

　議案第 22 号　平成 21 年度中能登町水道

事業会計補正予算

　議案第 23 号　平成 22 年度中能登町一般

会計予算

　議案第 24 号　平成 22 年度中能登町老人

保健特別会計予算　

　議案第 25 号　平成 22 年度中能登町後期

高齢者医療特別会計予算

　議案第 26 号　平成 22 年度中能登町介護

保険特別会計予算

　議案第 27 号　平成 22 年度中能登町国民

健康保険特別会計予算

　議案第 28 号　平成 22 年度中能登町下水

道事業特別会計予算

　議案第 29 号　平成 22 年度中能登町分譲

宅地造成事業特別会計予算

　議案第 30 号　平成 22 年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計予算

　議案第 31 号　平成 22 年度中能登町水道

事業会計予算

　議案第 32号　町道路線の認定について

　以上、議案31件を一括議題といたします。

　町長から議案について、提案理由の説明を

求めます。

　杉本町長

　　〔杉本栄蔵町長登壇〕

○杉本栄蔵町長　おはようございます。

　提案理由の説明を申し上げます。

　本日ここに、平成 22年第２回中能登町議

会定例会を招集いたしましたところ、議員各

位には公私共に何かとご多用の中、ご出席を

いただきまして、誠にありがとうございます。

　さて、先の２月 21日に中能登町合併５周

年記念式典を開催いたしました折には、議員

各位をはじめ大変多くの皆様方のご出席をい

ただき誠にありがとうございました。

　中能登町も新たな町制を施行して６年目に

入りました。

　先の式典において、来賓の皆様方から中能

登町は合併の模範生であるとの、大変、高い

評価を受けることができました。

　また、石川県知事から寄せられた祝辞の中

でも、町民の「融和」を積極的に努めたこと

や、町民一丸となって「ふるさと　ふれあい

　心を育む中能登町」を基本理念とした「住

み良い町づくり」の推進などが、特に評価さ

れました。

　このことは、議員各位はもとより町民の皆

様方お一人お一人のご尽力によるものと感謝

申し上げます。

　さて、その式典の祝辞の中にもありました

が、現在、政府与党は地方分権から一歩進ん

だ地方主権を推進しています。

　この地方主権とは、地方は地方の考え方と

判断で、自らの自治体運営を行っていくとい

うことであります。

　また、総務省は、地域資源の有効活用と情

報通信技術の新たな活用を盛り込んだ「原口

ビジョン」を策定し、推進しています。

　特に、このビジョンでは「緑の分権改革」

推進プラン、地域からの成長戦略が掲げられ

ており、それぞれの地域資源を最大限活用す

る仕組みを地方公共団体と住民や各種団体の

皆様方との連携で創り上げることにより、そ

の絆を再構築し、もって「地域の自給力と富

を創造する力を高める地域主権型社会」への

転換が求められております。
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　皆様ご存知のとおり、中能登町には歴史や

文化、伝統産業等に裏打ちされた数多くの地

域資源があります。

　平成 22年度の中能登町予算は、こうした

国の大きな政策の流れの中にあって、現に生

活している町民の皆様方が不安を感じること

の無い、安全な地域社会を確立するととも

に、安心して明るく働ける雇用の機会を確保

し、個性ある地域社会を推進していき、住ん

で良かったと思える町、住みやすいまちづく

りを推進していきますので、今後とも皆様方

のご理解とご協力をお願いいたします。

　それでは、定例会に提出いたします議案に

ついて、順次ご説明申し上げますので、よろ

しくお願い申し上げます。

　最初に、議案第２号　中能登町表彰条例の

一部を改正する条例についてであります。

　この条例は、中能登町での特別功労者や功

労者表彰の選考基準を明確にし、中能登町の

最高位の表彰として町民の皆様方の励みとな

るよう、改正するものであります。

　次に、議案第３号　中能登町ケーブルテレ

ビネットワーク施設条例の一部を改正する条

例についてであります。

　この条例は、ケーブルテレビ放送の多チャ

ンネルプランの追加により、放送サービスの

充実を図るものであります。

　次に、議案第４号　中能登町職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例についてであります。

　この条例は、人事院勧告により、週 40時

間労働を、週 38 時間 45 分労働に改めるも

のであり、これにより役場の開庁時間は午前

８時30分から午後５時15分となるもので、

平成 18年７月以前の閉庁時間にもどす改正

であります。

　次に、議案第５号　中能登町職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いてであります。

　この条例も、人事院勧告に基づき、育児短

時間勤務を取得する職員の期末・勤勉手当の

年間支給割合の改正に伴う所要の改正を行う

ものであります。

　次に、議案第６号　中能登町一般職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついてであります。

　この条例も、人事院勧告に基づき、期末・

勤勉手当の支給割合を減額するとともに、労

働基準法の改正に伴う、超過勤務手当ての見

直しや、超過勤務の代休時間に関する改正を

行うものであります。

　次に、議案第７号　中能登町手数料条例の

一部を改正する条例についてであります。

　この条例は、平成 22年９月１日より「ご

み袋」を、大中小それぞれ 10円値上げする

改正であります。

　これは、昨今の原油等資材の高騰による収

集運搬委託費の増加など、ゴミの収集から処

理に至る費用については、多額の一般財源が

必要なことから、町民の皆様方にも負担をお

願いするとともに、ゴミの減量化とリサイク

ルへの理解を深めていただくものでありま

す。

　次に、議案第８号　中能登町公民館条例の

一部を改正する条例についてであります。

　この条例は、鳥屋公民館機能をふるさと創

修館内に移すものであります。

　次に、議案第９号　中能登町ふるさと創修

館条例の一部を改正する条例についてであり

ます。

　この条例も、先の条例と同じく鳥屋公民館

機能をふるさと創修館に移し、施設使用料等

を明確に区分する改正であります。

　次に、議案第 10号　中能登町ふるさと交

流センターを廃止する条例についてでありま

す。

　この条例は、行政改革の一環として、ふる

さと交流センターを社会福祉法人に管理移管

し、障害者の自立施設として活用するため、

ふるさと交流センターとしての利用を廃止す



－ 6－

るものであります。

　次に、議案第 11号　中能登町老人福祉セ

ンター条例の一部を改正する条例についてで

あります。

　この条例も、行政改革の一環として、原油

等の高騰により維持管理費に多額の経費が発

生しているため、利用料金を見直すものであ

ります。

　次に、議案第 12号　中能登町健康ハウス

憩条例の一部を改正する条例についてであり

ます。

　この条例につきましても、行政改革の一環

として、経常的に採算性を大幅に割り込んで

いる事に加え、特に近年は原油高騰の影響や

石川県で定めた公衆浴場入浴料金統制額の指

定金額との開きがありますので、料金の見直

しを行うものであります。

　次に、議案第 13号　中能登町国民健康保

険税条例の一部を改正する条例についてであ

ります。

　この条例は、一般会計から国民健康保険特

別会計への繰入額が年々増大していることか

ら、一部の税率等を見直すものであります。

　次に、議案第 14号　中能登町ハウス村条

例の一部を改正する条例についてでありま

す。

　この条例も、行政改革の一環としてハウス

村を農業者等に継続的に利用させることによ

り、農産物の産地育成や農家の生産技術向上

を図りたいものであります。

　次に、議案第 15号　中能登町上布会館条

例の一部を改正する条例についてでありま

す。

　この条例は、上布会館の管理規定を明確に

するとともに、指定管理者制度を導入するた

めの改正であります。

　次に、議案第 16 号から議案第 22 号まで

の平成 21年度補正予算に関する議案につい

てご説明いたします。

　最初に、議案第 16 号　平成 21 年度中能

登町一般会計補正予算につきましては、歳入

歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億

5,928 万 8,000 円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 103 億 1,635 万

7,000 円とするものであり、第２表地方債補

正につきましては、事業費の確定により必要

額を計上するものであります。

　歳入の主なものは、県営土地改良事業分担

金 2,288 万円、国庫補助金では地域活性化・

きめ細かな臨時交付金１億 6,456 万 1,000

円、農業用施設災害復旧費県補助金 688 万

4,000 円を増額したほか、寄附金として社会

福祉寄附金 119 万 9,000 円、及び児童福祉

寄附金 10万 9,000 円を、それぞれご寄附い

ただいたもので、ここに改めて厚くお礼申し

上げます。

　その他、収支の均衡を図るための財政調整

基金繰入額 5,743 万 4,000 円を繰り入れる

ほか、町債などを充てるものであります。

　次に、歳出の主なものとして、国の新たな

経済対策による「地域活性化・きめ細かな臨

時交付金」や「経済危機対策臨時交付金」な

どの工事費を見込むとともに、早期退職者に

対応するため、職員退職手当組合負担金１億

7,700 万円を増額するものであります。

　その他、各事業の確定見込みによる補正を

行うものであります。

　次に、議案第 17 号　平成 21 年度中能登

町介護保険特別会計補正予算につきまして

は、介護サービス及び支援サービス等諸費

の増額により歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ 1,106 万 2,000 円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 16億

9,166 万 3,000 円とするものであります。

　次に、議案第 18 号　平成 21 年度中能登

町国民健康保険特別会計補正予算につきまし

ては、退職被保険者等療養給付費の増額によ

り、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ 6,102 万 8,000 円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 21億 1,228 万
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8,000 円とするものであります。

　次に、議案第 19 号　平成 21 年度中能登

町下水道事業特別会計補正予算につきまして

は、農業集落排水施設管理費の工事請負費の

増額により、511 万 9,000 円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15億

2,103 万 2,000 円とするものであります。

　次に、議案第 20 号　平成 21 年度中能登

町分譲宅地造成事業特別会計補正予算につき

ましては、不動産売り払い収入の減額によ

り、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

3,013 万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ 2,577 万 1,000 円とする

ものであります。

　次に、議案第 21 号　平成 21 年度中能登

町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算につ

きましては、放送サービスの加入申込者が見

込みを下回ったため、放送サービスの加入金

や利用料、及び加入に伴う工事請負費の減額

により、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ 1,161 万 7,000 円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,061 万

3,000 円とするものであります。

　次に、補正予算の最後でありますが、議案

第 22 号　平成 21 年度中能登町水道事業会

計補正予算につきましては、地域活性化、

経済危機対策臨時交付金事業の見直しによ

り、資本的収入の繰入金 3,829 万 5,000 円

を減額し、資本的収入の合計を５億 2,309

万 1,000 円とし、資本的支出の建設改良費

を 10万円追加し、資本的支出の合計を６億

6,343 万 2,000 円とするものであります。

　次に、議案第 23 号から議案第 31 号まで

の新年度予算についてご説明いたします。

　最初に、議案第 23 号　平成 22 年度中能

登町一般会計予算につきましては、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 90億 9,400

万円とするものであります。

　平成 22年度の主な新規事業として、石川

県防災総合訓練や地域防災スクールモデル事

業の実施、消費者行政活性化事業の取組み、

男女共同参画町民意識調査の実施、観光の振

興では「語り部」養成事業やウォーキングパ

ンフレットの作成、町営住宅等長寿命化計画

の策定、町道 KB － 138 号線消雪工事、長

寿命化修繕計画策定事業橋梁点検・策定業務

「なかのと道の駅」地質調査等業務などの予

算を計上したものであります。

　次に、議案第 24 号　平成 22 年度中能登

町老人保健特別会計予算につきましては、旧

老人保健制度での対応予算を計上し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 106 万

3,000 円とするものであります。

　次に、議案第 25 号　平成 22 年度中能登

町後期高齢者医療特別会計予算につきまして

は、後期高齢者医療広域連合納付金等の予算

額を計上し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２億 1,580 万 6,000 円とするもの

であります。

　次に、議案第 26 号　平成 22 年度中能登

町介護保険特別会計予算につきましては、介

護サービス及び支援サービス等諸費や、新た

に介護給付費の通知をする等の予算を計上

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

17億 2,153 万 3,000 円とするものでありま

す。

　次に、議案第 27 号　平成 22 年度中能登

町国民健康保険特別会計予算につきまして

は、一般及び退職者にかかる療養給付費や、

新たに特定健診の受診率向上のための事業予

算を計上し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ 20億 7,200 万円とするものであり

ます。

　次に、議案第 28 号　平成 22 年度中能登

町下水道事業特別会計予算につきましては、

水処理施設改築更新実施設計業務や長寿命化

対策及び改築工事費等の予算を計上し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 13億

7,114 万 1,000 円とするものであります。

　次に、議案第 29 号　平成 22 年度中能登
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町分譲宅地造成事業特別会計予算につきまし

ては、西馬場地区の分譲宅地販売のための費

用等の予算を計上し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ 4,900 万 1,000 円とする

ものであります。

　次に、議案第 30 号　平成 22 年度中能登

町ケーブルテレビ事業特別会計予算につきま

しては、放送サービスの運営費や告知端末

サービスの管理費、また、新規加入などへの

光ケーブル引き込み工事費などに係る費用等

の予算を計上し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 9,806 万 3,000 円とするもの

であります。

　次に、議案第 31 号　平成 22 年度中能登

町水道事業会計予算につきましては、水圧適

正化整備工事や在江浄水場・春木取水施設で

の機械電気新設改良工事や場内整備工事及び

高度浄水施設等工事の予算を計上し、収益的

収入３億 814 万 1,000 円を見込み、収益的

支出を３億 3,230 万 5,000 円とし、資本的

収入５億 3,925 万 7,000 円を見込み、資本

的支出を７億 5,503 万 6,000 円とするもの

であります。

　以上が、今回提案いたしました予算の主な

内容でありますが、執行にあたっては十分な

検討を行い最大限の効率的な運営に努めるこ

とはもとより、今後必要となりました事業に

つきましては、必要性、緊急性を十分に勘案

しながら、今後の補正予算に反映させて参り

ますので議員各位のご理解、ご協力をお願い

いたします。

　最後に、議案第 32号　町道路線の認定に

ついてであります。

　今回、新たに町道として２路線を認定する

ものであります。

　以上、本日提出いたしました議案等の概要

について説明申し上げましたが、議員各位に

おかれましては、慎重なる審議をいただき、

適切なる議決を賜りますようお願いを申し上

げまして、提案理由の説明を終わります。

　２箇所、訂正をさせていただきます。

　議案第 25 号を 52 号と申しました。それ

と、19 ページの平成 21 年度中能登町水道

事業を下水道と申しました。訂正をさせてい

ただきます。

○議長（藤本一義議員）　町長の提案理由の

説明が終わりました。

　◎散　　会
○議長（藤本一義議員）　以上で、本日の日
程は終了いたしました。

　明日、５日、午前 10時から本会議を開き

ます。

　本日は、これをもって散会いたします。

　ご苦労さまでした。

午前10時35分　散会
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午前10時00分　開議

　◎　開　　議
○議長（藤本一義議員）　おはようございま
す。

　ただ今の出席議員数は 19名です。定足数

に達しておりますので、本日の会議を開きま

す。

　本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

　◎議案質疑
○議長（藤本一義議員）　日程第１　議案質
疑

　これより議案第２号から議案第 22 号ま

で、及び議案第 32号について、一括して議

案の質疑を行います。

　事前に通告を受けておりますので、議長に

おいて指名をいたします。

　質疑の順序は、お手元に配付のとおりであ

ります。

　それでは、これより質疑を行います。

　最初に、議案第７号　中能登町手数料条例

の一部を改正する条例について、質疑を許し

ます。

　議案書は、16ページであります。

　20番　杉本平治議員

　　〔20番（杉本平治議員）登壇〕

○20番（杉本平治議員）　３月議会にあたり
まして、提案をされました補正予算につきま

して質疑を行いたいと思います。

　その先に、議長にお願いをしたいと思いま

す。と申しますのは、お手元に配付のとおり、

質疑の順番の中で、私が１から２、３と連続

してあるわけでございます。できうれば、一

般質問の質問席に着席していることに許可を

願いたいと思います。一つよろしくお願いい

たします。

○議長（藤本一義議員）　それでは、お諮り
いたします。

　ただ今、杉本平治議員より申し出のありま

した、質疑が続きますので、一般質問席での

待機ということを皆さんにお諮りしたいと思

います。

　この申し出どおり、許可をしてよろしいで

しょうか。

　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（藤本一義議員）　それでは、杉本議
員については、そのようにお願いします。

○20番（杉本平治議員）　ありがとうござい
ます。

　それでは、質疑に入りたいと思います。

　第７号議案でございます。16 ページであ

ります。

　この案件は、ごみ袋の値上げ条例案であ

り、現在の袋、20 円を 30 円に、30 円を

40 円に、40 円を 50 円に、全体として２割

以上を超える大幅な値上げであります。

　それで、答弁を求めるものでありますが、

中能登町における広域圏事務組合に支払いす

るごみ処理費の負担は、昨年度に比べて負担

割合はどれだけ増加になっているのか。それ

らを含めて今度の値上げ案というのは提案さ

れたのではないかと考えております。

　この点につきまして、担当課長の答弁を求

めたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　大森保健環境課長
　　〔大森一義保健環境課長登壇〕

○大森一義保健環境課長　杉本議員の質疑に
お答えしたいと思います。

　まず、町の指定ごみ袋の値上げに対して、

値上げをしなければいけない原因というもの

はどこにあるのかというご質問かと思いま

す。

　まず、廃棄物処理に関連をいたします歳入

歳出につきましてご説明をさせていただきた

いと思います。

　歳入につきましては、町指定ごみ袋の販売

収入、それに古紙類、新聞等ですが、古紙類

や金物類など資源ごみの売払いに対する収益
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などが主なものでございます。

　また、歳出につきましては、ごみの収集運

搬費やごみ袋の製造費、また、ＲＤＦの製造

に伴う処理費や各処理施設の維持管理費、そ

ういったものが充てられるわけでございま

す。

　これらの歳入と歳出から一般財源、いわゆ

る充当、どの程度の充当をしているかという

ことを 100 万単位で算出をしてみたわけで

ございます。

　平成20年度の決算ベースでは、３億1,200

万円という状況です。

　また、平成 21年度の見込みでございます

が、３億 2,200 万円となっております。見

込みでございます。平成22年度の予算では、

約３億 2,600 万円とみております。

　しかしながら、ごみの排出量につきまして

は、平成 17年度からほぼ横ばいの状態で推

移している状況であるにもかかわらず、一般

財源の充当額が増加しているというのはどう

いうことかということでございますが、ここ

数年の間に原油資材等が高騰しております。

そういったことによる石油製品である指定ご

み袋の製造のための費用、また収集運搬車両

や処理設備の燃料費等にも影響などがあった

ことが理由としてあげられるかと思っており

ます。

　このような理由から、今回、ごみ処理手数

料を見直すということといたしまして、また

住民の皆様方にもご理解をお願いしたいと考

えているところでございます。

○議長（藤本一義議員）　杉本平治議員
○20番（杉本平治議員）　それでは、改めて
伺いますが、ごみの減量化という運動は、中

能登町は今日まで町民に訴えまして、いろん

な中で運動をしてきているのではないかと考

えております。

　そういうことにつきましては、今後、今の

問題点を踏まえまして、益々強く町民に訴え

る必要があろうかと考えます。

　この点につきましては、ごみの増加、増大

に対しまして、担当課といたしましてのごみ

減量化の運動というものにつきまして、どの

ようにこれから進めていこうとしておられる

のか。この点について再度質疑をしたいと思

います。

○議長（藤本一義議員）　大森保健環境課長						
○大森一義保健環境課長　ごみの減量化に対
して町の対策、方策等ということで、そういっ

たものが減少に結び付くのかということかと

思いますが、今回のごみ袋の値上げというこ

とによりまして、ごみの排出等、いわゆる排

出のための抑制、またリサイクルへの推進の

大切さ、そういったことを住民の皆様方にも

今一度考えていただくということも含めまし

てお願いをしているわけでございますが、具

体的な方策といたしましては、例えば、詰め

替えのできるような商品を購入される。ま

た、マイバック等を持参されまして、買い物

などの際にはナイロン袋、また、包装につい

ても見直していただきたい。そういったこと

など、モノを無駄に消費しない生活を意識し

て、実践をしていただくというふうなことに

よりまして、ごみの減量化が推進され、よっ

て、ごみ処理にかかる経費の削減にもつなが

るのではないかと担当としては思っておりま

す。

　また、担当課といたしましては、今回の値

上げというものに合わせまして、今後の資源

循環型社会におけます啓発活動といいます

か、そういったものにも細かい部分にわたり

皆様方に啓蒙普及をしていきたいなというふ

うなことは考えております。また、ご理解の

ほど、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　杉本平治議員
○20番（杉本平治議員）　それでは、次の項
目に移りたいと思います。

　国民健康保険税条例の一部を改正する条例

であります。第 13号であります。ページ数

は 28ページであります。



－ 13－

　今回の補正予算に杉本町長は、町長に就任

してからこの値上げ案ということにつきまし

て、今、３つの値上げ案が出ているわけであ

ります。福祉の施設、国保、ごみの問題。　

　よく新聞等では、そういうことを３点セッ

トで値上げだということを新聞等では言われ

ておりますが、今の現状は、私はそのように、

どうも一遍に３つの案件につきまして、改正

案を出す。町民にとっては大変な負担になる

と思うわけであります。

　特に、ただ今、私が質疑をいたします第

13 号は、国民健康保険税条例の一部を改正

する条例であります。

　平成 17年３月に改正をされまして、値上

げされたわけであります。今日まで、そうい

う中で国保運営をしてきたわけであります。

　先般の全協の席上で担当課から資料５とい

たしまして、議員全員に現状を図面に表しま

して分かりやすいように説明文書が配られま

した。一目瞭然になるわけでありますが、こ

の資料を見て考えますのは、皆さん方も分か

るように、国からの公費は 55％が国保運営

に支出されているわけであります。これは、

改正前も改正後も変わらないわけでありま

す。

　次に、支援分として、一般会計から支出さ

れるのが今回は 33％から６％に減額になっ

ているわけであります。こういう中で、一般

町民の医療費の国保に対する負担は大幅に増

えるわけでありまして、私はこういう中で、

果たして暮らしを守る中能登町政ということ

が、私は胸を張って言われるのかなと、そう

考えるわけであります。

　この点につきまして、一般会計からの支出

が増えるという観点から、これを一般国保の

被保険者に負担するという問題点。果たして

こういうことであっていいのかという、この

点でございます。

　１点目にまず、この点について、今日まで

の中能登町町政の中での在り方等を踏まえま

して、この国保の問題につきましてこれから

どう考えていくのか。この点につきましても

踏まえまして担当課長の答弁を求めたいと思

います。

○議長（藤本一義議員）　大森保健環境課長
○大森一義保健環境課長　杉本議員の質疑に
お答えいたします。

　今言われましたように、１つは医療費の支

出が増加しているということを踏まえまし

て、そういった原因を明確にしなければいけ

ない。また、そういったものに対する解決の

方策というものに対してはどうかというふう

なことのご質問だと思います。

　この件につきましては、今回の国民健康保

険税の改正ですが、後期高齢者の支援金、ま

たそれと介護納付金に対するものでありまし

て、その２つの支援金と納付金の部分に対し

ましては、国庫補助金でございますが、県補

助を含みます特定財源でございますが、そう

いったものの歳入、また現在の国保税を合わ

せて充当をいたしましても不足をするという

ふうなことから税率等の改正をお願いしてい

るものであります。		

　また、特に今回につきましては、医療分の

税率等は今回は見直さないということで思っ

ております。

　しかしながら、今後は、医療費の伸びをい

かに抑えるかが大きな課題とはいえますが、

議員がおっしゃいますとおり、医療費の内容

を分析し、医療費の増加を少しでも抑える方

策が必要ではないかということは担当として

も考えております。

　そこで、中能登町におけます医療費の増大

の原因等について、少し中身をつめてみまし

たところ、１人あたりの医療費、特に入院に

かかる医療費が伸びております。これについ

ては、入院件数の単なる増加というものだけ

ではなくて、１件あたりの医療費が高額と

なっているという傾向がみられます。

　特に高額の原因となる病気といいますと、
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心筋梗塞や狭心症といった心臓の病気。ま

た、脳出血や脳梗塞といった脳の血管の病

気。それに整形外科、また消化器系の病気と

続いております。

　特に心臓や脳の血管の病気につきまして

は、高血圧、糖尿病、また動脈硬化といった

病気を併せて併発するといいますか、そう

いったものをもっておられることから治療が

非常に長期に及んでしまうということと併せ

て、医療費も継続的に長く継続されてしまう

ということが考えられます。

　このような状況でありますが、町が行うと

いうことは大きく分けて２つあろうかと考え

ております。

　その内の１つにつきましては、高血圧や糖

尿病、また動脈硬化を予防する。心臓病、脳

の血管の病気の発生を減らすことがまず１つ

目です。

　２つ目といたしましては、国保の加入者の

医療費、病気の実態、適切な医療機関へのか

かり方など、そういったものの必要性を住民

の皆さん方に何らかの形で伝えていかなけれ

ばいけないなということは考えております。

　特に、今後の町の取組みといたしまして

は、健診を毎年やっているわけでございます

が、早く健診を受けていただくことで病気の

発見をすることができること。そういったこ

とを伝えるということが大事でございます

が、特に数年間にわたって健診などを受けて

おられない方もおいでるわけでございます。

こういった方々にも個人へのお節介というふ

うな部分にもなろうかと思いますが、一部受

診勧奨といいますか、受診、健診をするよう

におすすめをしていきたいというふうなこと

も考えております。

　また、健診を受けても受けただけというこ

とではなくて、その健診の結果からご自分の

体の健康状態を理解できるような結果につい

ての説明、そういった支援も併せて今後は続

けていきたいと考えておりますのでご理解の

程、よろしくお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　杉本平治議員
○20番（杉本平治議員）　担当課長から答弁
をいただきました。課長が答弁の中に触れま

したように、この資料によりましても、この

後期高齢者に対する支援金の支出というのは

明確に示されているわけであります。一般会

計からの繰入金は、今は支援分として 33％

支援しているわけでありますが、新たな支援

分は、一般会計から繰入金６％に切り下げを

したいということであります。

　先般、新聞に出ておりましたが、石川県の

後期高齢者の保険料につきましては、今のと

ころ、知事選挙の中であろうかと思います

が、現在のところ協議中であるという、全国

の中で３県だけが明確な後期高齢者の医療費

のことにつきまして答弁をしていないのであ

りますが、石川県におきましては、現在協議

中ということで出ておりました。と申します

のは、他の県につきましては後期高齢者の医

療費の負担金が増えているので値上げをした

いという、そういうものが新聞等で全国の県

別の一覧表が出ていたわけであります。

　現実に今、石川県はこういう中で、後期高

齢者の医療支出金が現状の中で増やさないと

いうことになりますと、私はこういう一般

会計の繰入金を今まで 33％行っていたのを

６％に引き下げをするという中能登町の手だ

てにつきましては、どうも私は同意できない

のであります。今のままであってもいいので

はないか。そういうことを考えるわけであり

ます。

　もう１点、別の面からこの問題について触

れさせていただきたいと思います。

　先般、全協の席上に、先ほど申しましたよ

うに、示された資料によりますと能登地方で

の医療分の調定額であります。穴水町、七尾

市、輪島市などは、ご承知のように高齢化率

の高い自治体であります。そういう高齢化率

の高い自治体でありながら、医療費に占める
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調定額は中能登町と比べても低いのでありま

す。どうしてこういうことになっているの

か。これが私は問題点でなかろうかと考えて

おります。

　合併前に私、鹿西町の議員をしている時に

よく論議をしたんです。鹿島町は 67歳から

医療費を無料化にしておりました。そして、

貯金である基金も１億円を超える基金を鹿島

町は貯めこんでおりました。鹿西町は 70歳

からの国の基準で行っていたわけでありま

す。町民の負担は鹿島町からみると大変高い

のでありますが、それでは貯金の示す基金は

鹿西町は多くあったかといいますと小さいん

です。30 万円そこそこしか貯金がなかった

んです。

　私は、そういう点につきまして、合併協議

会の席上におきましても、こういう鹿島町の

前例に見習うべきではないか、そういうこと

をよく言っていたのであります。

　今回におきましてもこの資料によります

と、穴水町、七尾市、輪島市など高齢化率の

高い市町村が医療費の調定額が中能登町より

も小さいという現実につきまして、担当課と

してはどのように考えておられるのか。こう

いう問題点について、重要視されまして、こ

れらの市町村と中能登町を比較した中でのこ

れからの国保税の問題について取組んでいく

必要があるのではないかと考えておりますの

で、この点につきまして再度答弁を求めたい

と思います。

○議長（藤本一義議員）　大森保健環境課長
○大森一義保健環境課長　杉本議員のご質疑
にお答えをいたします。

　医療費の問題でございますが、特に今の中

身におきましては、後期高齢者支援金の見通

しということで、平成 20 年度から 75 歳以

上の方、後期高齢者事業ということで創設を

されたわけでございます。そういった 75歳

以上の方々に対しまして、74 歳以下の方々

が支援をするというふうなものが後期高齢者

の支援金というものでございます。これに関

しましては、今ほど言いましたように 74歳

以下の方が加入をしております保険者の方が

支払基金へ納めるというふうな形で支出をし

ているわけでございますが、これは窓口負担

分を除いた後期高齢者医療費の４割分に相当

するものです。被保険者お１人あたりの額、

支払基金を納めているわけですが、これを年

度毎に集計をさせていただきました。

　平成20年度は、お１人あたりが３万8,227

円という額になっております。21 年度につ

きましては４万 3,323 円、新年度、22 年度

につきましては、４万 4,297 円と年々医療

費の増に伴いまして支援金も増加しているの

が現状でございます。

　これにつきましては、要因といたしまして

は医療費、被保険者の方々の増加、またお１

人あたりの医療費の増加というふうな２つの

面があろうかと思いますが、この状況を踏ま

えましても今後は年々増加傾向にあるのかな

ということは思っております。

　これも先ほど町の取組みとしてお話させて

いただきましたが、健診を積極的に受けてい

ただき、それに対して正確なご説明をしなが

ら医療にかかっていただき、治していただく

というふうなことが大原則ではないかと思っ

ております。

　それと、先ほど杉本議員が言われました穴

水なり、珠洲なりと言われましたが、その医

療費がなぜ中能登町が高いのかと言われるん

ですが、その原因につきましては正確なとこ

ろは分かりません。

　ただしかし、町民の方々は自分の健康を非

常に重要視されておいでて、医療機関へかか

りながら健康を維持したいというふうな気持

ちが強いのかなというのは私個人の考えであ

ります。正確なところは私は分かりません。

○議長（藤本一義議員）　杉本平治議員
○20番（杉本平治議員）　それでは、私が質
疑として提出いたしました７号、13号、13
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号の３件につきまして、これをもって終わり

たいと思います。

○議長（藤本一義議員）　次に、議案第 14
号　中能登町ハウス村条例の一部を改正する

条例について、質疑を許します。

　議案書は、30ページであります。

　５番　宮下為幸議員

　　〔５番（宮下為幸議員）登壇〕

○５番（宮下為幸議員）　議案第 14 号、提
出議案の 30ページです。

　質疑の内容は、ハウス棟、作業棟を 100

円から 10円に改めた理由はということと、

このハウス村の使用者の公募をされたのかど

うか。もし、されて決まっているならば、そ

の利用者名を言っていただきたいと思いま

す。

○議長（藤本一義議員）　表農林課長
　　〔表辰祐農林課長登壇〕

○表辰祐農林課長　宮下議員の質疑にお答え
をいたします。

　ハウス棟、作業棟を 100 円を 10 円に改

めた理由について申し上げます。

　昨年の議会の行革特別委員会で町内の各施

設、いろいろとその運営状況などに細かく調

査をされてきたところでございます。

　農林課の所管施設におきましてもいろいろ

分析をされてきました。それを受けて昨年の

10 月 13 日開催の産業建設常任委員会にお

きまして、その他案件でございましたが、ハ

ウス村につきまして、平成 21年度いっぱい

で花の事業を取り止めて、農業者、農業者団

体に利用してもらい、園芸作物の振興と農家

の育成等を図っていきたいと、そのように申

し上げてきました。

　議員さんからは「無償で貸すのか、賃貸料

を徴収するのか」というご質問がありまし

て、現行の条例では１㎡あたり 100 円となっ

ておりますが、その金額ですとよっぽどの園

芸作物であっても採算をとるのが非常に難し

い状況です。できれば農林課で試算をいたし

ました、35 円ほどに引き下げたいと、その

ように申してきました。

　また続きまして、１月 28日の産業建設常

任委員会でも、その他案件で同様の金額の提

示を申し上げましたけれども、休憩タイムに

入りましてから、委員さん方から「利用者の

サイドに立った使いやすいような配慮をして

あげてもいいんじゃないか」と、そのような

アドバイスをいただきましたので、その後、

農林課の方で使用料を３案に絞りまして、そ

して精査いたしました。現行の 100 円の場

合は、これは平成 12年度から施設を整備し

てきましてから今日までの施設ごとの減価償

却費と施設の維持管理費を検討して、平米当

たり 100 円と算出いたしました。

　それから２番目は、先ほど言いました産業

建設常任委員会で 35円と申し上げてきまし

たのは、施設の維持管理費と光熱水費、これ

を積算根拠として、減価償却費はプールしな

い場合、それが 35円というふうに出ており

ました。

　それから３番目、これは 10円でございま

す。施設の維持管理費のみ。ただし、これは

決裁を得て今議会に上程いたしております

が、備考の方に書いてございますが、光熱水

費は別途支払うというようなことになってお

ります。月額３万 4,500 円ぐらいでござい

ます。

　そのようなことで、10 円の方が使いやす

いという結論に出させていただきました。

　また、併行して、宝達志水町以北の市民農

園、９箇所ございますが、そちらの方の使用

料も検討材料としてさせていただいたもので

ございます。

　それから、２番目のハウス村使用者の公募

を求めるのかということでございますが、今

ほどお答えしましたように、運営内容の変更

につきましては、産業建設常任委員会に経過

報告をさせていただいたところでございます

が、この案件を条例改正まで進めていくとき
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には、いつの段階か、果たしてハウス村を利

用した農作物の作付けに意欲を持っておいで

る農家の方がどれほどおいでるのかという調

査が必要でなかろうかと思いました。

　そこで、簡単な利用の履行調査をさせてい

ただきました。ハウス村の施設の概要を示し

て、ハウス村が５棟あります。あるいは作業

棟もございますと。仮に単価を 35円と仮定

した場合に、まず「１カ年間、あなたは使い

たいと思われますか、使いたくないと思われ

ますか」という設問でございます。あくまで

もその時点では 35円という仮定でございま

すので、これはもしかしたら変わるかも分か

りませんということを注意書きをしてさせて

いただきました。

　昨年 10 月 19 日付で、回答期限は 10 月

末日ということで、差出人は農林課長でさせ

ていただいたんですが、町内の認定農業者

89 人の方にお出ししました。これまで国の

新たな制度等が出てきたときには、いつも当

時の 89人の認定農業者、あるいは集落営農

組織の方に同様に案内をさせていただいてお

ります。

　その結果、回答をいただいたのはお１人と

いいますか、農業生産法人１団体だけでござ

いました。これまでは、先ほど言いましたよ

うに国の新たな事業が出てきたときに、平成

19 年度から同じような方法をやってきたん

ですが、例えば個人の大型のトラクター、コ

ンバイン、田植機、そのような機械、あるい

はハウスも入っておりますが、「買い替える

意志がございますか」というようなアンケー

トをします。そうしますと、沢山の農家の方

が手を挙げられます。19年度、20年度だけ

で 47人の方。事業費で２億 5,000 万円に手

を挙げられました。そんなに沢山の方が今ま

で手を挙げられていた中で、今回のハウス村

の調査ではお１人しか希望されなかったとい

うことでございます。

　それから、そういうニュースが出ておりま

すから、ほかの団体等からもありました。

　１月 29日付で、社団法人から使用したい

という要望書が出ております。そのようなこ

とですから、今回はとりあえず希望をされて

いる２団体の方に、今回、可決をいただいた

あとに選考の作業を進めさせていただきた

い。改めて公募をするということはしないと

思っておりますのでご理解をお願いいたしま

す。

○議長（藤本一義議員）　宮下為幸議員
○５番（宮下為幸議員）　２つの団体という
ことで、これから選考されるわけですが、こ

の第１条に「農業の振興と地域の活性化を図

ることを目的として」ということで書いてあ

ります。地域の活性化ということで、先ほど

宝達志水町の市民農園のことを言われまし

た。あそこは多分、エリンギを作って地場産

給食に充てているはずです。多分中能登町の

学校給食にもそれが市民農園から来ているは

ずですが、この地域の活性化を図るというこ

とで、この２団体にこれから地場産給食にこ

のハウス棟で作られたものを取組みを促す必

要があるのではないかと思いますが、そうす

ればある程度地域の活性化にもなりますし、

地産地消で地場産給食の中に取入れられると

いうことが考えられますので、その辺の活性

化ということはどういうような思いでおられ

るのかということと、第７条で「町長が特に

必要があると認めるときは使用料を減額し、

または免除する」となっています。それも含

めて、例えば地場産給食に利用する、その団

体の方がすればどのような免除がされるの

か、減額されるのか、その辺のことも一つお

聞きしたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　表農林課長
○表辰祐農林課長　お答えします。
　第１条の地域の活性化の意味するところで

ございますが、ハウス村を利用していただく

団体の方が核となって、それ以後、そういう

ノウハウをほかの農業者にも波及をしていっ
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ていただきたいという、そのような目的も

持っているという意味でございます。

　それから第７条の「使用料を減額し、また

免除することができる」というのは、初めか

らそれをうたっているという意味ではござい

ませんで、できるという意味で設けておりま

すのでその辺のご理解もお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　次に、議案第 16
号　平成 21 年度中能登町一般会計補正予

算、歳出における農林水産業費中、農業振興

費について、質疑を許します。

　議案書は、61ページであります。

　３番　諏訪良一議員

　　〔３番（諏訪良一議員）登壇〕

○３番（諏訪良一議員）　議案第 16号、ペー
ジは 61ページ、農業振興費。その内の中能

登町園芸産地活性化推進事業 17万 2,000 円

の減額です。

　農業振興の基幹事業としても位置付けられ

ている園芸産地活性化推進事業費 125 万円

に対比して 14％余りの減額になっておりま

す。この要因について伺いたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　表農林課長
○表辰祐農林課長　諏訪議員さんの質疑にお
答えいたします。

　中能登町園芸産地活性化推進事業につきま

しては、能登わかば農業協同組合が事業主体

となって、カラー野菜などの新しい品目の

作付を行う農家に対して、１ａあたり 6,000

円助成をして、作付の拡大と定着を目指して

きた事業でございます。6,000 円のうち２分

の１を町が補助をいたしてきました。

　平成 19年度から取組んできまして３年間

実施をしてきました。21 年度は作付農家に

つきましては、初年度は４名でございました

が 20名に増えました。作付面積につきまし

ても当初 22ａから 221.9 ａに増加いたしま

した。販売額につきましても、主力のキャベ

ツで約 250 万円、中能登町の主力園芸品目

に近づきつつあると思います。

　ご質問の減額でございますが、当初予算の

ときには、栽培面積を期待を込めて 200 ａ

を目標として補助金 60万円を計上したもの

でございます。農協からの実績報告によりま

すと、中能登町ではカラー野菜は春作と秋作

の合計では、当初設定をしました目標 200a

から 221.9 ａの栽培実績となりました。補

助金は春咲きと秋咲きを植えられた農家の方

には、申しわけございませんが、どちらか多

い方にカウントさせていただき、そのような

ことで今日まで進めてまいりましたので、

全体では 221.9 ａ栽培でございましたが、

カウントできるのは 142.6 ａでございまし

た。その補助金額が 85万 5,600 円、その２

分の１を町が補助をするというところで 42

万 7,800 円でございます。予算に対しまし

て 71％執行するということです。その不用

額を今回減額したものでございます。

○議長（藤本一義議員）　諏訪良一議員
○３番（諏訪良一議員）　カラー野菜といっ
ても品目は何種類かあると思われますが、そ

の中で何を重点にしようとしているのか。赤

大根からはじまって、いろんな声を聞いてお

ります。そういうことから、今後、何を重点

に、どのように推進していこうとしているの

か。

　それから、農協との連携は、今後どのよう

に進められていこうとしているのかについて

伺います。

○議長（藤本一義議員）　表農林課長
○表辰祐農林課長　お答えいたします。
　品目につきましては、当初、平成 19年度

に始めたときには 12品目を選定して行って

きました。現在、５品目に絞っております。

　春キャベツ、秋キャベツ、能登娘、ブロッ

コリー、カリフラワーの５品目でございます

が、何を重点的にということでございます

が、販売額の 64％を春キャベツが占めてお

ります。従いまして、市場性の高いものをこ

れから重点的に進めていきたいと思います。
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　ＪＡ能登わかばとの連携につきましては、

これは今、計画されている道の駅、そしてそ

の中に中核施設として位置付ける直販所、そ

うしたようなものを視野に入れてカラー野菜

等、あるいはこれまでの振興作物を今まで以

上に強力に普及をしていきたいと思っており

ます。

○議長（藤本一義議員）　諏訪良一議員
○３番（諏訪良一議員）　５品目と言われま
したけれども、カラー野菜といえどもそんな

に販売ということになってくるとバラ色では

ないと思われます。仮に道の駅で販売するに

しても、やはり出荷の時期といいますのは冬

期間の半年、この時が特に青い野菜が欠乏す

るときですが、この時に何を陳列していくか

ということが、道の駅が仮に開通しても大変

重要なところであるのではないかと思いま

す。そういうことから、慎重に品目を絞って、

そして面積を拡大すると。何でも数多く作っ

て、そして駄目なものを次から次へ淘汰して

いく。これも大事ですけれども、そのことば

かりに走ったのでは、重要な産地として位置

付けられるような所に到達できぬのではなか

ろうか。こんなように思いますが、これから

どのようにされていこうとしているのかにつ

いて伺いたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　表農林課長
○表辰祐農林課長　先ほど、春キャベツが一
番の主力品目と考えていると申し上げました

が、春キャベツにいたしましても販売単価が

１キロあたり 71円でございました。能登娘

におきましては１キロあたり平均 67円。あ

る時期、能登娘を栽培されている方が私ども

の方へ来られまして「今日、10 キロ出荷し

てきたけれども 300 円であった」というふ

うに嘆かれていかれました。

　私どもは今まで、平成 19年度からカラー

野菜ということで着目して、石の上にも３年

という気持ちで生産者の方には頑張ってほし

いと申し上げてきましたけれども、このよう

な値段しかつかないのが現状でございます。

そういったようなことも含めまして、先ほど

議員がおっしゃったようなご指摘を十分これ

から参考にさせていただいて振興していきた

いと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。

○議長（藤本一義議員）　ここで 11時 10分
まで休憩いたします。

午前11時00分　休憩

午前11時10分　再開

○議長（藤本一義議員）　休憩前に引き続き、
質疑を継続いたします。

　次に、同じく議案第 16 号　平成 21 年度

中能登町一般会計補正予算、歳出における農

林水産業費のうち、農地費について質疑を許

します。

　議案書は、62ページであります。

　20番　杉本平治議員

○20番（杉本平治議員）　それでは、質疑を
させていただきます。

　ただ今、議長から言われましたように、ペー

ジ数は 61 ページと 62 ページにわたるわけ

であります。

　質疑の目的は、県営ほ場整備事業。この問

題につきまして中能登町としての対応。と申

しますのは、政権が交代して以降、こういう

県通につきまして現政権は絞り込みを行って

いるというニュースが入るわけであります。

そういう中で、地域の要望である県営ほ場整

備が今回、5,694 万 3,000 円の補正が増額

されたわけであります。具体的にこれらにつ

きましては、今後も継続してこの事業が完遂

できるのか。１点目といたしまして、その期

間というのは、今のところ何年間を予定して

いるのか。完成いたしますと総額、この事業

費というのはいくらぐらいになるのか。これ

が２点目としてお聞きいたしたいと思いま

す。

　また、この中能登町がほ場整備を下井田ま
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でのっているわけでありますが、他の地区に

おきましても隣の地区の耕地が汎用化されて

農地として利用しやすいようになった場合、

うちの地域の農地もこういう事業に取組みた

いという、そういう地域というのは、私は中

能登町にどれくらいあるのか。全体として今

後残っているのは。これが２点目としてお聞

きしたいと思うわけであります。以上よろし

くお願いをする次第であります。

○議長（藤本一義議員）　表農林課長
○表辰祐農林課長　杉本議員の質疑にお答え
いたします。

　県営土地改良事業費につきまして、国の締

め込みが感じられると、町の対応についてと

いうことでございます。土地改良事業費、今

回増額補正をさせていただきました。石川

県の農業関係の２月補正、その中で中能登

町に事業費ベースで３億 7,300 万円をつけ

ていただきました。国においては先ほど議

員がおっしゃったように、締め付けといい

ますか、農業農村整備事業の歳出予算の大

幅なカット。具体的には平成 21年度予算の

63％カットでございます。そういったこと

で、今後どのように進めていくかということ

でございますが、現在継続事業でやっており

ます町内のほ場整備事業の事業費ベースで進

捗率をはじいてみますと、東馬場地区が平成

21 年度予算まで、今の補正を抜きにします

と、全体の 46％でございます。滝尾南部地

区が 16％、西馬場地区が６％、羽坂地区が

５％、能登部地区が２％でございます。ほ場

整備事業につきましては、平成 19年度以降

の採択、地区においては、概ね５年間で完了

すると。そのように進められてきているとこ

ろでございますが、この 22年度予算の率、

金額から想定しますと、大幅に遅れてくるの

ではないかと思われます。

　先ほど総事業費のことも少しおっしゃいま

したけれども、総事業費は東馬場で 10億円

以上でございます。総事業費は変わってきま

せん。総事業費は変わらないんですが、単年

度につく予算が大幅に長くなってしまうだろ

うというのが県も一致した見方でございま

す。

　それから中能登町で今後、他地区からの要

望事業が出てきたときにはどのようにするの

かということでございますが、中能登町では

ほ場整備を実施していない地区、10 地区の

区長さん、生産組合長さん方を構成員とし

て、ほ場整備事業推進協議会という組織をい

たしております。毎年１回開催いたしまし

て、その地区の区長さん方にどのような地区

の動きがありますかというようなことをお尋

ねして、要請があれば町はいつでも説明会を

開催させていただきますというように進めて

きているわけでございます。前回の総会はほ

ぼ１年前に行いましたけれども、その時のお

話では３地区の区長さん、生産組合長さんが

地権者の同意が得られない状況にあると。そ

のほか７地区の区長さん、生産組合長さんは

現状のままでいいという意見が集落で多数を

占めているというようなことでございます。

　つまり、集落の中でほ場整備の気運が高ま

らないという状況に加えまして、国が今回の

ような予算の削減を始めたのでございますの

で、23 年度以降の新規採択というのは非常

に難しい状況になってきたなと思っておりま

す。	

　それから、新規のみならず、これまでに実

施してきた地区の老朽化というものも出てき

ますので、これからは大変な難しい時期に

なってきたなと心配をいたしております。

○議長（藤本一義議員）　杉本平治議員
○20番（杉本平治議員）　それでは再質疑を
させていただきます。

　今、答弁をいただきました。国の予算では、

21年度ベースで 63％のカットであるという

予想ですね。そういうことになってまいりま

すと、先ほどの答弁の中で、工事の期間とい

うのは大体５年間で完成するという。そうい
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うものがありながら国の予算が 63％カット

されるということになりますと、５年間で完

成しなければいけないほ場整備事業がやはり

延ばさざるを得ないということになりはしな

いかということを危惧するわけであります。

　当時の区長さんをはじめ工区長さんは地権

者に対しまして、東馬場に例をとれば、これ

くらいの予算で１反歩あたり個人負担はいく

らぐらいになるかということを試算して、説

明して同意をもらっていると思うわけであり

ます。それが今の事業の中で延ばさざるを得

ないということになりますと、やはり事業自

体は膨らんでくる恐れがありはしないかとい

うことを私は思うわけであります。こういう

点につきまして、現地の方々と常に関係を

持っておられる担当課、そういう場合の対処

の仕方、対応の仕方等についてどのように考

えているのか。これがやはりこれからの中で

問題点として地域の地権者の方々からいろん

な異議が出てくる恐れがあると私は考える

が、そこら辺につきましてどう考えているの

かお聞きいたしたいと思います。

　それから、残っているほ場整備未整地の地

域につきましては 10地区あるという答弁で

あります。この 10地区はなかなか至難であ

ろうかと思うわけであります。３地区が同意

は得られない。７地区は現在のままでよいと

いう。そういうことに分類されるということ

を答弁をされましたが、私も地域の方々によ

く説明しているのは、耕地というのは登記は

個人のものになっておりますけれども、これ

は個人ではなく、これからの農業生産をして

いく上に公の土地として考えていっていただ

きたい。よくそういうことを言っているので

あります。あくまでも個人の土地であるか

ら、私は現在のままでよい、そういう必要は

ないということではなく、預かっている公の

土地を預っている公地として考えていってい

ただくということを私は地域の方々に同意書

の判子を貰いにいくときにそういう説明をし

て同意をいただいているわけであります。私

はこれからの農業を進めていく上におきまし

ても、高齢化率がだんだんと高くなる。耕地

を耕す方がおられない。そういうことになる

中で、汎用化率を高めていくのが町の務めだ

と思うわけでありまして、こういう点につい

て今後も努力をしていただきたい。この件に

つきまして担当課長の答弁と、先ほど申しま

したように 63％カットになることによって

工事期間が長くなった場合、負担率はどのよ

うになっていくのか。この２点について答弁

を求めたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　表農林課長
○表辰祐農林課長　予算が削減されることに
つきまして、どのように町が対応していくか

ということでございますが、実施されている

地区の農家の方々にこの現状をお話して、少

しでも予算が確保できるように、また町長も

会長をされておりますので陳情等を行ってい

ただきたい。そのように地区の理解を求めて

いきたいと思います。

　それから、未実施地区におきましては、今

月総会を開催する予定といたしております。

議会の方でもこのように心配されている声が

ありましたというようなことも紹介をさせて

いただいて、これまでどおり、消極的になる

のではなくて進めていきたいなと思いますの

でよろしくお願いします。

　負担金につきましては、ほ場整備事業は現

在地元負担金は７％でございますので、それ

は変わっていきません。

○議長（藤本一義議員）　次に、議案第 17
号　平成 21年度中能登町介護保険特別会計

補正予算における地域支援事業費について、

質疑を許します。

　議案書は、80ページであります。

　10番　武田純一議員

　　〔10番（武田純一議員）登壇〕

○10番（武田純一議員）　私は今、議長が申
し上げましたように 80 ページ、平成 21 年
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度介護保険特別会計の包括支援事業の配食に

よる見守り事業について質問をいたします。

　当初予算は 450 万円でございます。それ

が今回 207 万円減額になりまして、243 万

円になったのでございます。この減額になっ

た理由が分かれば、今まででしたら１人あた

りの単価、１食 750 円。これが変わっていっ

たのか、変わらないのか。それから利用され

る人員、これがいかようになったのか答弁を

求めます。

○議長（藤本一義議員）　坂井福祉課長
　　〔坂井信男福祉課長登壇〕

○坂井信男福祉課長　武田議員の質疑にお答
えをいたします。

　配食による見守り事業の減額についてでご

ざいます。

　配食による見守り事業でございますが、町

内の独り暮らし、高齢者等に食事を配達し、

栄養改善を図るとともに見守り、声かけも行

う事業であります。対象者は概ね 65歳以上

の単身世帯、高齢者のみの世帯、これに準ず

る世帯に属する方々、また身体障害者のみの

世帯、これに準ずる世帯に属する方々で、調

理をすることが困難な方となっております。

　事業の実施につきましては、１日１食、１

週間に５回までといたしております。月曜日

から金曜日までの昼食として配食を行ってい

るものでございます。

　利用者の負担でございますが、１食あたり

300 円でございます。それに対しまして町

の負担額は１食あたり 750 円となっており

ます。この事業の委託事業所は、鹿南福祉会

鹿寿苑に見守り声かけを兼ねてお願いをして

おります。

　予算の減額の理由でございますが、予算積

算時におきまして、対象となっておられた方

が 47名でございました。その後、施設に入

所されたり病院への入院、死亡されたりな

ど、また病的で一時的に配食を行っていまし

たが、回復されて回数が減った方やデイサー

ビス、ヘルパー等を組み合わせて利用し、配

食を利用されなくなった方など、対象人数の

減少が主な理由でございます。これら対象人

数につきましては合計 18名で、当初予算の

編成時より減っております。

　また、21 年度新規に登録をされた方が７

名おりますので、差引増減では 11名の減と

なったのが主な理由でございます。

○議長（藤本一義議員）　武田純一議員
○10番（武田純一議員）　今、担当課長の答
弁があったんですけれども、私の聞き間違い

だったらお許しを願いたいと思います。１食

あたり 300 円と申されたと思います。町の

方の補助金が 750 円、このあたりをどのよ

うに理解すればいいのかお示しを願いたいと

思います。

　それからもう一つ、今までに一番利用者

の多かったのは平成 19 年でございます。

96 名利用されております。これは決算書に

よります。18年が 83名、今回は 47名の見

込みが 11名減になったということでござい

ます。その中にホームヘルパーや施設へ入っ

た方がいるというので利用が減ったと。これ

はそれで結構なんですけれども、この先の答

弁の中にありました見守りの方ですね。これ

は配食だけでいいのかなという懸念もされま

す。

　一番最初に、再質問の中で答弁を願いた

いのは、１食あたり 300 円、町の補助金が

750 円と言われたその辺をお答え願いたい

のと、今、コンビニではなくうどん屋などが

１食 200 円台で売っていると。うどんを付

けてでも 500 円台でできると。そういうこ

との影響があるのか、ないのかも併せてお答

え願いたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　坂井福祉課長
○坂井信男福祉課長　武田議員の質疑にお答
えいたします。

　１食あたり個人負担は 300 円、町からは

750 円ということで、１食あたり 1,050 円
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ということになるわけであります。この食事

につきましては、配食者の状況に応じまし

て、血圧の高い方には減塩食を提供したり、

堅めのご飯が駄目な人につきましては柔らか

めのご飯にしたり、その人の状況に応じまし

て様々な工夫をしていただいております。ま

た、暖かいお吸い物といったものも付いてお

ります。そういったことで配達をする時には

必ず弁当だけ置いてくるのではなくて、必ず

声かけをして置いてくるように見守りも兼ね

ているところでございます。

　それと、利用者の減でございますが、これ

につきましては平成 18年度から介護保険の

特別会計の方で対応をいたしております。そ

こでは地域支援事業といたしまして対応し

て、国庫 40％、県 20％、町 20％、そして

介護保険の第１号被保険者の保険料を 20％

充当して実施をしている事業でございます。

そういったことで地域包括センターの職員が

そういった状況を調査いたしまして、この基

準に合致した方につきまして配食サービスを

やっているものでございます。

　そういったことで、最近、コンビニなどで

弁当の値段をみますと、300 円を切るよう

な値段のものも売っている状況でございま

す。そういったことでこの 1,050 円の弁当

につきましても、材料費だけではなく配達に

かかる経費、見守り等にかかる経費も弁当代

に含んでおりますので、それらの弁当と比較

しますと高いものになっているのかなという

思いもあります。そういったことで、弁当を

配達する時には、その日のうちに必ず回収も

しておりますので、そういった経費も弁当代

に含まれていますのでいたしかたのないこと

かなと思います。

○議長（藤本一義議員）　次に、同じく議案
第 17 号　平成 21 年度中能登町介護保険特

別会計補正予算における地域支援事業につい

て、質疑を許します。

	議案書は、80ページであります。

　20番　杉本平治議員

○20番（杉本平治議員）　それでは質疑をさ
せていただきます。

　武田議員と同じ項目の質疑であります。重

複する面におきましては省かせていただきま

す。

　私は、この委託料、配食による見守り事業

という事業につきましては、配食はもとより

大事でありますが、見守り事業というものを

私は町として常にこの事業以外にも考えてい

ただきたいなとそう考えている次第でありま

す。

　決算書によりますと、現在中能登町で独り

暮らしで 65 歳以上の方は合計で 624 人お

られます。

　私は、新聞等で都会では誰にも看取れず部

屋で死んでいたという独り暮らしの老人の

ニュースがよく出ます。中能登町におきまし

ても、そういうことにならないように、私は

この見守り事業というものを益々拡大して町

として町民の、特に独り暮らしの方々の安心

を町として考えていくということが大変重要

ではないかと考えております。

　私が独り暮らしの方の所へ行きますと、鹿

寿苑から配られました昼食等を食べておられ

る方、大変ありがたいという言葉を出しなが

ら食事をしておられます。残念なことに、今、

課長の答弁では、この配食による見守り事業

の範囲がだんだんと狭まってきているという

ことであります。非常に残念であります。私

は町がこういう事業にもっと積極的に取組ん

でいっていただく。今、マイナス 207 万円

でありますが、これがプラスになるようにし

てこの事業を益々拡大していただきたい。こ

ういうことを私は要求する次第であります。

　この点につきまして改めて課長の答弁を求

めたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　杉本議員、通告書
では一応事業の内容もありますけれども、減

額理由ということが具体的になっております
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ので、その他要求等も質問という格好になり

ましたけれども、今後はそういうことが絶対

ないように、一般質問の方でお願いします。

　それでは、坂井福祉課長

○坂井信男福祉課長　杉本議員の質疑にお答
えいたします。

　独り暮らし老人、高齢者世帯等における見

守り事業ということでございますが、この配

食による見守り事業もございますが、民生委

員、児童委員の協力も得ながらそういった方

につきましても見守りを進めていきたいと

思っております。

　また、老人家庭連絡員制度もありますの

で、そういった制度も利用しながら独り暮ら

しの高齢世帯に対しまして見守っていくとい

うことを進めていきたいなという思いでいま

す。

　また、町内には地域福祉推進チームという

ことで、各種区長さんをはじめ民生委員さん

を中心とした組織もありますので、そういっ

た組織も活用しながら高齢世帯に対しまして

見守りを進めていきたいなという思いでおり

ます。

○議長（藤本一義議員）　それでは次に、議
案第 18 号　平成 21 年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算における保険給付金の

うち、退職被保険者等療養費について、質疑

を許します。

　議案書は、88ページであります。

　16番　坂井幸雄議員

　　〔16番（坂井幸雄議員）登壇〕

○16番（坂井幸雄議員）　先ほど 13 号にお
いて、杉本平治議員さんが国民健康保険条例

について問い正して答弁をいただいたわけで

ございますので、自分は特別会計の歳出の方

についてお願いいたします。

　今、日本の政府与党が命を守るという表題

で予算審議をやっておられます。

　また、昨日、ある党の議員さんが命を守る

ための公費を、負担率を上げてほしいという

ことでやっていました。

　また、石川県では、マニフェストでは生活

先進県ということで標榜して戦っているわけ

ですが、先日の杉本町長の提案理由の説明で

は、安全で安心、暮らしの豊かな行政を目指

すということでございます。

　そこで、そのような趣旨でできるだけ生

活、命を守ることを益々進めていかれること

を期待しております。

　それでは、質疑をさせていただきます。議

案第 18 号　平成 21 年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算でございます。表題で

は総額歳入歳出それぞれ 6,102 万 8,000 円

を追加され、合計では 21億 1,228 万 8,000

円となっております。

　高齢化が進む中大変でございますが、国で

は子ども手当や高校無料化ということで、一

方若い人の力を入れておりますが、国全体が

なかなか高齢者に進んでいるわけでございま

すので、できるだけ社会保障費について増額

していただきたいと思います。

　それで、今回の補正の質疑でございます

が、第２款保険給付費、第１項の療養諸費で

ございますが、退職者保険等療養給付費でご

ざいますが、当初予算では 5,542 万 4,000

円ということでありました。それで今回の補

正では、財源の内訳としては負担金、補助金、

交付金などいろいろとありまして、財源の内

訳としては特定財源 4,571 万 8,000 円、一

般財源が 2,133 万 1,000 円ということで、

合計 6,704 万 9,000 円ということであるわ

けでございます。

　当初予算よりは、補正予算の方が大きく

なっているわけでございますが、これは退職

者制度でございますので、今、世の中はなか

なか冷え込んでおりますので、協会けんぽか

ら国民健康保険に移る方がおうおうにある状

態がこのような状態になっているのかお聞か

せ願いたいと思います。

　今回の補正につきましては、医療給付費の
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高額な増額補正が計上されておりますが、医

療給付費の増額理由につきましても分かりま

したらお聞きしたいと思います。よろしくお

願いします。

○議長（藤本一義議員）　大森保健環境課長
○大森一義保健環境課長　それでは、坂井議
員の質疑にお答えいたします。

　今年度の保険給付費が昨年度より非常に大

きく増加しているというようなことで、主な

その原因等についてはどんなものかというふ

うなご質問かと思います。

　大きく言いまして、被保険者の一つの考え

方、理由としましては、被保険者が増加して

いる。これは昨年度と比較をいたしましても

80名ほど増加をしている状況でございます。

　また、高額な医療を受けた件数も非常に増

加をしているわけでありまして、お１人の方

の１カ月に要した医療費が 100 万円以上の

件数というふうな見方でみますと、現在 11

カ月分で 131 件という状況でございます。

昨年の同じ時期と比較してみますと、約 1.5

倍という状況に推移しております。

　また、高額な医療が必要となった病気につ

いて説明をいたしますと、高額な医療として

お支払いをされた医療の内容については、特

に１人の被保険者の１カ月に要した医療費が

200 万円以上と高額であった内容のものが

ございます。その中身についてご説明をした

いと思います。

　今年度につきましては、現在までに 14件

ございます。その内、６件につきましては、

心臓の病気で手術や処置、そういったものを

行ったケースですが、ほかの８件につきまし

ては脳の血管、また整形外科的な病気の治療

を行ったケースであります。

　こういったような心臓病や脳血管疾患、そ

ういった方々は高血圧、また糖尿病などを併

発されている方が確率的には多いということ

から、さらに慢性的に進行することから治療

が特に長期に及ぶということが当然予測され

ます。こういったことが主な内容かと思いま

す。

○議長（藤本一義議員）　次に、同じく議案
第 18 号　平成 21 年度中能登町国民健康保

険特別会計補正予算における保険給付費のう

ち、退職被保険者等療養費について、質疑を

許します。

　議案書は、同じく 88ページであります。

　20番　杉本平治議員

○20番（杉本平治議員）　それでは、質疑を
させていただきます。

　ただ今、坂井議員から質疑がありました同

様の件でありますので、その点につきまして

は質疑の中で私も担当課長から発言を聞いて

おりました。具体的に同じような質疑であり

ます。当初予算に比較して、何故に補正予算

に当初予算以上の上回るものを補正しなけれ

ばいけなかったのか。これは予算を組むとき

の積算の中での過ちであったのか。そういう

ことをきちんと今後していかなければいけな

いと思うわけであります。

　試みに私、22 年度の予算をみましたら、

１億 8,864 万 4,000 円が予算化されている

わけであります。そうなりますと、ただ今の

この補正の金額と合致するわけであります。

　私は、予算の編成につきましては、常にい

ろんなものを想定して予算を組んでいくこと

が大切ではないかと考えるわけであります。

そういうことを発言しておきたいと思う次第

であります。

○議長（藤本一義議員）　以上で、通告によ
る質疑を終結いたします。

　ここで、昼食のため、13 時 30 分まで休

憩いたします。

午前11時55分　休憩

午後１時30分　再開

　◎常任委員会付託
○議長（藤本一義議員）　休憩前に引き続き、



－ 26－

会議を開きます。

　休憩中に委員会付託表を配付いたしました

ので、ご了承願います。

　日程第２　常任委員会付託

　お諮りいたします。

　ただ今、議題となっております議案第２号

から議案第 22 号まで、及び議案第 32 号の

議案 22 件につきましては、会議規則第 39

条の規定により、お手元に配付いたしており

ます議案及び請願等付託表のとおり、それぞ

れの所管の常任委員会に付託いたしたいと思

います。

　これに、ご異議ありませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（藤本一義議員）　異議なしと認めま
す。

　よって、議案及び請願等付託表のとおり各

常任委員会へ付託することに、決定いたしま

した。

　◎特別委員会設置及び委員の選任、委員会
付託
○議長（藤本一義議員）　日程第３　予算審
査特別委員会の設置及び委員の選任、委員会

付託

　これより、予算審査特別委員会の設置を議

題といたします。

　お諮りいたします。

　議案第 23 号　平成 22 年度中能登町一般

会計予算

　議案第 24 号　平成 22 年度中能登町老人

保健特別会計予算

　議案第 25 号　平成 22 年度中能登町後期

高齢者医療特別会計予算

　議案第 26 号　平成 22 年度中能登町介護

保険特別会計予算

　議案第 27 号　平成 22 年度中能登町国民

健康保険特別会計予算

　議案第 28 号　平成 22 年度中能登町下水

道事業特別会計予算

　議案第 29 号　平成 22 年度中能登町分譲

宅地造成事業特別会計予算

　議案第 30 号　平成 22 年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計予算

　議案第 31 号　平成 22 年度中能登町水道

事業会計予算

　以上、議案９件については、18 人の委員

で構成する予算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託して審査することといたしたいと思

います。

　これに、ご異議ありませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（藤本一義議員）　異議なしと認めま
す。

　よって、議案第 23 号から第 31 号までの

議案９件については、18 人の委員で構成す

る予算審査特別委員会を設置し、これに付託

して、審査することに決定いたしました。

　お諮りいたします。

　ただ今、設置されました予算審査特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により、

　１番　南　　昭榮議員

　２番　笹川　広美議員

　３番　諏訪　良一議員

　４番　堀江　健爾議員

　５番　宮下　為幸議員

　６番　亀野冨二夫議員

　７番　甲部　昭夫議員

　９番　古玉　栄治議員

　10番　武田　純一議員

　11番　上見　健一議員

　12番　宮本　空伸議員

　13番　若狭　明彦議員

　14番　岩井　礼二議員

　15番　西村　秀博議員

　16番　坂井　幸雄議員

　17番　小坂　博康議員

　19番　作間　七郎議員

　20番　杉本　平治議員
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　以上、18 人を委員として指名いたしたい

と思います。

　これに、ご異議ありませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（藤本一義議員）　異議なしと認めま
す。

　よって、ただ今、指名いたしました 18人

を予算審査特別委員会の委員に選任すること

に決定いたしました。

　ここで、予算審査特別委員会付託表を配付

いたしますので、暫時休憩いたします。

午後１時 40分　休憩

午後１時 41分　再開

○議長（藤本一義議員）　休憩前に引き続き、
再開いたします。

　予算審査特別委員会の審査は、会議規則第

39 条の規定により、お手元に配付いたしま

した付託表のとおりであります。

　◎予算審査特別委員会委員長及び副委員長
選任
○議長（藤本一義議員）　日程第４　予算審
査特別委員会の委員長、副委員長の選任

　特別委員会の委員長、副委員長の選任を議

題といたします。

　特別委員会委員には、次の休憩中に委員

長、副委員長の互選を行い、その結果を議長

に報告願います。

　ここで、暫時休憩いたします。

午後１時42分　休憩

午後１時55分　再開

○議長（藤本一義議員）　休憩前に引き続き、
会議を開きます。

　ただ今、予算審査特別委員会における正副

委員長の互選について報告がありました。

　委員長に、19番　作間七郎議員

　副委員長に、15番　西村秀博議員

　以上のとおりであります。

　◎休会決定の件
○議長（藤本一義議員）　日程第５　休会決
定の件について、議題といたします。

　お諮りいたします。

　各常任委員会、予算審査特別委員会審査等

のため、３月６日から 15日までの 10日間、

休会といたしたいと思います。

　これに、ご異議ありませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕

○議長（藤本一義議員）　異議なしと認めま
す。

　よって３月６日から15日までの10日間、

休会とすることに決定いたしました。

　◎散　　会
○議長（藤本一義議員）　以上で、本日の日
程は終了いたしました。

　本日は、これをもって散会いたします。

　ご苦労さまでした。

午後１時57分　散会
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午前10時00分　開議

　◎開　　議
○議長（藤本一義議員）　おはようございま
す。

　ただ今の出席議員数は 19名です。定足数

に達しておりますので、本日の会議を開きま

す。

　本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

　◎一般資問
○議長（藤本一義議員）　日程第１　一般質
問

　これより、一般質問を行います。

　あらかじめ申し上げておきます。一般質問

についての各議員の持ち時間は、１時間であ

りますので、守っていただくようお願いいた

します。

　また、執行部におかれましては、的確な答

弁を求めておきます。

　それでは、通告順に質問を許します。

　16番　坂井幸雄議員

　　〔16番（坂井幸雄議員）登壇〕　

○16番（坂井幸雄議員）　おはようございま
す。

　啓蟄も過ぎ、三寒四温ということで、気候

もいろいろと変化しているこの頃でございま

す。今日も寒い日でございますが、それでは

質問をさせていただきます。

　まず最初に、この大きな議会でちょっと失

礼な一般質問かと思うんですけれど、お許し

を願いまして「“ 一礼 ” 運動について」でご

ざいます。

　“ 一礼 ” は、挨拶または時の氏神と昔から

言われております。日本人の精神文化のほん

の一部でございますが、公的な会議や協議会

などに、その他審議会などにおいて、冒頭に

さりげなくお立ちになって、一同礼というこ

とで始めたらいかがかなということでござい

ます。

　といいますのは、先般、生涯学習のつどい

で、講師の今村司先生が「何でもいいがＰＲ

できるのは日本一になればいい」ということ

で、そういう講演だったと思います。それで、

たまさかではないんですけれど、中能登町の

隣の町の七尾市に和倉温泉がございます。和

倉温泉の加賀屋さんが「もてなし」並びに「思

いやりの心」ということで旅館部門の総合部

門で 30年連続日本一ということでございま

す。

　その隣町でございますので、節度をかいす

る意味におきましても、一同礼をさりげなく

やって開始すればいいんじゃなかろうかとい

う思いでございますので、どうかその件に関

して、町長、課長会議に諮っていただきまし

て、実行できるように取り計らっていただき

たいと思いますが、町長のご意見を賜りたい

と思います。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
　　〔杉本栄蔵町長登壇〕

○杉本栄蔵町長　おはようございます。
　坂井議員の「“ 一礼 ” 運動について」のご

質問にお答えをいたします。

　公的な会議や協議会等の冒頭に一同さりげ

なく一礼してから開催するという運動につい

てのお話でありますが、“ 礼 ” をするという

ことは、相手への敬意や感謝をあらわすとと

もに、神聖な場への敬意を示すものであり、

とても大切な行為でなかろうかと思います。

　また、入学式や卒業式、またいろいろな式

典等におきましては、最初と最後に一同礼と

いうことも行われておりますし、また、先般、

広域圏の議会におきましても議員、そして執

行部の方々も最初に立ち上がりまして “ 礼 ”

をして始められたということもございます。

　また“礼”のみならず、それに併せて“挨拶”

を交わすことも大変大切でなかろうかと思い

ます。

　こうした行為は、意識せずにお互いに自然
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と行われるのが理想であります。

　ご提案をいただきました精神はとても重要

なことであります。

　これからも意識して行うよう周知してい

き、中能登町民であれば、誰もがさり気なく

一礼をする習慣となるよう広めてまいります

ので、よろしくお願いいたします。

　また、課長会議等でも話をしながら進めて

まいりたいと思います。よろしくお願いいた

します。

○議長（藤本一義議員）　坂井幸雄議員
○16番（坂井幸雄議員）　町長の答弁をもら
ったんですけれど、課長会議に諮っていただ

きたいというのは、課長会議主管の会議がご

ざいますので、その時にも併せてやっていた

だきたいと思います。それと、議会側に関し

ては、作間議運の委員長さんがおいでますの

で、このことも議運に一回諮っていただきま

して、討議をしていただきまして、その答え

をまた藤本議長、全員協議会で諮っていただ

ければ幸いかなと思います。

　それでは、２番目にいきます。

　農業関係でございますが、大変難しい、分

かりにくい様でございますが、政権交代後、

初めてのマニフェストということで、農政大

転換として農家の戸別所得補償制度のモデル

対策が４月から始まるわけでございます。そ

れに併せて農協さんなどが、中能登町に７箇

所、その他の集まりで２箇所ということで、

９箇所の説明会を開いておられるそうでござ

います。

　新規のことなので、なかなか分かりにくい

点が多々あったかと思いますが、昨日、一昨

日の農協さんのリーフでは、農業戸別補償制

度の詳細な説明も載っておりましたが、少し

分からない点が多々ありますので、この件に

関してご説明願いたいと思います。

　新しい農政では、主食米の米の生産調整と

その他の食料自給率向上ということで、分離

して農業者に求めているような政策ではない

かと思います。

　自給率向上を一つ目指しているわけでござ

いますが、この点に関していろいろと難しい

問題がございますが、一つお願いします。

　主食用の米の生産についてでございます

が、これはどのような方向に転換されるのか、

その次には、主食用米以外の作物でございま

すが、野菜など戦略作物がいろいろとござい

ますが、そのことに関してどのような補助対

象になるのかお知らせ願いたいと思います。

　それと、激変緩和措置でございますが、激

変緩和措置としては、この間の新聞では、石

川県は３億 7,400 万円ということで、地域

の生産者の収入の安定を図るために、各地区

の協議会に配分して交付金を助成するという

ことでございます。国の助成単価に上乗せと

いうことがこの分野かと思います。転作補助

金が 2008 年と同じ水準になるように調整す

るために、石川県の推進事業費が 8,074 万

円ほど計上されておりますが、この配分にあ

たりまして、当町の配分はどのようになって

いるのか教えていただきたいと思います。

　それと、不作付地の水田の改善計画という

のはどのようなことをいっているのか、ちょ

っと難しい問題でございます。調整水田など

の保全管理水田でもって、生産調整達成農家

者には、作付できないというようなことが書

いてあったかなという思いでございます。そ

れで、改善計画の達成年度を示して市、町に

認定されれば所得戸別補償制度の対象になる

というようなことが書いてあるんですが、こ

のことに関してどのようなことなのかお聞か

せ願いたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　米の戸別所得補償制度につ
いてのご質問であります。

　民主党政権が、マニフェストで掲げており

ました制度でありまして、農業農村整備事業

予算が対前年度 63％削減に比べ、この制度

は総額 5,618 億円が財務省との折衝で満額
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確保されたことは、記憶に新しいところであ

ります。

　制度の概要につきましては、農林課長より

説明をさせますのでよろしくお願いいたしま

す。

○議長（藤本一義議員）　表農林課長
　　〔表辰祐農林課長登壇〕　

○表辰祐農林課長　お答えをいたします。
　説明会のこともおっしゃいましたが、先

月、町内を７つの箇所に分けまして、北陸農

政局と県と私どもと農協とで説明会を行いま

した。

　こういうパンフレットはご存知だろうと思

います。これに基づきましてお答えをさせて

いただきます。

　今年の４月から始まる新しい制度につきま

して、お答えいたします。

　主食用米につきましては「米戸別所得補償

モデル事業」という名称でございます。生産

数量目標に即した米の生産を行った農業者を

対象に所得補償をする事業でございます。生

産調整を守った人が申請して、受け取ること

ができる補助金ということになります。

　補助金の交付単価につきましては、全国一

律で 10ａあたり 1万 5,000 円を定額で交付

しまして、モデル事業でございますので、今

年 22年産米がもしも米価が下落した場合に

は、追加で補填されることになっております。

　交付対象者は、生産数量目標の範囲内で主

食用米の生産を行った販売農家、もしくは集

落営農組織のうち、水稲共済加入者又は 21

年度の出荷・販売の実績のある方となってお

ります。

　交付金の対象面積は、主食用米の作付面積

から、自家飯米・縁故米と認められる、一律

に 10 ａを控除した面積に対して 10 ａあた

り 1万 5,000 円ということになります。

　それから、野菜等の主食用米以外の作物に

ついてのご質問でございますが、事業名は「水

田利活用自給力向上事業」というものでござ

いまして、麦・大豆・米粉用の米・飼料用米

等の生産を行います販売農家に対して、主食

用米の所得を確保できるように水準の支援を

するということになっております。

　交付単価は、自給率向上のために取組む麦・

大豆等の作物につきまして、全国統一単価が

示されております。

　対象の農業者は、捨てづくり防止の要件を

満たし、交付対象作物を生産する農業者や集

落営農組織となっております。

　それから、３番目の激変緩和措置というこ

とにつきましては、今回、国が示しました全

国一律の交付単価だけでは、以前から国の今

回定めた単価よりも高い単価を設定した地

域、当町も一部ありますが、そうした所につ

きましては、急激な助成額の減少ということ

になりますので、地域においては、これまで

せっかく構築してきた生産体制が崩れるとい

う恐れがあります。そのような状況を補うた

めの措置として激変緩和措置、これが設けら

れております。

　この措置は、県段階と町の段階で実施する

こととされておりまして、県段階では先ほど

おっしゃいましたように、去る３月３日に石

川県の水田農業推進協議会総会で転作作物の

交付単価の調整が行われております。

　中能登町につきましては、総額で 1,806

万 4,000 円の激変緩和措置の調整枠が示さ

れております。

　ただ、この 1,806 万 4,000 円をどの作物

にどれだけ上乗せするかというのは、町の水

田農業推進協議会で決定いたしますので、現

在まだ決まっておりません。早い時期に決定

をして公表したいと思っております。

　それから、４つ目の不作付地となった水田

の改善計画はどのようなものなのかというこ

とでございます。

　自給率の向上を図っていくためには、不作

付地をできるだけ少くして、水田が有効に利

用できるようにしていくことが重要かと思い
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ます。

　不作付地でもって生産数量目標を達成しよ

うとする農家の方は、今回の制度では、改善

計画を町に提出して認定を受けてもらうとい

うことになっております。

　内容につきましては、地番と面積、作物が

栽培できないことの理由、そしてその改善に

向けた具体的な取組み内容、その達成予定年

度などを町の方に申請をしていただくという

ことです。

　いろいろと、わずらわしい申請が残されて

いるわけでございますが、この４月１日から

既にスタートいたします。

　今、目前でございますけれども、申請様式

等につきましては、本日現在、まだ国の方か

ら決定した様式が示されておりません。今後、

決定次第、何らかの形で農家の方に相談する

機会を設けないと、初年度でございますので

大変混乱することが予想されます。そうした

ことで慎重に取り扱っていこうと思っていま

すのでよろしくお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　坂井幸雄議員
○16番（坂井幸雄議員）　答弁をいただいた
んですけれど、なかなか難しい事柄がおうお

うにあろうかと思います。

　最後の４点目の不作付地になった水田の改

善計画ということでごさいますが、このこと

に関しては、何で不作付地になったかという

ことは、今まで減反政策で強制的に減反され

たところが不作付地になっているわけでござ

います。それで今、改善計画を立ててどうの

こうのと言われても、減反政策の一環のうち

の用地でございますので、それを大がかりな

改善をしないと畑地や水稲などは向かないと

思うんですけれど、この点、改善計画を立て

てるだけではいけないのかなということでご

ざいますが、その点、課長さんの思いがあり

ましたら教えていただきたいと思いますし、

もう一つは、先ほどの米以外の作物でござい

ますが、少し立ち入った話でございますが、

七尾市さんでは戦略作物ということで中島

菜、沢野ごぼう、いちごなどがあるんですが、

以前は３万円～９万円の補助があったという

ことでございますが、今回この制度で補助金

が減額するということで、七尾市自体が補助

を出して反あたり４万円ほどということでや

っているんですが、そうでもしないとなかな

か米以外の作物には手が出ないと思います。

　また、中能登町の一環としてちょっと述べ

させていただきますが、白ネギ部会がござい

まして、全部で七尾鹿島ＪＡ能登わかばの管

内では 145 件がございます。その内に中能

登では 45件がネギを栽培している人がおら

れます。面積にしては 22町歩ほどが全体的

にありまして、中能登町では 6.32 町歩ほど

でございます。野菜は気候に左右されますの

で、ＪＡ能登わかば全体としては、今回は

１億 5,000 万円ほどを目標にしているんで

すが、8,680 万円ということでありまして、

中能登町では 1,456 万円を目標にしていた

わけですが、800 万円ほどということでご

ざいます。野菜は大変難しいんですけれど、

できるだけ道の駅なんかも目標としておられ

ますが、地域は海がないので野菜が地場産業

の一環になろうかと思いますので、是非とも

米以外の野菜農家さんに対して何らかの手を

打っていただきたいということであります

が、課長さん、その点、思いがあったらお聞

かせ願いたいと思います。

　今回も 22年度予算では、白ネギ 30万円、

野菜は 100 万円とうってございます。その

ことに関して、質疑でもカラー野菜の大根や

キャベツなど、大変販売が伸びないというこ

とで苦しんでいるわけでございますが、その

点、課長、何か思いがあったらお知らせ願い

たいと思います。

○議長（藤本一義議員）　表農林課長
○表辰祐農林課長　お答えいたします。調整
水田等の不作付地をもって生産数量目標を達

成する農家、これらの方は作物の栽培ができ
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ない理由と期限を定めた改善計画を町に提出

していただき、そして認定を受けていただく

ということは先ほど申し上げましたが、非常

に難しくて達成要件が満たされるのかどうか

というご心配もあられると思います。

　私は、今のこの段階では、国が目的として

いる、そういうことしか申し上げられないわ

けでございますが、国はこうした問題につき

ましては、食料自給率の向上を図っていくた

めには、水田の不作付地をできるだけなくし

て、有効に活用されるようにしていくのが一

番の課題であると。そのためには、その改善

計画というのは、大変難しく思われがちでご

ざいますが、例えば、作物の栽培ができない

理由というのは、どういうものを書けばよろ

しいのか。例えば、連作障害を防ぐために休

耕しているということ。あるいはブロックロ

ーテーションの計画に即した作物の栽培を行

っている。あるいは、湿田で麦・大豆の作付

ができない場合には、農協等と相談をして飼

料用米等の作付を検討していきたいなど、そ

れぞれの具体的なものを少しずつ書いていた

だければそんなに難しいことはないのではな

いかなと思っておりますし、国もそんな厳し

いところまでは求めていないようでございま

すのでご理解をお願いいたします。

　それから、作物の単価につきましては、先

ほども言いましたように、石川県の水田農

業推進協議会が３月３日に開催されました。

当町へもその配分があったわけでございま

すが、具体的に大豆・麦を中能登町で作っ

ていた場合は、昨年までは 10ａあたり４万

2,000 円でありました。そして、議員がおっ

しゃった野菜等、振興作物等につきましては、

昨年までは２万円でありました。失礼いたし

ました。麦・大豆につきましては５万 3,000

円でございます。

　ところが、今年、石川県の水田農業推進協

議会がこれまで示した野菜ですね、小菊南

瓜、中島菜、カラー野菜、金糸瓜等々、当町

でも沢山作っておりますが、それらは何と県

が示したものは 10ａあたり 2,000 円でござ

います。その 2,000 円に町としてどれだけ

激変緩和措置として上乗せをしていくか。そ

ういったようなことを先ほど議員もおっしゃ

った、今までの経緯を勘案しまして、そして

調整枠いっぱいにできるだけアップしていき

たい。そのように考えております。そういう

ことでよろしくご理解をお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　坂井幸雄議員
○16番（坂井幸雄議員）　ちょっと外れます
が、主食米の作物は作物なんですけれど、今

回、統合中学校の予定地ですけれど、今期は

作物ができるのかどうかということでありま

すが、難しい選択肢でございますがどのよう

にすればいいのかお教え願いたいと思いま

す。

○議長（藤本一義議員）　表農林課長
○表辰祐農林課長　統合中学校の敷地の農地
面積は 5.7ha くらいでございます。統合中学

校の敷地として、農地以外のものにする時に

は、農業振興地域からの除外の申請をしなけ

ればなりません。この農業振興地域の整備に

関する法律というのは、昨年６月に改正され

まして 12月 15日から施行されております。

これまでの法律ですと、学校とか病院とかと

いった公共施設につきましては、農振除外の

手続きは不要であったわけでございますが、

新しい法律のもとでは、これが一般案件とし

て手続きを進めなくてはいけないというふう

になりました。

　本日現在、まだ教育委員会サイドからの基

本概要といいますか、設計等が上がっており

ませんので、それが手に入り次第、直ちに農

振除外の手続きを進めますが、先ほど言いま

したように新法の適用で、これまでのように、

例えば３カ月とか６カ月とかいうような期間

がはっきりと分かりません。従いまして、３

カ月であれば６月ぐらいには決着がつくんで

すけれども、半年ということになりますと稲
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を植えても刈り取りできる期間になりますの

で、ただ今のところは稲を作っていただいて、

そして生産調整も守っていただければよろし

いのでないかなと、そのように考えておりま

す。

○議長（藤本一義議員）　坂井幸雄議員
○16番（坂井幸雄議員）　その次に進ませて
いただきます。

　国保料金の改定についてでございますが、

いろいろと委員会や質疑などには相当改正案

を出させて審議したわけでございますが、な

かなか世の中の不景気も伴いましていろいろ

と難しく、住民に負担がかかるようなことが

おうおうにあろうかと思います。

　ただ、長寿の社会になりまして、後期高齢

者、少子化対策ということでいろいろと医療

費が嵩むわけでございますが、町の国保の改

正もございますが、社会保険でも改正がござ

いました。

　４月からでございますが、石川県支部では

8.21 が 9.36、1.15％の改正でございますし、

介護保険は石川県連合会がありますので、一

律 1.19 から 1.50 でございます。0.319％上

がっております。健康保険の上げ率の 9.36

％のうちの 5.86％が加入者の給付に充てら

れ、基本保険料となり 3.5％が後期高齢者と

いうことでございます。これは協会けんぽで

ございます。それに併せてではないんですが、

社会保険事務所も社会保険協会も難しいわけ

でございますが、中能登町の国民健康保険も

この改正をもって少しでも一般会計から繰入

を少なくしようという趣旨でもって改正案で

ございます。

　今までの経緯を眺めますと、17 年の合併

前で国民健康保険の基金が１億 3,000 万円

ほどありました。それが、17年が3,608万円、

18 年が 4,110 万 8,000 円、19 年が 5,681

万 4,000 円ということで、19 年度で使いき

ったわけでございます。

　それにあわせて一般会計からの補填という

ことで何とかやりくりしているわけでござい

ますが、大体、18 年度からはトータル的に

国民健康保険は 17 億 8,000 万円、19 年度

が 20億 5,000 万円、20年度が 18億 9,000

万円、21 年度が今回の補正も合わせて 21

億 1,228 万円。

　それで、改定案として 22 年度が 20 億

7,200 万円ということでございます。これで

特別会計が０というわけでございませんの

で、この試算では 4,645 万円ほどが一般会

計から繰入れるわけでございますが、この点、

いいか悪いかは別として、町長はどの範囲が

適当かということで査定したわけでございま

すので、その点の思いを述べていただきたい

と思います。議会にも審議しましたんですけ

れど。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　今回の国民健康保険税条例
の一部改正につきましては、後期高齢者支援

金分と介護納付金分に対し、国庫等の公費や

現在の国保税を充当しても財源不足となるこ

とから、税率等の見直しをさせていただいた

ものであります。

　現在、不足する財源につきましては、一般

会計からの繰入金を充てております。繰入

金の額は、平成 19年度は 5,383 万円、平成

20年度は 990 万円、今年度は３月補正後の

見込み額は１億 450 万円となっております。

　被保険者１人あたりでは、平成 19年度は

7,400 円、平成 20年度は 2,000 円、今年度

は２万 700 円の見込みとなります。

　今回の改正により、１人あたりの税額は

８万 3,000 円から９万 8,000 円と約１万

5,000 円の増加が見込まれ、国保加入者の皆

様には大変ご負担をかけることになります。

　しかしながら、今回見直し後においても、

なお一般会計から 4,600 万円の繰入れを予

算化している現状であります。

　このように、国民健康保険会計の運営は財

政的には大変厳しい状況にあります。
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　町民の皆様の負担を少しでも軽くするため

には、医療費の増加を少しでも抑えることが

大切であると考えております。

　今後は、医療費の実態や適切な医療のかか

り方についてもお伝えし、国保税についての

理解を得ていただけるように努めてまいりた

いと思いますので、ご理解をいただきますよ

うにお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　坂井幸雄議員
○16番（坂井幸雄議員）　先ほどの答弁では、
医療費の抑制ということでございますが、質

疑でも委員会でも課長さんが住民健診を受け

ていただきたいということでございます。　

それで、私の思いとしては、住民健診も確か

にやっていただきたいと思うんですけれど、

社会保険の健診もございますし、職員共済も

健診もございます。職員共済は１年に１回は

必ず受けなければならないという義務付けが

あるんですけれども、これをプールにしてど

こでも家の人が健診のある所で受けていただ

きまして、それをレセプト、報酬は交互に交

換しては、より以上に健診がスムーズにいく

のではなかろうかと思います。事務的な煩雑

があろうかと思いますが、そのようにすれば

種目、受ける科目なんかでもばらつきがあり

ますが、それも統一してやっていただければ

いいんじゃなかろうかという思いであるんで

すけれど、その点、課長さんの思いがあった

ら述べていただきたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　坂井議員、質問の
通告書には、国民健康保険税と後期高齢者医

療があったんですが、後期高齢者は今回質問

から外しますか。先ほどから質問されていな

いものですから確認はいたします。

○ 16 番（坂井幸雄議員）　後期高齢者は違
う観点から言おうと思いますけれど。

○議長（藤本一義議員）　暫時休憩します。
午前10時40分　休憩

午前10時41分　再開

○議長（藤本一義議員）　休憩前に引き続き、
会議を開きます。

　大森保健環境課長

　　〔大森一義保健環境課長登壇〕　

○大森一義保健環境課長　坂井議員の再質問
にお答えいたします。

　先ほど議員の方からご指摘もありました

が、今の新しい法律が改正されまして、各保

険者で責任をもって健康管理に努めるという

ことで、特定健診というものが法律上は義務

化をされております。

　現実的には、中能登町におきましては、

40 歳から法律では 74 歳までの国民健康保

険の加入者の方が対象でございます。

　町といたしましては、特に弾力を効かせま

して 30 歳から 74 歳までの国保の加入者の

方、また、30歳から 39 歳の非被用者保険、

本人じゃなくて被扶養者の方々にも範囲を広

げて健診を受けていただくというふうなこと

になっているのが現状でございます。

　各保険者が責任を持って一応健康診断を行

うということが法律上決まっておりますので

ご理解をお願いしたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　坂井幸雄議員
○16番（坂井幸雄議員）　制度上いろいろと
ありまして、なかなか範囲が広くなったとい

うことで、そういう共通的な健診はできない

というわけでございますが、できるだけ健診

していただきまして、質疑や委員会でも課長

さんは高額医療費にならないようにというこ

とでございますので、初期の健診が大変大切

かと思います。その点、できるだけ住民が初

期健診を受けられるようにお願いしまして質

問を終わります。

○議長（藤本一義議員）　続いて、３番　諏
訪良一議員

　　〔３番（諏訪良一議員）登壇〕　

○３番（諏訪良一議員）　３件について一般
質問をしたいと思います。

　最初に、10 年度の農業振興についてであ
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ります。

　政府の行政刷新会議が行った事業仕分に伴

って、農業関係の予算や政策などが従来に比

べ大幅に見直されるとともに、その内容が大

変複雑となり、農業者のみならず県、市町や

農業者団体の関係者が一様に困惑されている

のではないかと推察します。

　主食米から穀物への転作を支援する水田利

活用自給力向上事業、米農家の赤字を一律に

補填する米の戸別所得補償制度などについ

て、当町においても７会場で説明会が開催さ

れたようですが、この時点においてもなおか

つ不明な点があり、水稲の育苗準備に取りか

かろうとしている今日になっても、短期間で

はあるが担当者自らがその内容を熟知して生

産者の方々への周知徹底を図り、円滑な運用

に万全を期してほしいものと思います。

　また、特産物の育成事業にあっては、消費

者ニーズを踏まえ、その生産物が特産物とし

て一人立ちできるまでの生産から販売まで、

あるいは生産から加工、販売までの一環した

支援事業であるべきではないかと考えます

が、いかがお考えでしょうか。

　ほ場整備の促進については、当初の計画ど

おりに事業が実施できるのか、新規に実施予

定地区が事業に着手できるのか、また、これ

から新規採択がありうるのかなどについても

懸念されています。

　そこで１点、水田利活用自給力向上事業の

推進。２つ目に、ほ場整備事業の促進、継続

実施地区新規実施予定地区、新規採択の可能

性などについて伺います。

　特産物については、生産するよりも販売す

ることが大変重要でもあり難しい時期でもあ

ります。

　そこで、販売戦略をどのように今後進めて

いかれようとしているのかについても伺いま

す。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　諏訪議員の質問にお答えい

たします。

　2010 年度の農業振興について、新たな制

度と県営ほ場整備事業の促進、それに特産物

の育成についてという質問であります。

　新たな制度につきましては、先ほど、坂井

議員の質問での答弁に順ずると思いますの

で、私からは、ほ場整備事業の質問に関連し

てお答えいたします。

　私は、これまで、長らく国の土地改良事業

予算を見てきましたけれども、2010 年度の

予算ほど大幅に削減されたことは記憶にあり

ません。政府が決定した予算案は対前年度比

36.9％であります。これはピーク時の 1997

年度の当初予算の 17.3％にあたります。

　当町におけるほ場整備事業実施率は県下市

町の中でも低いほうでありますが、それでも

ここ数年、ようやく機運が高まり、当初予算

でも継続４地区、新規１地区、暗渠排水１地

区、用排水施設整備１地区、ため池整備新規

１地区を計上しております。

　土地改良事業は、運よく整備ができまして

も、一度実施してしまえば終わりではありま

せん。用排水路も取水施設も、ため池も暗渠

も、いずれ再修繕が必要となります。土地改

良への投資は農業という産業への主要な設備

投資でもあり、これを怠ると農村の崩壊を招

きかねないと思います。

　私は、今、県のほ場整備事業推進協議会の

会長の職務を仰せつかっているところから、

農業・農村が混乱しないように、十分な予算

の確保について、国に働きかけていきたいと

思っております。継続地区の進捗状況につき

ましては、詳細につき農林課長から答弁をさ

せますのでよろしくお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　表農林課長
○表辰祐農林課長　諏訪議員のほ場整備事業
の継続実施地区の状況についてお答えをいた

します。

　21 年度末の実施状況でございますが、平

成19年度採択の東馬場地区につきましては、



－ 39－

計画面積が 43ha の内、27ha の区画整備工

事を実施し、その内９ha の暗渠排水工事が

ほぼ完了いたしております。事業費ベースで

進捗率は約 46％でございます。

　それから、平成 20年度採択の滝尾南部地

区につきましては、計画面積が 93ha の内、

11ha の区画整理及び調整池等の整備を実施

しております。進捗率は約 25％でございま

す。

　また、21 年度新規採択を受けまし羽坂地

区 26ha につきましては進捗率が６％、西馬

場地区 25ha につきましては進捗率が５％、

能登部地区 75ha につきましては３％でござ

います。いずれも測量設計を実施いたしまし

て、本年度から工事に向けた準備を整えたと

ころでございます。

　それから、新規地区実施の見通しはあるの

かということでございますが、下井田地区

25ha につきましては、新規採択に向けて 21

年度に事業実施計画書を策定しまして申請を

してきております。

　県の方からは、当初予算の数字の内示をい

ただいておりますので、ほぼ間違いないだろ

うなと思っております。これらの整備につき

ましては、採択時点で、概ね５年間の事業期

間が設定されております。

　ただ、今回の事業費の配分等をみておりま

すと、少し長くなるのではないかなあと、そ

のような考えも持っております。

　次に、一番最初におっしゃいました、水田

利活用自給力向上事業につきましては、この

事業は食料自給力の向上を目的に創設されま

した。大豆、麦、新規需要米などに戦略作物

としての位置付けをして、全国一律に助成を

するものでございます。

　単価水準は、麦、大豆、飼料作物が 10ａ

あたり３万 5,000 円、米粉用、飼料用など

の新規需要米が８万円でございます。そば、

菜種、加工用米が２万円、その他作物が１万

円となっております。

　二毛作を行う場合には、別途１万 5,000

円の助成が受けられることになっておりま

す。

　そのほか、大豆、麦につきましては、これ

までの水田経営所得安定対策の交付金が措置

されることにもなっております。

　先ほどの質問にもありましたように、激変

緩和措置による交付単価につきましてもして

いるわけでございますが、今後中能登町で決

定をすることになります。

　それから、特産品の育成につきまして、生

産と加工と販売まで考慮した体制にできない

かということでございますが、中能登町では

平成 19年度から「中能登町園芸産地活性化

推進事業」として、キャベツ、人参、あるい

はブロッコリー等々の作付けの推進と普及の

活動をしてまいりました。

　この中では、併行して、能登白ネギの作付

推進事業にも一番力を入れまして、作付けの

拡大も図ってまいったところでございます。

　平成 22年度からは、このカラー野菜の中

でも、近年農協が扱うことになりましたキャ

ベツ、ブロッコリー、赤大根の能登娘、これ

らの作付けについて助成をすることにしてお

ります。

　議員のご指摘のように、生産を主体とした

対策だけではなく、今後は、加工、販売に対

する支援もした方がいいのではないかという

ご指摘もいただきましたので、22 年度はＪ

Ａや生産者組織も含め、連携を深めまして、

消費者が何を一番求めているのかといったア

ンケートや市場調査等もやってみたい。そし

て販売促進に関する活動にも力を入れていき

たいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。

○議長（藤本一義議員）　諏訪良一議員
○３番（諏訪良一議員）　転作の関係ですけ
れども、農家の現場の声、あるいは地域の実

情などを勘案しまして、何を重点にして進め

ていこうとしておられるのかについて質問、



－ 40－

答えを求めます。

○議長（藤本一義議員）　表農林課長
○表辰祐農林課長　先ほど言いましたよう
に、平成 19年度から重点的に中能登町での

特産品作りを模索して、いろいろな施策を進

めてまいりました。

　その中で、白ネギにつきましては、補助金

としては一番高いものを設定して、今日まで

進めてまいったわけでございますが、カラー

野菜につきましては、いろいろと反響もあり

まして作付けを進めてきたわけでございます

が、そうした中で、農業者の声というのは、

せっかく生産をした作物が全て消費者の方に

お届けできない、あるいは市場に出しても売

れ残る等々といったような不満といいます

か、そういう気持ちが伝わってきます。その

裏では、価格の低迷というものがついて回っ

ています。

　昨年、出荷をしていただいた春キャベツが

一番多かったわけでございますが、１キロ

71 円が平均単価でございましたし、秋キャ

ベツにつきましては 52円。それから能登娘

につきましても 67円。ブロッコリーは 166

円といったような生産者からしてみればもう

少し高くあってほしいと、そういう切実な願

いがあります。

　そうしたことで、そういう「町が進めるカ

ラー野菜のために協力をするよ」という農家

の方が大変有難くいらっしゃるわけですの

で、そうした農家の声にも傾けて、これから

進めていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　諏訪良一議員
○３番（諏訪良一議員）　今度、新たに国が
進めようとしている戸別所得補償制度、これ

を進めることによって町内では、これまで集

落営農ということについて築いてきたところ

ですが、この営農体制が崩れやしないかとい

うことが懸念されておりますが、この点につ

いてどのようにお考えでしょうか。お答え願

います。

○議長（藤本一義議員）　表農林課長
○表辰祐農林課長　新しい制度の導入にあた
って集落営農とか、いわゆる認定農業者がこ

れまでの国の政策と少し相反するところがあ

るのは事実であると私も思います。

　これまでは、認定農業者に対しては、４

ha 以上の農地をまず集積をしなさい。それ

から集落営農につきましては、まず 20ha を

集積しなさいというのが国の支援でございま

して、これにつきましては集中的な補助が出

ていたわけでございます。

　それが今回一変して、戸別の農家に所得補

償をするというようなことで、議員が今おっ

しゃったような心配がでるのではないかとい

うような、そういう懸念も国自体も持ってい

るところでございます。

　事実、これまで発表されてから、滋賀県あ

たりで集落営農からの離脱といったようなも

のも報告されているようでございますが、中

能登町では幸いに今日まで実際に離れたとい

う報告はございません。

　集落営農組織、７組織ありますが、これま

で同様に支援もできる限りしていきたいと思

いますのでよろしくお願いします。

○議長（藤本一義議員）　諏訪良一議員
○３番（諏訪良一議員）　特産物という観点
から考えていきますと、野菜も抜きにすると

いう考えはございませんが、特産というよう

な擁護の考え方からいきますと、やはり永年

作物のころ柿、あるいは課長が去年、一昨年

よく言われました三郎柿、このあたりの販売

に向けての支援、まだまだ課題があろうと思

うんですが、この点をどのようにお考えでし

ょうか。

○議長（藤本一義議員）　表農林課長
○表辰祐農林課長　質問事項をちょっと聞い
ていなかったので確認させていただいてもい

いですか。

○議長（藤本一義議員）　暫時休憩します。
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午前11時06分　休憩

午前11時07分　再開

○議長（藤本一義議員）　再開します。表農
林課長

○表辰祐農林課長　お答えします。これまで
県の事業等を入れて支援をしてきました三郎

柿、それからころ柿等につきましても野菜と

同様に推進していきたい。

　その理由は、能登わかばさんが平成 19年

度につくっておいでる農業振興５カ年計画を

これまで忠実に守り、さらにまた軌道修正も

しながらきております。その作物と果樹等も

含めて振興していくということには変わりは

ございませんのでそのようにしていきたいと

思います。

○議長（藤本一義議員）　諏訪良一議員
○３番（諏訪良一議員）　それでは次に、水
道料金の改正についてであります。

　谷本知事が県議会２月定例会の代表質問

で、県内の７市５町に供給している県水道用

水の料金を新年度中に１㎥あたり 20円程度

引き下げるとの喜ばしい方針を示されていま

したが、５選を果たされた 15日の記者会見

では、早ければ７月から実施するとの考えを

示されました。

　長引く不況で町民の生活は大変厳しい状況

にあり、家計の負担もできるだけ軽減したい

との理由から値下げに踏みきられたようで

す。

　県水単価の引き下げが実現した場合におい

て、受水している当町においても必然的に料

金が見直されるものと推察します。仮に受水

している水道料金が１㎥あたり 20円程度引

き下げられた場合、町の水道事業特別会計に

おいて年間にしてどれくらいの恩恵をこうむ

るのか、また各家庭が支払う水道料金が月額

にして現在に比べどれくらい安く設定できる

のか。これらのことを踏まえまして水道事業

特別会計の収入、世帯あたりの月額平均水道

料、給水料金の改正などについてお尋ねしま

す。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　諏訪議員の水道料金の改正
についてお答えいたします。

　まず１点目の水道事業会計の収益的収入に

おいては、主に水道使用料に伴う給水収益で

あります。

　平成 17年度から平成 20年度の実績では、

最小は平成 19年度で２億 8,600 万円であり

ます。最大は平成 17年度で３億 1,600 万円

でありました。

　今日、人口減少傾向にあることや長引く不

況下のもと、節約する家庭、また地球温暖化

防止に取組むエコロジーな観点から節約に取

組む家庭などがあり、給水収益の増は見込め

ないのではないかと思っております。

　また、一世帯あたりの月額はいくらかと

いうことでありますけれども、平成 20年度

の実績で見てみますと、一世帯あたり 3,498

円になっております。

　また、給水料金の改正はという質問であり

ますけれども、現行の給水料金は、平成 17

年４月より合併時、一番安い旧鳥屋町の料金

を適用したものであります。

　このため、平成 17 年度から平成 19 年度

の３年間、料金格差是正分として一般会計よ

り年間 4,200 万円余りを繰入れをし、事業

経営を行ってまいりました。

　しかし、平成 20年度からは、料金格差是

正による助成金が無くなったために、平成

20 年度決算では、2,700 万円の不足となっ

ております。

　現在の収支体系で進みますと、平成 21年

度から毎年、2,000 万円から 2,400 万円余

り不足する事が見込まれます。この不足を補

填するため、未処分利益剰余金及び利益積立

金を合わせた 7,600 万円を不足に充ててい

きますと、平成 23年度には補填財源が無く

なり、平成 24年度から料金の値上げが必要
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になると思われます。

　このような状況のもと、先般、県議会定例

会で谷本知事が県民の支持が得られるなら

ば、県水の受水単価を１トンあたり 20円引

き下げを行う旨の話がありまして、今言われ

たように、先ほどの選挙までは７月からした

いというようなお話でありました。

　もし、１トンあたり 20円引き下げとなっ

た場合、支出におきましては単年度で見ると

県水受水費が約 700 万円程度抑えることが

できると思っております。経費的に考えます

と、それ以上の損失がありますため、給水料

金の値下げに反映することは非常に現在では

困難でなかろうかと考えております。

　ちなみに、近隣の市町の水道料金を見てみ

ますと、中能登町が１トンあたり 1,365 円、

七尾市が 1,490 円、羽咋市が 1,837 円、志

賀地区が 1,575 円、富来地区が 2,415 円、

押水地区が 2,100 円、志雄町が 1,837 円、

穴水町が 2,374 円と、この近隣では一番安

い料金でございます。

○議長（藤本一義議員）　諏訪良一議員
○３番（諏訪良一議員）　水道事業特別会計
の健全化と各家庭への水道料金の軽減化につ

いて、今後どのような方策をとられようとし

ておいでるのかについて伺いたいと思いま

す。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　今もお話をいたしましたよ
うに、このままいきますと 23年度で積立金

も全て無くなります。そういう中から 24年

度には上げざるを得ないという状況でありま

すけれども、今後の経済状況などを見ながら

24 年度には皆さんと相談もしながら考えて

まいりたいと思っております。23 年度まで

はこのままでまいりたいと思っております。

○議長（藤本一義議員）　諏訪良一議員
○３番（諏訪良一議員）　この先、あまり明
るい話ではなかったわけですが、あまり深み

にはまらないうちに、町民の方へのご理解を

いただいて、上げるものは上げざるを得ない

のではないかと、このように思いますし進め

ていただきたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　諏訪議員、それで
は一度ここで、25 分まで休憩をいたします

ので、再開してからお願いいたします。	暫

時休憩いたします。25 分に再開いたしたい

と思います。

午前11時18分　休憩

午前11時25分　再開

○議長（藤本一義議員）　休憩前に引き続き、
会議を開きます。諏訪良一議員、質問をして

下さい。

○３番（諏訪良一議員）　次に、進展しない
行政改革について質問したいと思います。

　早いもので先月の 21日、めでたく中能登

町合併５周年の式典が盛大に挙行されまし

た。反面、５年間も経過しているにもかかわ

らず、今なお改革されずに続いている慣例が

見受けられ、行政改革に関わる執行部の意気

込みに疑問すら感じます。

　予算書が出き上がるまでには、幾度となく

厳しいヒアリングが実施されていることにつ

いては十分承知しているがゆえに残念でなり

ません。

　平成 20 年度一般会計予算書 109 ページ

の補助金の説明の中で、町民謡民舞発表会

18万円、町文化協会 280 万円と記載されて

いることの不自然さ。この不自然といいます

のは、本来ならば町文化協会 280 万円の内

数であるべきところが、18 万円別枠で記載

されているということです。担当者に質問し

たところ、合併以前の旧町時代から、この点

については先般の高校の教育振興費と全く同

じケースであるように思います。

　このように、「別枠で取り扱ってきていま

す」との答弁でした。なぜ特定の団体のみを

別枠にすべく必要が生ずるのか私には理解で

きません。
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　町文化協会の加盟団体も民謡民舞発表会を

行っています。協会に加盟していない団体も

民謡民舞発表会を開催しております。

　私たち議員が率先して行財政改革特別委員

会を立ち上げ、町政上の課題や問題点などを

順次取り上げていかに議論を積み重ねてはみ

ても、終局は執行部の指導力と決断力、加え

て実行力なくして私たちの取組みも単に水の

泡としか例えようがありません。

　これらのことを踏まえまして、改革できな

い要因、全員協議会や委員会等での質問事項、

指摘事項についてどのように受け止めておい

でるのか、改善策などについて答弁を求めま

す。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　進展しない行財政改革の質
問で、例として平成 20年度予算の文化協会

と民謡民舞発表会の補助金について、現在も

変わっていないのではないかという質問でご

ざいます。詳細につきましては、担当課長よ

り説明させますのでよろしくお願いいたしま

す。

○議長（藤本一義議員）　吉田生涯学習課長
　　〔吉田外喜夫生涯学習課長登壇〕　

○吉田外喜夫生涯学習課長　ただ今の進展
しない行政改革についてということの中で、

例としての平成 20年度予算の文化協会 280

万円の予算、それから民謡民舞発表会に 18

万円の予算計上してあるのについて、未だに

変わっていないのではないかというような質

問でございます。

　議員のおっしゃるとおり、平成 20年度当

初予算では民謡民舞発表会、並びに文化協会

の補助金を別々の枠で計上しております。そ

の後、21年度の予算についてですけれども、

その民謡民舞発表会の補助金並びに文化協会

の中で、活動補助金の重複というような指摘

もございました。

　そこで、平成 21年度予算については、議

員のおっしゃったとおり文化協会の活動補助

金の中に含まれるのではないかというような

ことでありました。そういう指摘もありまし

たので、21 年度予算については文化協会補

助金、従来からの 280 万円に民謡民舞発表

会補助金 18 万円を上乗せした形で 298 万

円の文化協会補助金として計上させていただ

きました。そして、文化協会の中でその議論

をしていただければというような思いであり

ました。

　ところがその後、文化協会活動の中で行わ

れている議員のおっしゃっておいでます教

室、講座等、そういうグループ等の発表会へ

の補助金と民謡民舞発表会補助金の 18万円

というものの格差、不公平感があるというよ

うな文化協会の中での議論がありまして、昨

年 12月、文化協会の理事会の中で民謡民舞

発表会の方々と協議調整を図っていただきま

した。

　その結果、単独での民謡民舞発表会補助金

18 万円については、削減してくれというよ

うなことでございました。

　そこで、22年度、新年度予算については、

その 18万円の民謡民舞発表会補助金として

の枠を減額したものとして 280 万円に戻し

ました。ということで、平成 22年度、新年

度予算にはゆっくりではありますが、財政改

革というような意味合いになってしまったの

かなと思っております。

　ただ、22 年度、新年度予算については、

この文化協会補助金 280 万円の中に、文化

祭り事業分といたしまして 100 万円を盛り

込んでおります。

　それについては、平成 20 年度、21 年度

の文化祭りの実行に対し、100 万円の割付

けというような申し合わせが少し窮屈だとい

うようなことを聞いておりましたので、その

文化祭り補助金の 100 万円については、10

万円の増額をし 110 万円として、合わせて

新年度予算には 290 万円、結果的に従来か

らの文化協会補助金に対する 10万円の増額
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ということで調整をさせていただいたという

ことであります。そういう結果が新年度の予

算に盛り込んであります。

○議長（藤本一義議員）　諏訪良一議員
○３番（諏訪良一議員）　表向きは合併５周
年ということで、誠に立派に行った式典では

あったんですが、裏を見ますと合併以前、旧

町時代から今日まで、なぜ５年間も執行部の

方がこの予算書に気付かれなかったかという

ことが今回、質問にたった経緯であるわけで

す。ですから、18 万円うんぬんではないわ

けです。別枠にとってあったというところが

問題でもあります。

　それからもう一つ疑問に思っているのは、

文化協会に加盟していない団体がどのように

補助金の交付申請をどこへされたらいいんで

しょうか。この点について伺いたいと思いま

す。

○議長（藤本一義議員）　吉田生涯学習課長
○吉田外喜夫生涯学習課長　ただ今の再質問
にお答えいたします。

　文化協会に加盟していないと申されますけ

れども、この民謡民舞発表会のことだと思い

ます。その中にはもちろん文化協会に加盟し

ている方々、今年度 13団体の方々が参加し

ておいでます。その中で何団体かの方々は文

化協会に実際は入っていないということは聞

いておりますが、実際にその民謡民舞発表会

が開催された後には加盟したということも聞

いております。どちらにしても補助金につい

ての申請は、全てにおいて町長宛に出ており

ます。

○議長（藤本一義議員）　諏訪良一議員
○３番（諏訪良一議員）　お金にすれば５万
円、あるいは 18万円ということではあろう

と思うんですが、それよりもやはり大きいの

は行財政改革に対する意気込み、このあたり

が問題だと思います。そういうことからこれ

から先、１円でもお金の欲しい町ではなかろ

うかと思います。自主財源の落ち込み、税の

滞納、小学校、中学校の統廃合等を勘案した

場合、相当な決意で町ならではの事業仕分け

をすべきではないかと考えますが、いかがお

考えでしょうか。答弁を求めたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　まず、これまで幾度となく
行政改革についての質問が出、またお答えし

ております。その都度、経過報告を申し上げ

てもおります。

　具体的には合併後、今日まで組織機構の見

直しを行いながら、職員の早期勧奨退職の実

施や新規採用を抑制し、また保育園保育士に

ついても指定管理者制度への導入を慎重に検

討もしながら、必要最小限の採用を行ってき

ております。

　また、保健センターの統合や教育委員会を

生涯学習施設に移すなど、施設の有効利用、

また、入札制度の見直しなどに取組んできた

ところであります。

　この結果として、12 月議会でも申し上げ

ましたが、地方財政状況調査の平成 17年度

決算と平成 20年度決算の経常的経費の比較

では、人件費で約１億 5,300 万円、物件費、

施設維持管理を含めまして１億 6,800 万円

が減少となっております。このことは、行革

の進展があり、それなりの成果・効果として

評価できるものではないかと思っておりま

す。

　さらに、今議会に上程いたしました議案第

７号から議案第 15号までは、料金の見直し、

税率改正、施設利用の見直し等、いずれも行

革の一環として条例改正をお願いしているも

のであります。これらは、行革会議、横断的

な庁内会議等において検討した結果を条例、

予算の形で上程いたしたところであります。

　しかし、これまでは合併から５年、サービ

スは高く、負担は軽くという方針を現在まで

維持し、新町としての一体性の確保を優先し

てまいりました。

　この方針をいかに維持していくか、また、
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継続していくかという部分で、行政改革が進

展しなかったこともあろうかと思います。

　今後は、厳しい財政状況等を町民の皆様に

理解を得ながら、負担と協力を求め、そして、

このことが将来の中能登町を支え、中能登町

民の皆様を支えることにつながるものと考え

ておりますので、どうかご理解をいただきま

すようにお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　諏訪良一議員
○３番（諏訪良一議員）　行革の取組み内容、
あるいは今ほど報告されました成果、このあ

たりはやはり広報等、テレビ等で町民の方々

にＰＲするのも行政改革ではなかろうかと思

います。それと併せまして予算の効率的執行、

この２点をお願いして質問を終わります。

○議長（藤本一義議員）　続いて、10番　武
田純一議員

　　〔10番（武田純一議員）登壇〕　

○ 10 番（武田純一議員）　私は今回、介護
保険制度の施設入所の対応について質問をい

たします。

　介護保険は、今後の高齢化社会に伴う介護

の問題に対処するため、国民の共同連体の理

念に基づいて、平成 12年４月１日に介護保

険法が施行されました。

　介護保険の保険給付は単に介護すること、

それ自体が目的ではなく、利用者の選択に基

づく保険給付により要介護状態を軽減させ、

かつ自立した日常生活を送るようにすること

を目的としております。また、在宅で介護サ

ービスを受けることを基本にしております。

　人はいつまでも元気でピンピンとして人間

としての尊厳を保ちたいのですが、自分の意

に反して高齢に伴う身体機能低下、また、ケ

ガ、病気などにより緊急入院があります。病

院では、そのことに対する医療行為が終了す

れば退院の運びになります。

　今日の医療制度がこのような状態です。不

幸にして病気、ケガなどの後遺症、身体の機

能低下などにより自立した生活が困難な方に

介護保険の適用審査を受け、判定され介護度

を認定されるのであります。

　私の知人で、独り暮らしの方が病気で緊急

入院し、医療行為が終わり、退院後の生活に

ついて病院のソーシャルワーカー、地域包括

支援センター職員の方々との面談の結果、在

宅介護は困難で施設入所になるという判断で

ございました。

　ですが、直ちに受け入れられる施設は、か

ほく市にあるグループホームしかないという

ことでありました。そこでの入所は親族のサ

ポートが困難であることから、できうれば羽

咋郡市から七尾市の範囲内で今後お互いに努

力して探すということでその時は終わりまし

た。

　その後、先ほど申しましたソーシャルワー

カー、地域包括支援センターの方々、それか

ら親戚の方々が探した結果、介護老人保険施

設に入所することができました。この入所し

た施設でも、できうれば特別養護老人ホーム

がよいとのことで、その施設への申し込みは

継続していただきたいというアドバイスも受

けました。

　さて、日常生活に常に介護が必要で、在宅

での適切な介護が困難な人の生活の場であり

ます、特別養護老人ホームの現状はいかがで

ありましょうか。

　先般の新聞報道によりますと、石川県内で

現在 76 施設、5,895 床あるそうです。入所

待機者は昨年４月現在で 1,600 人であるそ

うです。驚くべきことに、待機者は通常、２

年から３年の待機待ち。その内、４割の方が

入所できずに亡くなっているのが現状だそう

でございます。この状態を少しでも解消すべ

く、県では 2009 年から３年計画で 400 床

上積みする。また、この計画を前倒しし、市、

町と相談し、現行のプランの整備枠を超えた

緊急整備を検討すると報じてありました。

　当町での特別養護老人ホームは、「鹿寿苑」

のみであります。鹿寿苑増床の計画があるの
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か、ないのか。申し込み待機者数並びに近隣

同様施設の待機者数及び増床計画がお分かり

になりましたらお答え願いたいと思います。

　また、入院治療の必要のない方に家庭へ戻

れるよう、介護やリハビリテーションを行う

場、介護老人保険施設であります。当町で

は、「なごみの里鹿島」ではなかろうかと思

います。待機者数及び近隣同様施設での待機

者数も報告願いたいと思います。さらに、グ

ループホームの待機者も報告願いたいと思い

ます。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
　　〔杉本栄蔵町長登壇〕

○杉本栄蔵町長　武田議員の質問にお答えい
たします。

　特別養護老人ホーム「鹿寿苑」の現状につ

いてですが、「鹿寿苑」は平成３年８月に開

設され、社会福祉法人・鹿南福祉会が事業主

体として、特別養護老人ホーム、これは定員

90 名であります。それに短期入所生活介護

センター、これは定員 10名であります。デ

イサービスセンター、これは定員 25名であ

ります。そして訪問入浴ステーション、ホー

ムヘルプステーション、そして認知症高齢者

を対象としたグループホーム、これは定員９

名の各種介護サービス事業を行っておりま

す。

　増床計画についてでありますけれども、昨

年策定いたしました平成 21 年度から平成

23年度までの第４期中能登町老人福祉計画・

介護保険事業計画におきましては、介護予防

に取組み、介護が必要となっても可能な限り

住み慣れた地域において安心して生活ができ

るように、地域全体で高齢者を見守る体制づ

くりを推進し、在宅サービスと地域密着型サ

ービスの充実を基本に施策をとりまとめまし

た。

　このため、特別養護老人ホームの増床計画

は今のところありません。石川県長寿社会プ

ラン 2009 において、中能登町の増床計画も

されていないところでございます。

　また、増床につきましては、真に入所を必

要とする希望者の要請に応えるよう、町の介

護保険事業計画策定委員会や県、関係機関と

協議し、平成 24年度から第５期計画策定時

に検討していく予定でありますのでご理解を

お願いしたいと思います。

　また、近隣の特別養護老人ホームの増床計

画についてですが、県に確認いたしましたと

ころ、平成 23 年度に七尾市で 30 床が計画

されているとのことであります。

　また、各施設の待機者数については担当課

長から報告をさせますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（藤本一義議員）　坂井福祉課長
　　〔坂井信男福祉課長登壇〕　

○坂井信男福祉課長　近隣介護保険施設での
待機者数をご報告させていただきます。

　いずれの施設も平成 22年２月末現在の数

字でございます。

　特別養護老人ホームの待機者でございます

が、鹿寿苑では 196 人、うち在宅での待機

者は 67人でございます。うち、中能登町の

方につきましては 182 人、在宅は 63 人と

なっております。

　七尾市の千寿苑でございますが 161 人、

うち在宅での待機者は 70人、うち中能登町

の方につきましては 19人、在宅では７人と

なっております。

　続いて、エレガンテなぎの浦でございま

すが 166 人、うち在宅での待機者は 33 人、

その中で中能登町の方につきましては20人、

在宅では６人でございます。

　あっとほーむ若葉では 116 人、うち在宅

での待機者は 35人、うち中能登町の方につ

きましては８人、在宅では２人でございます。

　のとじま悠々ホームでございますが45人、

うち在宅での待機者は 18人、その中で中能

登町の方につきましては４人、在宅では２人

となっております。
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　同じく中島町の秀楽苑でございますが 63

人、うち在宅での待機者は９人、その中で中

能登町の方につきましてはおりません。

　それと石崎町にありますななみの里ですが

20 人、在宅での待機者は４人、この中で中

能登町の方につきましては４人、在宅は１人

となっております。

　次に、羽咋市の方でございますが、眉丈園

では 150 人、在宅での待機者は 70 人、そ

の中で中能登町の方につきましては６人、在

宅は３人となっております。

　同じく羽咋市にありますはくいの郷でご

ざいますが 67人、在宅での待機者は 18人、

この中で中能登町の方につきましては14人、

在宅は４人となっております。

　続きまして、老人保健施設の待機者でござ

いますが、なごみの里鹿島では 95人、うち

在宅での待機者は 40人、その中で中能登町

の方につきましては 60 人、在宅で 27 人と

なっております。

　同じく老人保健施設でございますが、七尾

市の和光苑では 150 人、うち在宅での待機

者は 60人、その中で中能登町の方につきま

しては 33人、在宅で 18人でございます。

　鶴友苑では 113 人、うち在宅での待機者

は 26人、この中で中能登町の方につきまし

ては 14人、在宅で３人となっております。

　続いて、寿老園では 80人、うち在宅での

待機者は 26人、中能登町の方につきまして

はおりません。

　続いて、羽咋市の白鳥苑になりますが 55

人、うち在宅での待機者は 22人、この中で

中能登町の方につきましては 16人、在宅は

10人となっております。

　続いて、町内のグループホームの待機者で

ございますが、鹿寿苑では 35人となってお

りますが、これにつきましては、特別養護老

人ホームと並行して申し込みをされている方

も含んでの人数でございます。35 人でござ

います。なごみの里では５人、しあわせの里

では 10人、一青の家では３人となっており

ます。

　この入所申し込みをされている待機者の中

には、病院や地域密着型介護老人福祉施設に

入院、または入所され申し込みをされている

方、あるいは１人で複数の施設に同時に申し

込みをされている方もおいでますので、その

辺はまたご考慮をいただきたいと思います。

○議長（藤本一義議員）武田純一議員
○10番（武田純一議員）　今、報告いただい
たんですけれども、この中で在宅の方、鹿寿

苑の場合には 63人おいでると。先ほど申し

上げましたように、老人ホームの方ですけれ

ども、この施設へ入られる方は日常生活に常

に介護が必要で在宅での適切な介護が困難な

人の生活する場であります。その方が鹿寿苑

の場合に 63人、家族の方は大変で、それか

らサポートしてくださる方もそうですけれど

も大変な努力でなかろうかなと思うんです。

　私は、２月６日は県議会の方、２月 26日

は県知事選挙に絡んでの新聞報道です。

　そこで、石川県の方では 400 床増やすと。

先ほどの鹿寿苑の方でも在宅の方で 63人の

方が待っていらっしゃると。そうすれば、中

能登町の方にも何人かの増床があるんじゃな

かろうかなと思って今回の質問に至ったわけ

でございます。

　私の関係した方は独り暮らしです。家へ帰

っても生活はできません。地域の方もそうで

すし、それから病院から派遣される方でも一

人の関係で 24時間みることはできません。

　それで、入所の手続きをして、先ほど申し

上げましたように、特別介護老人福祉施設、

老人ホームですね、こちらの方へは入れなく

て、介護老人保健施設の方へやむなく入りま

した。ですけれど、この方のように自分が一

人、一番違うのは何が違うかと申しますと、

もし病気になったときにこの方を病院へ送り

迎えするのは知人、親戚の方になります。鹿

寿苑の場合でしたら病院へ行くのに対しても
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鹿寿苑の方で責任を持って送り迎えしてくれ

ます。

　私どももいつ何時、添いあいが亡くなり、

また反対に私が亡くなって家内だけになった

場合、今、中能登を見ますと老人の家が増え

ております。独り暮らしの方も大変増えてお

ります。息子らは都会の方におります。その

方らが病気になったとき、どうしても施設へ

入らなければならないときに、その空きスペ

ースが無いということです。

　もう 12時も過ぎましたので、あとは要望

だけにして終わります。

　町長に是非、この次の増床計画があったと

き、中能登町で増床されるように努力をお願

いしたいと思います。昼になりましたのでこ

れで終わります。どうもありがとうございま

した。

○議長（藤本一義議員）　ここで、１時 30
分まで、昼食のため休憩に入ります。

午後０時05分　休憩

午後１時30分　再開

○議長（藤本一義議員）　休憩前に引き続き、
会議を開きます。

　20番　杉本平治議員

　　〔20番（杉本平治議員）登壇〕　

○20番（杉本平治議員）　それでは、質問を
させていただきます。

　質問の前に議長に一言お願いしておきたい

と思いますので、よろしくお願いする次第で

あります。と申しますのは、一般質問の通告

書であります。主たる質問事項の県水の受水

の改定で今後の水道料はという中で、小見出

しで１、２、３、４となっております。４番

目の 22 年度予算はという質問については、

県水の主たる質問と内容が乖離しております

ので、これは今回の質問から除かせていただ

きたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。

　それでは質問に入りたいと思います。

　まずはじめに、１点目といたしまして、中

能登町は県水として受水したのは旧鹿西町の

時点で、当初は昭和 62年から 1,200 トンを

受水することで、平成 27年度の最終年度は

水量は 2,500 トンになる予定になっており

ます。その 2,500 トンのうち、７割は使用

料として支払いをする契約であります。

　現在、平成５年度４月からそれまでのトン

あたり 134 円をその時点で県の方は 119 円

に改定をいたしております。

　質疑の中でも私はその点について触れたの

でありますが、今回、県は 119 円を 20 円

近く引き下げをするという。そういうことを

選挙の中で谷本知事は約束をしているわけで

あります。

　そういうことを考えますと、これからの中

能登町の上水道の水量。お聞きいたしますの

は、県水の受水水量は分かっておりますが、

１日に使用する中におきまして、中能登町独

自で原水として使用している水量と県から受

けざるを得ない水量との使用水量の何トンを

中能登町が使用しているのか。その内訳を報

告していただきたいと思います。これが１点

目であります。

　２点目といたしまして、先ほど言いました

ように、県水の受水費を 20円引き下げると

いうことを発表いたしましたが、実現するこ

とによりまして、中能登町の県水の総額費用

はどれくらいになるのか。そしてその中に、

先ほど言いましたように、中能登町の独自の

原水の供給単価はどれくらいになるのか。こ

れが２点目であります。

　先ほど申しましたように、中能登町として

受水する水道量は今後は増加するか減少する

か、そういうデータというのは上下水道課で

持っていると思いますので、そのデータもひ

とつ示していただきたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　杉本議員の質問にお答えし
ます。
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　県水受水におきましては、責任水量制であ

りまして、責任水量は 34万 4,925 トンであ

ります。平成 20年度の実績では、町の有収

水量は 164 万 6,657 トンであります。全体

では 199万 1,582 トンとなります。よって、

県水の占める割合は 17％、町の占める割合

は 83％になります。

　２番目の中能登町として水道量は、今後は

増加するのか減少するのか、データを示して

ほしいということであります。給水人口で

みてみますと平成 17 年度で２万 89 人をピ

ークに、平成 20年度は１万 9,738 人、また

有収水量では、平成 17年度で 212 万 7,432

トンをピークに、平成 20 年度は 199 万

1,582 トンであります。このことから、いず

れも減少傾向にありますので、今後の水道使

用量は減少すると思われます。

　給水人口でありますけれども、先ほど言い

ましたように平成 17 年度で２万 89 人、18

年度で１万 9,885 人、平成 19 年度で１万

9,774 人、20 年度で１万 9,738 人と年々減

少しているのが現状でございます。

　３つ目の 2010 年６月から、今、７月から

ということで 20円値下げになるが、町の水

道料に反映しないかというようなことでなか

ったかと思います。

　先ほど、諏訪議員の質問にもお答えいたし

ましたとおり、先般の県議会定例会で、谷本

知事が県民の支持が得られるならば、県水１

トンあたり 20円程度値下げをする旨の話が

ありました。

　当町の水道料金は平成 17年４月より一番

安い旧鳥屋町の水道料金を適用し、今日に至

っております。

　合併から３年間は、料金格差是正として、

毎年 4,200 万円余りを一般会計から繰入れ

をしてまいりました。

　しかし、平成 20年度からは、料金格差是

正分が無くなったことにより、平成 20年度

決算では、2,777 万円の損失になり、平成

21年度以降も毎年 2,000 万円から 2,400 万

円余りの損失になる見込みとなります。

　県水の受水単価が１トンあたり 20円値下

げすると、支出で県水受水費が約 700 万円

抑えられるますが、平成 21年度以降の損失

を考慮すると、反映は非常に困難であると思

っております。

○議長（藤本一義議員）　杉本平治議員
○20番（杉本平治議員）　それで再度お尋ね
しますが、先ほど諏訪議員の質問の中で、基

本水量のことについて町長は答弁いたしまし

た。その基本水量のことについて再度町長に

答弁を求めたいと思うんです。

　中能登町は基本水量は 10トンでございま

すね。先ほど、諏訪議員の質問の中で、石川

県内全体の特に能登方面を例に挙げて七尾市

も 10トン、穴水町も 10トン、能登町も 10

トン、そういう答弁をいたしましたが、これ

は私はどういう根拠でもってそういう答弁を

されたのか。この答弁の数字は不確実だと思

うんです。

　先般、七尾市へ電話いたしまして、水道課

に確認をとったんです。七尾市の基本水量は

何トンであるかということです。そうしまし

たら５トンだと言うんです。七尾市の基本水

量は５トン。中能登町は 10トン。穴水町は

８トン。能登町は８トンなんです。七尾市の

５トンの基本料金は 790 円なんです。町長

は先ほど七尾市は 10トンであり、基本料金

は 1,490 円と発表いたしました。

　私は、このことについて、前回の県水の問

題にも触れているんですが、中能登町におき

まして、最低の基本料金の 10トンを使う家

庭というのは何割あるか。それが２点目。答

弁を求めたいと思うんです。10 トンを使う

家庭、と申しますのは、質疑の中にもお話し

ていたように、高齢者は 519 人現在おられ

ます。。そういう中で二人暮らし、特に独り

暮らしの方は 10トンの基本水量を使わない

と思うんです。だからそういう中から七尾市



－ 50－

は５トンという基本水量を決めたのでなかろ

うかと思うんです。合併前からそうなんです。

中島・田鶴浜も含めて５トン。

　私はそのことについて、この前も質問のと

きにこれの改定をしなければ、町民の方々は

使っても使わなくても 10トンの基本料金を

支払うということになりますと、県の使って

も使わなくても７割の県水にお金を払うのと

同じ理屈です。そう思いませんか。６トン使

っても 10トンの基本料金を払わなければな

らないんです。中能登町の町民は。

　今、問題になっているのは、石川県は、中

能登町は先ほど申しましたように 17％しか

必要量の水道量を使っていないのに、お金は

７割分払わなくてはいけないということにな

っているんです。こういうことについて是正

するというか、そういう必要性は私はあると

思うんです。特に独り暮らしの方々について

は。ほかの町でもやっているし、隣の七尾市

は５トンにしているんですから。そういう点

について町長の福祉に対する見解、基本とい

うものを私は求めたいと思います。それでは

超過料金はどうなっているのか。５トンにす

ると超過料金は高いと当然誰もが思います。

超過料金は七尾市はトンあたり 140 円なん

です。中能登町は 136 円。そう変わらない

んです。そういうことを考えますと、この点

についてもう少し現状に即した基本水量とい

うものを考えるべきではないかと思うのでご

ざいますが、町長の答弁を求めます。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　今、杉本議員の質問にあり
ましたように、今、10 トンを５トンに引き

下げますと独り暮らしの方、小家族の方につ

きましては、お金は減ると思います。そうい

う中で、今、県水からの値下げ分、できれば

そういう中でこれからも考えていきたい。

　しかし、現在の料金体制でありましても、

年間 2,000 万円から 2,400 万円くらい一般

会計から持ち出しをしていることも現実であ

ります。そういう中でこれから福祉の町とし

て、独り暮らしやそんな方々のためにどうす

ればいいのか、これから検討してまいります。

　詳細につきましては、課長の方から説明さ

せますのでよろしくお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　長谷川上下水道課
長

　　〔長谷川良次上下水道課長登壇〕

○長谷川良次上下水道課長　お答えいたしま
す。

　まず、七尾市の料金でございますが、先

ほど町長が 1,490 円と申し上げましたのは、

10 トンあたりに換算して、各近隣の市町と

の単価を比較した場合の根拠として申し上げ

たものでございまして、七尾市の基本料金

は５トン、790 円でございます。それに５

トンの 140 円を超過しました分をプラスし

ますと 1,490 円になるものでございまして、

10 トンあたりに換算して隣接市町村との比

較をした場合に中能登町がこの隣接の市町村

の中で一番安いと申し上げたものでございま

す。

　それから２点目の中能登町の 10トンの基

本料金の家庭が何割あるかというご質問につ

いては、答弁書の通告を受けていませんでし

たので、後ほど調べて報告したいと思います

のでよろしくお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　杉本平治議員
○20番（杉本平治議員）　それでは、再質問
をさせていただきます。

　この問題については、今、課長が答弁いた

しましたが、10 トンあたりに対しての料金

査定を私は求めたことはないのでありまし

て、自治体がお互いにそういう点については

自助独立にやっているということ。そのこと

をきちんと町長は把握しておいてほしいと思

います。

　次に、町長に答弁を求めたいのは、今 20

円引き下げしましたね。これでは根本的に県

水の受水市町村の問題点は変わらないと思う
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んです。20 円下げても。問題は、使っても

使わなくても支払いしなければいけない７割

のこの問題であります。この７割を使っただ

け支払うということで私は制度を変えなくて

はいけない、そう思うんです。

　谷本知事は選挙のときに言っておりまし

た。県水の償却、ダムを造ったりということ

は全部もう済むと知事は言っておりました。

と申しますと、これからはそういうところに

視線をあてていく必要があろうかと思うんで

す。7割。これは昔の話ですから、町長は知

りませんけれども、県水の発足のとき鹿西町

で私は議員をしていましたから、石川県庁へ

何回か行ったんです。金沢港に大浜という工

業団地を県がつくりました。その大浜の工業

団地に 30万トンを供給するという予定で工

業団地をつくったんです。手取ダムはそれを

含んで手取ダムの供給水量を決めたんです。

そうしたらご承知のように不況にみまわれて

30万トンというのはご破算になったんです。

その 30万トンを県がかぶればいいものを受

水市町村に全部振り分けしたんです。単価を

値上げして。そういう経過があるんです。だ

から、受水市町村全員一致して７割というこ

の問題をやはり撤廃するということ。20 円

の単価の引き下げよりも先に、使っても使わ

なくても支払いしなければいけない、この７

割という割合を撤廃するということが私は大

事だと思います。以上、この点について町長

に是非とも実現に向かって努力してほしいと

いうこと。町長のこれに対する見解を求めた

いと思います。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　給水量の責任水量につきま
しては、今、取り入れております４市５町が

毎年それらについても撤廃してほしいこと、

また、値段も下げてほしいこと。毎年そんな

形で県の方へは申し入れをいたしておりま

す。また今 20円下がったということもあり

ますけれども、それらも引き続き県の方へお

願いしてまいりたいと思っております。

　それと同時に今、大体今つくった施設につ

きましては終わりますけれど、何かの災害か

そういうことのためにもう１本是非引きたい

と、そのようなことであります。

　中能登町は 17％でありますけれども、ほ

かの市町はもっと県水に頼っている市や町も

あるわけでありまして、もし何か災害があれ

ば大変なことになるということで、新しくも

う１本を引きたいというようなことでありま

すし、鹿西町時代には、あれは私はある程度

分かっておりますけれども、押水まででやめ

るということを能登島までいくらかかっても

いいから是非引いてほしいということで、陳

情に行った覚えもありますし、その時旧鹿西

町時代におきましてもウォータージェットが

大変流行り多くなるということで、ものすご

く多い水量に計算をしていて、それがだんだ

ん機械も変わったり、また、経営危機の下降

もあったりということで変わってきているの

が現実であります。なにはともあれ、県水に

関しましては取り入れている市町と力を合わ

せながら値下げやそれらに向かってお願いに

まいりたいと思っております。													

○議長（藤本一義議員）　杉本平治議員
○20番（杉本平治議員）　それでは、２番目
の行財政改革の進行状況について質問をいた

します。

　これにつきましても午前中の諏訪議員との

質問と同一でありましたので、質問の中で重

複する点がありましたらお許し願いたいと思

いますし、私はそれらをなるべく重複しない

ように質問をさせていただきたいと思います

が、まずはじめに１点目、平成 22年度の予

算編成の中で、各課より提出された予算原案

と行財政改革の中でどのように取組んでこれ

らを精査したのか、具体的なものが必ずあろ

うかと思うんです。各課より予算要望の上が

った件数と、それを査定した中で削った件数

というものは、明確にあるとしたら報告を求
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めたいと思います。

　２点目といたしまして、中能登町の職員か

らの発案で、発議でもって行財政改革の中

で実現したものはあるのかないのか。21 年

度の予算を右倣えしてやってこられたのか。

22 年度は具体的にこういう面についてもど

う取組んでいるのか。そういう事実があった

ら報告を求めたいと思います。

　３点目、行財政改革の中で、一番重要なの

は縦割りの行政をどう変革していくかという

ことではなかろうかと考えております。

　今日もこの議会で地方自治法第 121 条の

規定により、説明のため出席した者の職名、

配付されておりますね。17 名の方が出席さ

れておられます。

　ご承知のように、今の議員は６月で任期切

れになります。そのあとは 14名になるわけ

ですね。そうしますと、14 名の議員の中か

ら議長が１人選出されますと議席に残ってい

るのは 13 名。説明員が 17 名。これらにつ

いても財政の改革と同時に機構の改革という

ものを平成 22年度予算の中に論議されたの

か。そういうものは論議していないというこ

となのか。これが３点目。一番大きいと思う

んです。機構改革というのは。この点につい

て答弁を求めたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　小山副町長
　　〔小山茂則副町長登壇〕

○小山茂則副町長　お答えいたします。																					
　行政改革の進行状況、まず、中能登町にお

ける独自の事業仕分けについてお尋ねがあっ

たわけなんですが、実際に事業仕分けという

ことでその対応はとっておりません。

　昨年の 11月中旬から各課からの要請、今

の実態に基づいて予算の提出がありました。

それを一つ一つその事業、その必要性、事業

の継続の是非、そういうものをいかに当初予

算で対応していくかということで、一つ一つ

吟味してきた状況が今の 22年度の予算編成

に結び付いたものというふうに思っておりま

す。

　それから、昨年度と比較して取組みの効果

はどうであったかというふうなこともご質問

があったように思いますが、その点につきま

しては、今までの議会側における行財政改革

特別委員会、あるいは決算審査特別委員会等

からのご指摘の点、ご助言の点を大いに取入

れて予算編成にあたったつもりでございま

す。

　それから、その実際の効果といいますの

は、今、合併してから保健センターの統合、

それから教育委員会の生涯学習課施設への移

行、それから入札制度の見直しなど、あげれ

ばきりがないんですが、その中においても特

に人件費と物件費のことにつきましては、先

ほどの議員さんにもお答えしましたが、物件

費については約１億 6,800 万円ぐらいの減

になっておりますし、また人件費におきまし

ても 320 人から 287 人ということで、１億

5,300 万円程度の予算上での減に結び付いて

いると、このように思っています。そういう

ことでご理解をお願いしたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　杉本平治議員
○20番（杉本平治議員）　今、副町長から答
弁をいただきました。これでは、行政改革と

いうのはなかなか進まないと思うんです。

　中能登町の中で、何項目の項目の予算編成

の中に査定されたのか。例えば、補助費一つ

見ましても、いろんな補助費がありますね。

それらを合計いたしましてどれくらいの件数

を査定の中に入れて現実に査定を行ったの

か。

　私、先般の議会の中で新潟県の津南町のこ

とを言いました。津南町は 1,147 件の項目

で全職員を網羅して自主的に点検を行ったそ

うでございます。その中で 429 件が、これ

は住民のものに必要だということで継続、要

改善が 339、縮小が 129、廃止が 45、その

他が 105 あったということであります。

　中能登町で行財政改革の中に何項目の検討
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を要する件数があるのですか。そこら辺につ

いて副町長、どう考えておられるのか。

○議長（藤本一義議員）　小山副町長
○小山茂則副町長　先ほども申し上げました
が、今、何項目のということではなくて、出

てきたものを先ほども申しましたが、事業の

必要性から継続性を含めて、全項目にわたっ

て予算編成を行いました。その都度調査もし、

資料も提示してもらってその対応をとってき

たのが実情でございます。

○議長（藤本一義議員）　杉本平治議員
○20番（杉本平治議員）　それでは、副町長
から答弁をいただきました。査定の中で必要

なものを査定の中に入れて予算化した。

　昨年度、一昨年度、予算編成の中で今年度

改めて考えてみて、これは不必要なものであ

るという、そういう件数は一件もなかったん

ですか。そこら辺、ないとしたらどういう査

定をしたのか。その点について答弁を求めた

いと思います。

○議長（藤本一義議員）　小山副町長
○小山茂則副町長　お答えいたします。
　先ほど申しましたが、事業の内容について

は逐次担当課長から説明を受け、その必要性

と事業の継続性を主に査定をしております。

　ただ、今、事業で見直しをかけた段階でど

うしても重複したような、同じ補助金でも重

複したようなところも見受けられましたの

で、そういう点はその歳出項目を全部もう一

回求めまして、算出し直してその補助金の決

定、それから補助金の見直し等も行いました。

　ただ、今、それらが何件あってどれだけの

金額に結び付いたかということについては、

今はそういう資料的なものは持ち合わせてお

りませんのでご理解をお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　杉本平治議員
○20番（杉本平治議員）　副町長、機構を変
えなくては、財政的に変革できないんです。

　今年の予算の中に財政的に何億円かはわか

らないけれども前年度からみれば予算が減額

になったと町長は答弁いたしました。その先

に、機構を変える必要があるんです。

　今日のこの会議でも 17名の説明員が出席

しています。それはそれなりに必要だと思う

んです。行政も町長も副町長も考えて17名。

果たして来年７月１日から新しく議会が発足

いたします。議会は 14名なんです。新しい

議会の議員は。説明員が 17名なんです。私

はそういうことが、機構の改革というものを

きちんとしなくては、これはいけないんでは

ないかとそう思うんです。それらについての

見解、それを求めたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　小山副町長
○小山茂則副町長　機構改革ということで再
度ご質問があったんですが、機構改革につい

ては、先ほども触れましたけれども教育委員

会関係、それから保健課の関係、いろいろ今

の段階では進めてきております。

　ただ、それがこれからなお一層それを進め

ていかなきゃいけないと思うんですが、まだ

今、分庁方式のままで推移しているのが実態

であります。これが近い将来、一本化してい

かなくてはいけないということで、本庁舎方

式といいますか、庁舎の統合というものも視

野に入れた段階でそれは実現できるものであ

って、今現在の状況、分庁舎方式のままでい

くならば、今現在、当初約 33名の課長がい

たと思うんですが、それが今、先ほどから議

員がおっしゃる 17名ということで推移して

います。その中においてもできる限り行政面

においての規模の縮小といいますか、そうい

う点は改革してきたつもりでおります。そう

いう点でご理解をお願いしたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　杉本平治議員
○20番（杉本平治議員）　平成 22 年度の中
能登町予算内示会に 19日に配られました資

料によりますと、平成 17年度に合併いたし

まして 10 年間、平成 27 年度までは地方交

付税は合算算定される、そういう文言が出て

おります。総務参事がこれについて説明もし



－ 54－

たんですが、合算算定されるということは間

違いないんです。鹿島町、鳥屋町、鹿西町。

　だが、合併の基準というのは、これは変革

されるんです。変革されたものが３町分とし

て交付税として算定される。これは間違いな

いんです。合併の時によく論争したんです。

総務省の方はそういう答弁をしたんです。交

付税が減ってくれば当然減ってくる。だけど

３町分だけはくるということなんです。そし

て、10 年経つと５年間で徐々に減ってきま

す。５年目にいくと本当の中身の中能登町の

特例交付税がくるわけであります。その金額

は、平成 31年度で総務参事は８億円の減少

であるということを予算内示会にうたってお

ります。

　私は、今、副町長は総合庁舎を建てたあか

つきにそういう問題も取組むというか、私は

そういう厳しい８億円の交付税が減額される

ということが前もって分かっていながら、機

構改革に全然手を触れないということ。それ

では財政改革もなかなかできないと思うんで

す。この点について、この財政の厳しいもの、

あなた方がそういうことを指摘しているんで

す。中能登町の財政は厳しいことになると。

そういうことを踏まえまして、機構改革とい

うものについて基本的にどのようにこれから

考えていこうとしているのか、総合庁舎を抜

きにして取組む必要があるのか、ないのか。

どうそこら辺については考えているのか答弁

を求めたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　小山副町長
○小山茂則副町長　お答えいたします。
　先ほど庁舎の一本化ということは、建てる

という前提のもとで私はお話はしておりませ

ん。そういうことでご理解をいただきたいと

思います。

　ただ、今、機構改革ということは、これは

あくまでも大事なことで、これからいやでも

進めていかなければいけない、第一番にあげ

られる組織改革といいますか、機構改革とい

いますか、それは大事なことだと自分も思っ

ております。

　ただ、今の状態で、即やれということで、

例えば今までやってきた以外に即、職員を減

らせとか、機構を一遍にまとめなさいと言わ

れても、今の分庁舎方式の状態では大変難し

い問題がございますので、その点はご理解を

いただきたいと思います。

　ただ、今、職員採用の面でも、いろいろな

面でできることから順次やってきているのは

事実でございます。

　先ほど、金額的にもお話しましたけれど

も、職員でも合併当初から 60名近く、今は

っきりした数字は申し上げられませんが、最

終的には今年度も 20名近くの職員が退職さ

れるわけです。そういうことも踏まえて、一

つの希望的なところへまでは徐々に進んでき

ている。そういうものを踏まえた上での機構

改革は、今現在進んできている。計画に基づ

いたものは進んできていると私は思っており

ます。

　今後についても、それは一歩一歩進めてい

かなければいけない大事なことでありますの

で、状況を踏まえて順次その対応をとってい

きたい、このように思います。

○議長（藤本一義議員）　杉本平治議員
○20番（杉本平治議員）　私の質問に副町長
ばかり答弁していますが、私の提出先は中能

登町、町長ということになっています。

　先ほど、議員の議席の中から「それは町長

では」という言葉もあがっていますが、副町

長、町長も聞いて下さい。職員の数が減れば

減るほど、機構改革をしなければやっていけ

ない。分かりますね。職員の数が減って機構

ばかりいくつもつくっていたらやっていけま

せん。だから機構改革をしなければいけない。

課の統廃合、それを考えていかねばいけない

ことになってくるんです。新潟の津南町もそ

うしているんです。

　だから、職員の数を減らすとか減らさない
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という先に、それに対応できうる機構という

ものを職員自体の考えを求めて、これはこう

した方がいいという、そういうものが是非と

もあなた方は汲み上げて機構改革に取組んで

ほしい。そういうことを私は強く求めたいの

であります。時間がありません。もう 11分

です。次の項目に移ります。

　最後に「ことわざ」を通じて教育を考える

という大きな問題であり、また、小さなこと

かも分かりません。

　私は、ことわざというものを昔、親からも、

また、周囲の大人からもよく聞かされました。

ことわざを表現しようとしている内容は、し

いて一言言えば、人生の知恵だと私は思うん

です。だが、従来からこのことわざが相反す

ると思われる両様の意味が、今の社会の中に

解釈されている。そういうことを私はこの頃

痛切に感じるわけであります。

　私たちのときに、ことわざの内容について

「こういうことねんぞ」「こうでなければいか

んげんぞ」、そういうことで親から、周りの

者からことわざをよく言われたんです。

　それで、教育長にこの「ことわざ」の意味

についてどう考えておられるか。３点ばかり

あげまして、時間がありませんので考えをい

ただきたいと思います。

　１番目、「情けは人の為ならず」、こういう

ことわざはよく聞きましたね。２番目、「子

を持って知る親の恩」そういうことわざを聞

きました。３つ目、これは教育の根本的なも

のに触れてくるのではないかと思うんです。

「三つ叱って五つ褒め七つ教えて子は育つ」

という、こういうことわざがあります。この

３つのことわざについて、教育長は現時点の

中でどのように思っておられるか、教育長の

見解を求めたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　池島教育長
　　〔池島憲雄教育長登壇〕　

○池島憲雄教育長　それでは、今ほどの「こ
とわざ」に関するご質問にお答えいたします。

　まず、学校の方でどのように取り扱われて

いるのかということからお答えをしたいと思

います。

　ことわざにつきましては、今ほど杉本議員

が述べられましたように、人生の知恵として、

これまでは学校現場ばかりでなく、家庭にお

いても、祖父母などから教えられる機会も沢

山ありましたし、親からも教えてもらったこ

ともあります。しかしながら、社会構造の変

化によりまして、核家族が多くなった状況も

ありまして、祖父母、あるいは親、家族から

教えられる、ふれあいの中でそういうものを

教わるというようなことは年々減ってまいり

ました。その反面、テレビやゲームなど、そ

ういう画面を通して過ごす時間が増え、一般

的に読書量にもしわ寄せがきている状況にな

ってきています。

　このような傾向は、ことわざだけではあり

ません。慣用句とか俳句、短歌など伝統的な

国語文化についても同じようなことが言える

と思います。

　学校の方では、どのようにそういったもの

が小学校に入ってきているのかということで

すけれども、小学校の２年生では昔話、「か

さごじぞう」、３年生になりますと落語、「じ

ゅげむ」など、発達の段階に応じて古典教材

に触れ、言葉の響きに慣れさせるようになっ

ております。そしていよいよ６年生になりま

すと、国語の時間にことわざが、暮らしの中

の言葉として取り上げられ学習をするように

なります。教科書では、ことわざが生活の知

恵や教え、戒めを含んだ短い言葉として紹介

され「急がば回れ」、それから今ほどおっし

ゃいました「情けは人の為ならず」などのこ

とわざについて児童が関心を持って積極的に

言葉を調べる、そういう学習の流れになって

おります。

　引き続いて、当然ですけれども、中学校の

方でも古典に関する指導を各学年で行い、我

が国の文化と伝統を尊重し、生涯にわたって
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古典に親しむ態度の育成を目指しておりま

す。これは一般論です。

　続きまして、先ほどご指摘のように、こと

わざが本来の意味と全く違ったものとして使

われたり解釈されているのではないかという

ようなことを言われました。なるほど、そう

いうようなことが事実としてあります。例え

ば「情けは人の為ならず」これは１番目でし

たけれども、情けを人にかけておくといつの

日にかそれがめぐりめぐって自分によい報い

となって返ってくるというのが本来の意味で

あると思います。その情けは人の為ならずの

「ならず」は、何何でないという、そういう

意味合いの昔の言い方であります。ですから、

情けをかけるのは人の為ではない、つまり自

分の為にゆくゆくはなっていくんだと。それ

がどのように、ならずの意味を勘違いして、

情けは人の為にならないというように、間違

った意味に使われている場合もあります。そ

ういうようにして世の中で、生活の中で本来

の意味と間違ったような、あるいは勝手な解

釈で進められていく場合も沢山あります。例

えば「全然」という言葉。これは最近、あれっ？

と思うようなことがあるんですけれども、普

通は打ち消しの表現や否定的な意味を含んだ

言葉として使われてきました。具体的には「一

生懸命に勉強をしたけれどもテストは全然で

きなかった」などとして使ってきました。と

ころが最近、若者を中心に「全然」の意味が「非

常に」とか「とても」の意味で使われ始めて

おります。「今日の味付けは全然いける」「今

日の体調は全然大丈夫」と言われるわけです

けれども、えっ？何のことかな？と思うわけ

ですけれども、これらは新しい言い方として

広く使われておりますけれども標準的ではな

いというようなことです。

　このようにして、言葉は生きものでありま

して、その時その時の社会情勢や暮らしぶり、

またその人のいろいろな生活体験、人生経験

や暮らしぶり、そういった中で解釈とか意味

合いが少しずつ少しずつ変化していく場合も

あるということで、そういうのは決して不思

議ではないなということです。学校でことわ

ざの勉強をするときには、言葉というのは生

きもので、少しずつ変化をしながら生きてい

るんだよと。意味や解釈が少しずつ変わって

いく場合もあるんだということを押さえた上

で、ことわざの本来の意味をしっかり学んで

いくという、そういうことが大切なんだなあ

というように思っています。

　「子を持って知る親の恩」、「三つ叱って五

つ褒め七つ教えて子は育つ」そのとおりかな

ということなんですけれど、これについて詳

しくこういうところから出てきたんだよと

か、解釈は違うんだよというような、そうい

う微妙なことについては分かりかねます。こ

の表現どおりだろうと思います。「情けは人

の為ならず」という誤った解釈が行われるこ

ともあるよというのは、６年生の教科書の中

にも出ておりまして、そういうことは勉強を

しております。

○議長（藤本一義議員）　杉本平治議員
○20番（杉本平治議員）　これで質問を終わ
りますが、教育長には是非とも本来のことわ

ざの意味を学校教育の中で子供に教えていっ

ていただきたいということを希望しておりま

す。これで終わります。

○議長（藤本一義議員）　ここで 14時 40分
まで、休憩いたします。

午後２時31分　休憩

午後２時40分　再開

○議長（藤本一義議員）　再開いたします。
　ここで、先ほどの杉本議員の中で、答弁漏

れがありましたので、発言を許します。

　長谷川上下水道課長

○長谷川良次上下水道課長　先ほどの杉本議
員の答弁漏れについてお答えいたします。

　基本料金の家庭が何割あるかという質問で

ございますが、一般用の水道の口数で申し上
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げます。官公庁、学校、浴場を除く口数の全

体は 7,095 口でございます。それで 10トン

までの口数が 2,412 口。割合でいきますと

34％になります。

○議長（藤本一義議員）　次に、１番　南　
昭榮議員

　　〔１番（南　昭榮議員）登壇〕　

○１番（南　昭榮議員）　２点ほど質問させ
ていただきます。

　１番に、中能登町災害時要援護者台帳につ

いて説明をお願いします。

　能登半島地震から３年を経ています。地震

を教訓に平成 20年に中能登町災害時要援護

支援者台帳が作成されましたが、この２年間、

高齢者の世帯や独り暮らしの方の各種の障害

者や病気の方の変動がないか、また、支援者

がおられないのか説明をお願いします。

　区長、民生委員まで配布されておりますが、

個人情報保護法または地域見守りマップも作

成されていると聞きますが、これも変動がな

いのかお聞きします。

　よりよい答弁でありましたら再質問はしま

せん。どうぞよろしく。

○議長（藤本一義議員）　坂井福祉課長
○坂井信男福祉課長　南議員の質問にお答え
いたします。

　中能登町災害時要援護者台帳は、平成 20

年３月に災害時に高齢者や障害者など自力で

避難することに不安のある方が、地域の中で

支援を受けられるようにするため、必要な情

報を事前に把握し、町と地域で平常時からそ

の情報を共有することにより、地域で安心し

て暮らすことのできる支援体制の整備を図る

ことを目的として 266 世帯、343 名の方か

ら申請があり、登録をさせていただきました。

　その後、平成 20 年度は 52 世帯、69 名、

平成 21 年度は３月 12 日までに６世帯、８

名の方が申請されております。現時点での登

録者数は 307 世帯、393 名の方が登録され

ております。

　申請のデータ更新につきましては、その都

度行っておりますが、本年度は、今月末を目

途に、要援護者台帳の提供先である町内各区

長さん、町内会長さん、民生委員・児童委員

さん及び中能登消防署の要援護者台帳とマッ

プを更新する予定で作業を進めております。

　また、平成 22年度からは、中能登町災害

時要援護者支援プランに基づき、毎年１月を

目途に台帳の更新を実施したいと考えており

ますので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。

　なお、地域見守りマップにつきましては、

地区の民生委員、児童委員さんが日頃の見守

り活動のため、独自の判断で作成している資

料でありますので、必要に応じて、適宜民生

委員・児童委員さんが更新されているものと

思っております。

○議長（藤本一義議員）　南　昭榮議員
○１番（南　昭榮議員）　ありがとうござい
ました。次に、２番目に入ります。

　中能登町の合併後、旧ナンバープレートの

ことで軽自動車の関係でございますがお聞き

したいと思います。

　中能登町合併後のバイク、その他には新し

いナンバーがついています。以前のものはそ

のままです。新しく予定されるかどうかお聞

きします。

　また、資源ごみのときに古いプレートがよ

くついているのを見かけますが、廃止の取り

扱いはどのようにされているのかご説明お願

いします。

　私は、解体業をやっておりますから、この

ようなナンバーを手に入れたこともあります

ので、その辺の答弁を一つお願いします。

○議長（藤本一義議員）　大村税務課長
　　〔大村義一税務課長登壇〕

○大村義一税務課長　南議員の質問にお答え
いたします。

　町が交付しておりますナンバープレートに

つきましては、原動機付自転車、小型特殊自
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動車が主なものであります。現在、旧町名の

ナンバー登録は 878 件、合併後の中能登町

のナンバーは 353 枚交付いたしております。

　なお、旧町名のナンバープレートをしてい

ても今のところ法令上問題はありませんの

で、中能登町名のナンバーに交換する必要は

ないものと考えております。

　ただ、納税者の方から申告がございました

ら、新町名のプレートに交換をいたしている

という状況であります。

　また、議員ご指摘の不要となったバイク等

につきましては、販売店等に持ち込みをして

いただきまして、リサイクルしていただき、

併わせてナンバープレートも返還していただ

くことになっております。ナンバープレート

を誤ってごみ等に出された場合には、車体番

号等によりまして所有者等を特定できる場合

もございますので、そういった場合には環境

担当からの要請があれば協力していきたいと

思っております。

○議長（藤本一義議員）　南　昭榮議員
○１番（南　昭榮議員）　もう一つお願いい
たします。軽自動車は県の方で登録されてい

ますが、特殊自動車や町に登録されているナ

ンバーがあると思います。その種類にかかる

ナンバープレートの色とか税金の価格の明細

が出されたら、一つまた議員の皆さんにでも

出していただきたいと思いますのでよろしく

お願いします。

○議長（藤本一義議員）　次に、２番　笹川
広美議員

　　〔２番（笹川広美議員）登壇〕　

○２番（笹川広美議員）　皆さん、こんにちは。
　今年も大変厳しい年度末を迎えることとな

りました。2010 年の私のテーマは、「対話」

であります。町民の皆様の様々な声をしっか

り受け止め、共に住みよい安心の活力あふれ

るまちづくりを目指してまいりたいと決意し

ております。

　まず、質問に先立ちまして、この３月をも

って退職されます、小林参事兼住民課長をは

じめ澤参事兼監理課長、長谷川上下水道課長、

出雲土木建設課長、そして中村社会福祉協議

会事務局長、長く町、行政にご尽力いただき

ましたご苦労に深く敬意と感謝を申し上げま

す。ありがとうございました。今後もご健康

で大いにご活躍されますことを念願しており

ます。

　それでは、通告に従って質問いたします。

　まず、ごみ減量化に向けての取組みについ

て質問いたします。

　今議会では、町指定のごみ袋の値上げを９

月より行うという議案が提出されておりま

す。

　先日の議案質疑の答弁では、原油の高騰に

より燃料費がかかる。そしてごみ減量化への

対策である等の説明でした。私たち主婦の朝

は、スーパーのチラシチェックから始まりま

す。厳しい家計をやりくりするため、知恵を

絞り体力を使ってスーパーを駆け回る日々を

送っております。日用品の中でも町のごみ袋、

大の 800 円は大変高額な買い物です。そん

な中、800 円が 1,000 円になる。１枚たっ

た 10円上がっただけ。そう感じる主婦はど

れだけいらっしゃるでしょうか。ほとんどの

方が家計への大きな圧迫感を感じておいでで

す。

　長引く不況の中、さらなる経済的負担感を

増長するものです。そしてまた、不法投棄と

いったマナー違反も危惧されます。ごみ処理

には膨大なコストを必要とし、多くのエネル

ギーを要します。町の財政を圧迫する大きな

問題です。しかし、今、値上げするしか本当

に対処できない事態なのでしょうか。そして、

値上げがごみ減量化への有効な対策といえる

のでしょうか。ごみ問題に対して住民が十分

に理解をし、協力が得られるような取組みこ

そまず何よりも重要ではないでしょうか。

　日本では、１年間に約 5,000 万トンの一

般廃棄物を排出しております。それは、東京
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ドーム 136 個分にも相当する莫大な量です。

そして、ＣＯ 2 排出量は１年間およそ 13 億

トンとなります。私たちは豊かな暮らしを手

に入れると同時に、深刻なごみ問題を抱える

こととなりました。

　各自治体では、ごみの減量化、発生抑制に

向けてごみの有料化など様々な試みがなされ

ております。しかし最も重要なのは、私たち

一人一人が日常生活の中で３Ｒ、リデュース・

リユース・リサイクル、さらにリフューズ・

リペアの５Ｒを意識し実践することです。

　リデュースとは、ごみの発生を減らすこと

です。リユースとは、一旦使用された製品を

再利用することです。そしてリサイクル。ご

みを再び資源に戻して原材料として使用する

ことです。さらにリフューズとは、ごみにな

るものを持ち込まない、手に入れないことで

す。スーパーでレジ袋を受け取らない。マイ

バック運動はまさにリフューズです。そして

リペアとは、モノを大事に修理して使い続け

ることです。

　私たちは毎日のように誰でもどこでもごみ

を出しています。この当然のように行ってき

た習慣に反省の目を向け、一人一人がごみ問

題に対する意識を高めるよう行政、企業、個

人が協力していくことが必要です。

　そこでまず、中能登町の実態をしっかりと

認識することから大きな一歩を町民全体で踏

み出していきたいと思います。町の実態を以

下４点にわたりお伺いいたします。

　１点目は、町の排出ごみはどれくらいある

のでしょうか。ごみ袋の有料化は平成 12年

からでありますが、有料化によってごみは減

っているのでしょうか。排出ごみの推移と併

せ現状をお示し願います。			

　また、今回の 10円値上げの理由の一つに、

ごみ減量化のねらいがあるとのご説明でした

が、それではこれまでに減量化に向けて何ら

かの手立てを打ってこられたのでしょうか。

　２点目として、これまでの町の具体的対策

をお聞きいたします。さらにごみ問題は何よ

りも住民一人一人が自分が出すごみへの意識

を持つことが大前提となります。住民一人一

人の意識啓発を図る環境教育は子供から大人

まで不可欠であります。

　３点目として、住民への環境教育への取組

みはどのように行われているのでしょうか。

お聞かせ下さい。

　今、世界は大変深刻な環境問題の中で持続

可能な社会の転換を図ることが求められてお

ります。日本も循環型社会の構築を目指し、

昨年、バイオマス活用推進基本法が施行され

ました。今、バイオマスの有効な利活用を進

める地域が増え、現在全国 237 地区がバイ

オマスタウンとして公表されております。石

川県では珠洲市があります。バイオマスとは、

地球温暖化防止に役立つ生物由来の資源のこ

とです。生ごみ、家畜の排泄物、間伐材、菜

種などがそうです。そして、バイオマスタウ

ンとは、地域のバイオマス全体を地域みんな

で有効に利活用するプランをつくり、実現に

向けて主体的に取組んでいる市町村のことで

す。バイオマスタウン化によって、地球温暖

化の防止をはじめ、資源をリサイクルできる

循環型社会の形成、バイオマスを利用した新

しい産業、雇用の創出、そして地域の活性化

が図られます。

　４点目として、低炭素社会へ向けての中能

登町の明確なビジョン、構想は立てられてい

るのでしょうか。以上４点についてお答え願

います。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　笹川議員の質問にお答えい
たします。

　まず第１点目、排出ごみの現状についてと

の質問でございますが、最初に「指定ごみ袋

制度」についてご説明申し上げます。

　「指定ごみ袋によるごみ収集」については、

昭和 55 年 10 月より、七尾鹿島広域圏事務

組合において実施されました。当時のごみ袋
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の料金につきましては、ごみ袋の製造にかか

った費用だけで値段を設定していたので、安

価なものであったと聞いております。

　その後、平成 12年４月に「ごみの収集運

搬」や「処理にかかる経費」についても加味

されました。現行の料金に改定がなされ、「実

質の有料化」へ移行し現在に至っております。

　この実質の有料化となった平成 12年度以

降のごみ排出量でございますが、平成 11年

度以前と比較すると、わずかではございます

が増加をしております。

　当時、ごみの減量化が進まなかったのは、

リサイクルの必要性や環境問題についての認

識の違い、また「大量生産」「大量消費」と

いった景気の背景も要因としてあげられるの

ではないかと考えております。

　それでは、平成 20年度のごみの排出実績

について、その種類ごとに簡単に現状をご説

明申し上げます。

　ごみ全体の約 75％を占めている「可燃ご

み」についてであります。可燃ごみは年間約

4,000 トン排出されており、このうち一般家

庭から排出されるものは約 3,000 トンでご

ざいます。

　年度によっては多少の増減はございます

が、その排出量は平成 17年度からみますと、

わずかながらではございますが減少の傾向を

示しております。

　続きまして「埋立ごみ」についてですが、

これは年間約 300 トン、一般家庭から排出

されるものは約 200 トンでございます。こ

のうち家庭から排出されるものだけで、その

数値を見てみますと、若干ではございますが

増加している傾向が伺えます。

　また、びん類や乾電池、古紙や金物といっ

た「資源ごみ」については、品目ごとに多少

の差はございますものの、その排出量につい

ては、ほぼ横ばいで推移をしている状況であ

ります。

　ごみ全体では、減少の傾向が見られる一方、

「埋立ごみ」いわゆる「再資源化ができない

ごみ」が増加しております。このごみの中に

は、まだまだ資源として活用できるものも多

くございます。現在の埋立処分場の容量にも

限りがあることから、住民の皆様には、より

一層の分別の徹底をお願いするとともに、関

係機関と連携しながら「再資源化ができない

埋立ごみ」の削減に向けて努力していきたい

と考えております。

　次に、こうした現状を踏まえ、町の具体的

な対策についてご説明いたします。

　まず、各家庭に配布させていただいており

ます「家庭ごみ収集カレンダー」や「ごみ分

別の手引き」の中で、適切な出し方や再生利

用の推進について、住民の皆様にお知らせし

ておりますし、必要に応じてチラシを作成し、

配布しているところでございます。

　また、地域や団体の要請に基づき、担当職

員にごみの分別や出し方についての出前講座

を行い、町民の皆様の啓発活動にも力を入れ

ているところでございます。

　さらに、ごみの減量化の推進といった点で

は、生ごみ処理機材等を購入された方に対し

て、補助金を交付するといった事業を実施し

ております。また、再生利用の推進といった

点では、子供会や女性協議会などが新聞紙・

雑誌等・ダンボール・アルミ缶・びんなどに

ついて、資源再利用運動、いわゆる「廃品回

収」を行った場合に、その収集量に応じて町

から奨励金を交付する事業も実施いたしてお

ります。

　ほかにも、今議会でご審議いただいており

ます「町指定ごみ袋」の値上げにつきまして

は、町民の皆様にごみの減量化やリサイクル

について、今一度考えていただくきっかけに

したいとも考えているところであります。

　今後は、このような町の取組みについて、

住民の皆様への周知を図りながら、より一層

推進していきたいと考えておりますので、ご

理解のほどよろしくお願いいたします。
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　続いて、環境教育への取組みについてとの

質問ですが、ごみの減量化及び資源の再利用

を進めていくためには、住民一人一人への周

知と啓発を確実に行い、ごみの分別を徹底す

る必要がございます。現在、保育園児や小学

生を対象に「ライトダウンキャンペーン」を

通して、地球温暖化防止についての普及啓蒙

をしているところでございますが、ごみ処理

施設等の見学や町担当職員による出前講座な

ども教育の一環として取り入れていただくこ

とについて働きかけをしていきたいと考えて

おります。

　また今後は、女性協議会や中能登エコネッ

トなどの各種団体や住民の皆様方から減量化

やリサイクルを実践していただくためのアイ

ディアなどもお伺いしながら積極的に取組ん

でまいりますので、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。

　最後に、低炭素社会への構想についてでご

ざいます。

　この低炭素社会の実現のために、廃棄物対

策といった分野から申し上げますと、先ほど

笹川議員からもご指摘がございました５つの

Ｒを意識し、実践していくことが重要である

ということは私も認識をしております。中で

も、特に基本となる「３Ｒ」リデュース・リ

ユース・リサイクルを実践していくことが非

常に大切ではないかと考えております。

　抑制、再利用、再資源化の３つを促進し、

もって天然資源の消費を抑え、環境への負荷

をできる限り低減するといった「資源環境型

社会」への取組みが必要ではないかと考えて

おります。

　具体的には、先ほども申し上げましたが、

資源再利用運動の実施や生ごみの堆肥化、そ

して家庭から排出される廃食用油を資源化

し、ディーゼル車の燃料として再利用するＢ

ＤＦ化など、こうした資源の循環を推進して

いくことが、低炭素社会を実現するうえで非

常に有効で意義のあることではないかと考え

ております。

　資源はいずれ枯渇します。永続性のある社

会を形成するためには、こうしたごみの問題

について、私たち一人一人がしっかりとした

意識を持ち、「３Ｒ運動」に取組んでいくこ

とが低炭素社会の実現に必要不可欠であると

考えておりますので、今後とも住民の皆様の

ご理解とご協力をお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　笹川広美議員
○２番（笹川広美議員）　ごみを減量するに
は、まずはごみの発生抑制、次に再生利用で

す。発生抑制には、モノを作り販売する企業

側の姿勢、努力が求められます。そして買い

手である消費者の私たちもごみの出るものは

買わない、ごみを増やさないものを求めるな

どの働きかけをすべきであります。また、ご

みの資源化には多少面倒でも分別、リサイク

ルをしっかりと行うことがごみ減量化への鉄

則です。家庭ごみの分別細分化収集の導入で、

焼却ごみが減少し、２つの焼却工場を廃止し

た横浜市のような自治体もあります。

　また、徳島県上勝町では、ごみをなんと

34 種類に分別し、徹底した分別により、分

別されたごみの８割がリサイクルされていま

す。そして、2020 年までにごみゼロを目指

し、「ゼロウエスト宣言」を行っています。

同町でごみ収集車が走る光景は見られないと

言います。ステーションには不要になったが

まだ使える食器、衣類を欲しい人が無料で持

ち返ることができるクルクルショップも併設

し、楽しいコミュニケーションの場となって

いるそうです。

　中能登町でも 34分別とは言いません。分

別方法を再検討し、着実なごみ減量化に向け

た取組みを実行すべきではないでしょうか。

まず、家庭ごみの重量の大半を占めている生

ごみの分別回収はできないでしょうか。さら

に、廃食用油の回収にも取組み、バイオマス

の利用促進へとつなげてはいかがでしょう。

当町では、廃食用油を使って公用車のＢＤＦ
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化の計画がなされていたかと思います。さら

に、ごみ収集車や町コミュニティーバスなど

もＢＤＦ化で燃料費の抑制ができるのではな

いでしょうか。着実なごみ減量化に向けた分

別方法の再検討、廃食用油の回収について答

弁を求めます。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　笹川議員の再質問にお答え
いたします。

　分別方法の再検討との質問でございますけ

れども、生ごみの分別回収とのことでござい

ますが、当面は可燃ごみとして分類をし、排

出する際の水切りを徹底していただくことを

周知したり、先にお答えをしたとおり、コン

ポストや電気式生ごみ処理機材の購入助成事

業の利用を呼びかけることなど、生ごみの減

量化について啓発していきたいと考えており

ます。

　また、廃食用油の回収との質問でございま

すが、この件につきましては今年度より実施

する予定でございましたが、委託しようとす

る業者の許可の関係上、事業実施を延期せざ

るを得ない状況でございます。しかし、先週

の 12日に、この業者に対して産業廃棄物処

分業の許可がおりたことにより、まず保育園

や小中学校の給食センターから排出される廃

食用油について処分することが可能となりま

したので、まずはこれらについて早急に進め

ていきたいと考えております。

　また、一般家庭から排出される廃食用油の

再生については、業者の住所地である七尾市

の一般廃棄物処分業の許可を待つ状況ではあ

りますがその間、回収拠点の決定や住民の皆

様への周知などを進め、許可がされ次第遅滞

なく事業を実施できるよう準備をしていきた

いと考えておりますので、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　笹川広美議員
○２番（笹川広美議員）　ごみの減量化に向
けては、行政、住民そして企業が一体となっ

て協力し合い取組まねばならない問題です。

安易にごみの有料化、値上げ等に走るだけで

は、これから住民との協同のまちづくりを行

うことはできません。私たちは何よりも未来

を生きる子供たちに真に豊かな社会を残しゆ

く責任があります。先送りのできない大きな

課題であります。迅速な対応を是非開始して

いただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。

　では、２つ目の質問に移ります。

　日本の女性の働き方は、年齢、階級別の労

働力率で表すとＭ字型のカーブを描くグラフ

となります。いわゆるＭ字型就業と呼ばれる

特徴を表します。結婚、出産で退職し、子育

て終了後再就職するという働き方です。

　一方、アメリカやスウェーデンでは台形型

となっており、出産や子育て期にも労働市場

から退出しない女性が多いことが分かりま

す。

　女性が仕事と家庭の両立を図るとき、育児

の負担は大きな問題です。仕事を続けたいと

いう意志を持ちながら出産、育児のために退

職する女性は少なくありません。諸外国に比

べ日本の子育て支援の体制がまだまだ不十分

であることが伺い知れます。

　そこで、子育て支援の大きな柱として、産

前産後休業、育児休業の制度がありますが、

当町におけるこれらの制度の利用状況はどの

ようになっているのでしょうか。合併時より

男女職員それぞれの各年度毎の利用期間と役

割をお示し願います。

　そして２つ目として、町職員の退職状況は

どのように推移しているのでしょうか。合併

時より男女職員それぞれの各年度毎の退職年

齢と人数をお示し願います。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　女性が働き続けることがで
きる社会の構築ということでお答えいたしま

す。

　「ワーク・ライフ・バランス」とは、仕事
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と子育てや介護など仕事以外の生活との調和

を図ることであり、少子高齢化による将来の

労働力不足や年金財源等の枯渇、介護のため

の休暇や短時間労働者の増加が予想される我

が国においては、長時間労働の抑制や、育児・

介護などの両立による「ワーク・ライフ・バ

ランス」を推進し、生活を犠牲にしない働き

方への転換が益々求められているところでご

ざいます。

　こうした状況にあって、女性が働き続けら

れる体制づくりが大きな課題であり、差別の

ない、女性があらゆる分野で力を発揮できる

環境づくりが重要だと考えております。

　町としてどんな取組みができるかを、今後

策定する「男女共同参画推進計画」の中で検

討してまいりたいと考えております。

　次に、職場の男女差別ということで、町職

員の産前産後休暇、育児休暇の取得の実態及

び退職年齢の実態についてお答えいたしま

す。

　まず、産前産後休暇の取得状況については、

過去５年、平成 17 年度から平成 21 年度に

おきましては、全て女性職員で 43人が取得

いたしております。

　産前休暇では６週間に対し平均 34日で取

得率 81％、産後休暇では８週間に対し 100

％の取得率であります。

　また、育児休暇につきましては、３歳に達

する日まで 1,039 日に対し平均 233 日、取

得率 22％となっております。

　次に、町職員の退職年齢についてのご質問

でありますが、職員の定年は、中能登町職員

の定年等に関する条例で 60歳定年を規定し

ております。

　しかし、実際の職員の退職年齢では、平成

21 年度退職予定者を含んだ過去６年間の男

女の退職平均年齢は男 58.8 歳、女 55.9 歳

となっております。

　中能登町では合併以後、公共施設の整理統

合、事務事業の見直し等の行財政改革を推し

進めてきた中で、職員が多いというご意見は、

今なお根強いと感じているところでもありま

す。

　こうした背景もあって、45 歳以上を対象

にして早期勧奨退職を実施しているものであ

ります。

　この制度は、言うまでもなく男女を問わず、

あくまで職員自らの意志で定年前に退職する

というものでありますので、この点、是非ご

理解をいただきますようお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　笹川広美議員
○２番（笹川広美議員）　内閣府が平成 18
年に企業に対して育児休業の利用促進のため

に必要なことは何かをアンケート調査した結

果があります。

　まず、１番高い割合を示した回答は、職場

ごとに支援策を利用しやすい雰囲気を助成す

る、50.4％でした。そして、育児支援策を従

業員に積極的にＰＲし理解を深める、47.0

％。管理職が積極的に従業員に利用を呼びか

ける、33.6％と環境づくりや制度の周知徹

底に関する項目があげられております。この

ような民間の調査結果は、同じように公務員

の職場にも当てはまることではないでしょう

か。町長はどう思われますか。今後、さらに

制度の利用促進に向けて、当町が取組むべき

ことは何だと考えますか。お聞かせ下さい。

　60 年度以降、結婚退職制や女子若年定年

制、男女別定年制をめぐって幾つもの裁判が

行われました。そして 81年、最高裁で男女

別定年制に無効の判決が出されております。

職場における男女別定年制に関する司法上の

判例が確立していきました。男女雇用機会均

等法第１節第８条に、事業主は労働者の定年

及び解雇について労働者が女性であることを

理由として男性と差別的取り扱いをしてはな

らないとあります。杉本町長は、男女別定年

制をどう認識されておられますか。当町の女

性の退職年齢の現状、先ほどお伺いした約

55 歳という現状ですが、仮に本人の意志に
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よる自主退職だとしても、男性と同等の退職

年齢まで頑張れるよう町として取組むべき問

題だと思います。そうではありませんか。

　中能登町は大変住みやすい、子育てしやす

い町であると多くの方から支持を受け、若い

世帯の転居者も多い、県下でも評価の高い町

であります。そんな中、女性職員の退職年齢

が他の自治体に比べ際立って早い実態は、時

代遅れの女性軽視、男女差別の町を象徴する

ことになります。町長のお考えを明確にお示

し願います。育児休業制度の利用促進への取

組みと併わせて２点、答弁願います。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　第１点目につきましては、
制度を熟知して皆さんにこれからも広めてい

きたいと思っております。

　また、中能登町におきましては、男女とも

45 歳以上の方には勧奨ということでお話を

もしておりますけれども、決してこれは強制

をしたりということは一切しておりませんの

で、それぞれの職員の判断でしていただいて

いると認識いたしております。

　これからこの問題につきましては、また、

これから退職される皆さんともいろんなお話

をしていく中で、いい方向で考えていかなけ

ればならないのではないかなとは思っており

ます。

○議長（藤本一義議員）　笹川広美議員
○２番（笹川広美議員）　新年度より当町の
大いなる前進の足跡が示されることを期待し

ております。

　今、日本の男性の育児休業取得は、他の先

進諸国に比べて極めて低い水準にあります。

諸外国では、男性の子育てへの関わりを高め

るため、様々な法的整備が行われております。

日本では今後、子供を持つ共働きの家庭がさ

らに増加傾向にある中、男性が家事、育児を

分担していけるような対策が大きな課題でも

あります。女性が家庭や職場で生き生きと輝

くことは社会に安心と活力を生み出します。

女性が働き続けることができる社会の構築に

向け、杉本町長の中能登町の大躍進の舵取り

をよろしくお願いいたします。

　３つ目の質問でございます。国民読書年へ

の対応についてお伺いいたします。

　本年は国民読書年です。今、若者の活字離

れが進行し、社会の活力、創造性の低下が危

惧されおります。

　昨年７月、国民読書年に向けて中高生、そ

して成人を対象に現代人の読書実態調査が実

施されました。20 代から 60 代の成人の１

カ月に読む本の平均冊数は、１冊という人が

最も多く、次いで１冊も本を読まない人が続

き驚くべき結果です。中でも、読書量が最も

少ない年代は 30代です。中能登町では町民

の読書量はどのような状況となっているので

しょうか。お聞かせ願います。

　また、今回の国民読書年に関する決議では、

読書のまちづくりの広がりや様々な読書に関

する市民活動の活性化など、読書への国民の

意識を高めるため、政官民が協力し、国をあ

げてあらゆる読書を重ねることが宣言されて

おります。これから様々な国民読書年にちな

んだ企画が実施されると思われますが、２点

目として、当町における具体的な行事、取組

みがあればお聞かせ願います。

　また、図書館の活用推進は大切でありま

す。アメリカの図書館が思いがけない形で社

会的大きな役割を果たしたのが 1929 年の世

界大恐慌が起きた時でした。巷にあふれた失

業者にとって図書館が大きな救いとなったの

です。まず、図書館には無料で入れます。誰

でも文句は言われません。新聞や雑誌で情報

を得ながら居場所を確保することができまし

た。そして、職場を失って深く傷ついた人の

心を慰めてくれました。ロマンに満ち、再起

を呼びかける小説など人間を癒す書物が沢山

ありました。また、将来を見通すための本も

ありました。この先何をすべきか。解決策は

何か。こうした判断に必要な資料が揃ってい
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たのです。経済危機で打ちひしがれた人にと

っても図書館で学び、調べることが力となっ

たのです。100 年に一度と言われる経済危

機による不況の日本にも通じる教訓が含まれ

ているように思います。図書館の役割の大き

さに改めて驚きを覚えます。３点目として、

当町における図書館の活用推進はどのように

なっているのか、利用状況も含めお聞かせ下

さい。

　以上、３点についてご答弁願います。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　今の質問の詳細につきまし
ては、教育長の方から答弁させますのでよろ

しくお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　池島教育長
○池島憲雄教育長　それでは、３点について
簡潔にお答えいたします。

　まず１番目、読書量の現状についてです。

平成 20 年度と 21 年度を比較できるように

データをお話したいと思います。

　町内３つの図書館における平成 20 年度、

これは２月末で比べます。貸出冊数は 15万

6,914 冊。貸出利用者数は４万 426 人です。

それが平成 21年度、これも２月末のデータ

ですけれども、貸出冊数は 18 万 4,760 冊。

貸出利用者数は４万 6,214 人であります。

対前年比較で貸出冊数では２万 7,846 冊の

増、パーセントで 17.7％の増です。貸出利

用者数で 5,788 人の増、割合で 14.3％の増

となっています。

　その次２番目、国民読書年に向けた具体的

な行動、取組みということです。

　中能登町では家庭・地域・学校を通じた社

会全体で読書活動推進の取組みを強化してお

ります。具体的に、例えば１番目、７カ月以

上の乳児とご家族を対象に読書を通して親子

のコミュニケーションを図るブックスタート

事業。２つ目、乳児親子を対象に絵本とわら

べうたのつどい。３つ目、小学生を対象に科

学遊びや人形劇、ブックトーク、素話しなど

の子どもと本を結ぶつどい。４つ目、幼児か

ら小学生低学年を対象としたおはなし会。５

つ目、小学校へ出向いて行ってもらっている

本の読み聞かせなどです。

　また、一般町民の皆さんを対象にしたもの

としまして、文学講座、文学散歩、公開読書

会というようなものがあります。

　その次３番目、図書館の活用推進について

ですけれども、図書館では新刊コーナー、時

節に応じたおすすめの本などを展示しており

ます。これからも町民の皆さんによりよい本

を手に取って読んでいただけるような図書館

の利用促進に努めてまいりたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　笹川広美議員
○２番（笹川広美議員）　今、３点にわたっ
てご答弁いただいたのですが、今年、特別読

書年ということで取組み、計画はされている

のかという質問を２点目にさせていただいた

と思いますが、その点についてもう一度ご答

弁をお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　池島教育長
○池島憲雄教育長　国民読書年ということで
新たな取組みはありません。これまでのやっ

ている取組みをより充実したものとなるよう

に一つ一ついろいろとやり方を変え、趣向を

凝らしてやっているところです。

○議長（藤本一義議員）　笹川広美議員
○２番（笹川広美議員）　それでは、学校現
場の実態についても教育長にお伺いいたしま

す。

　先の調査では、子供のころの親や学校での

読み聞かせ、そして読書を勧められた経験は

その後の読書量に大きく影響を与えるという

ことが分かりました。また、読書が好きにな

った時期は、２人に１人が小学生時代です。

そして親が読書するほど子供は読書好きの傾

向があることが分かりました。山形県の鶴岡

市立朝暘第一小学校では、子供の読書を勧め

る際、家庭での読書を勧めることを考えた方

策をとっているそうです。中能登町では子供
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たちの読書量はどのような状況でしょうか。

お聞かせ下さい。

　そして、図書館で本を読み、調べることが

どれだけ若い世代のプラスになるか計り知れ

ません。調べる力を身に付けると人は大きく

変わります。島根県の東出雲中学校では、例

えば松尾芭蕉の奥の細道を教材にして国語、

地理、美術などの分野と連動させ、生徒各自

が図書館を利用し、調べない限り答えにたど

り着けないといった授業を行っております。

島根県は図書館教育に力を入れ、多くの学校

図書館、そして公共図書館が活気に満ちてい

るそうです。

　また、先に紹介した朝暘第一小学校ですが、

鶴岡市には庄内藩時代から学問や文化を重ん

じる気風が色濃く残っております。児童に論

語の素読をさせている同校も、図書館教育に

熱心です。学んで分かると無性に楽しい、自

信がつく。それが堂々とした発表能力に表れ

る。担当の教員が驚くほどの変わりようだと

言います。２点目として当町の図書館教育に

ついて現状をお聞かせ下さい。

○議長（藤本一義議員）　池島教育長
○池島憲雄教育長　それでは、小中学校にお
ける現状と取組みについてお答えいたしま

す。

　まず、読書量の件ですけれども、平成 21

年度で４月から２月末まで、町内５つの小学

校で５万 1,015 冊。３つの中学校で 4,257

冊の貸出がありました。小学校では児童１人

あたり約 49冊。中学校では生徒１人あたり

９冊の貸出となっております。

　ただ、学級文庫があったり、図書館で本を

読んだりということで、実際に本を読む時間、

量、数というものになりますと、貸出の数字

をうんと上回っているものと思われます。

　次２つ目、具体的な行動、取組みですけれ

ども、中学校は生徒会の係活動として、小学

校におきましても係活動としていろんな取組

みが行われております。例えば、小学校では

図書館祭り、読書貯金、先生のおすすめ本コ

ーナー、季節のテーマコーナー、ボランティ

アグループや司書、児童による読み聞かせ、

ＰＴＣＡでの親子読書の会などが年間を通し

て行われております。

　中学校では、読書量コンクール、あるいは

保育園へ訪問して生徒による読み聞かせ、そ

ういうようなことに取組んでおります。

　３つ目、図書館の活用推進についてですけ

れども、小中学生は町の図書館と学校の図書

館の両方を活用しております。調べ学習では、

町の図書館を利用するケースが多くて、必要

な本は蔵書、検索システムを利用して学校に

居ながら探したり、あるいは県の相互貸借制

度を利用しまして、県内の公立の図書館、あ

るいは北陸三県の図書館からも自分が見たい

本を取り寄せることが可能となっておりま

す。もちろん本だけではなく、ＤＶＤ、ＣＤ、

ビデオなど視聴覚資料の活用もよく行われて

おります。

　町の図書館などから借りた図書の冊数です

けれども、平成 20 年度では 614 冊。平成

21 年度は 1,373 冊。年々増加しているとい

う実態も明らかになっております。

○議長（藤本一義議員）　笹川広美議員
○２番（笹川広美議員）　これは、ある今年
二十歳になる青年の体験談です。中学３年の

３学期から友人関係がうまくいかず不登校

に。かろうじて中学を卒業したものの高校を

２度中退。再度通信制の高校に入学したが、

自暴自棄になり昼夜逆転の生活。家に引きこ

もりゲーム漬けの日々。ある日、母親ととも

に図書館へ。書物を読むことなどなかった彼

は、ふと手にした本を読み進んで今までにな

い感動が広がった。その日を境にゲーム機を

ダンボール箱に閉まった。以後、年間 100

冊を超える本をむさぼるように読了した。読

書は勉学への意欲に火をつけた。そして通信

教育の学生として学び、本年４月晴れて正課

生として入学を勝ち取ったのです。読書は私
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たちに逞しく生き抜く力を与えてくれます。

国民読書年への当町の取組みに大いに期待し

ております。よろしくお願いいたします。

　最後に受動喫煙についてお伺いいたしま

す。

　先月 25日、厚労省は公共的な施設では原

則全面禁煙を求める通知を出しました。県内

でも各自治体が庁舎内の対応について検討を

始めているとのことです。現在のところ、内

灘町と中能登町が全面禁煙を先行していると

の新聞記事も出されましたが、鳥屋庁舎は全

面禁煙ではなく、一部分煙であります。この

点についての対応をお伺いいたします。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　受動喫煙についてお答えい
たします。

　今、お話もあったように、今年の２月 25

日、多数の者が利用する公共的な空間につい

ては「原則として全面禁煙とする」との基本

的方向性が厚生労働省より示されたところで

あります。

　これは、健康増進法第 25条に規定する受

動喫煙防止対策についてまとめられたもので

あります。

　内容といたしましては、受動喫煙防止の具

体的な方法や、たばこによる健康への影響や

禁煙を促す方法等の普及啓発の推進について

明記されております。

　このような社会的な情勢の中、町の公共施

設における禁煙対策についてご報告いたしま

す。

　まず、庁舎におきましては、２庁舎は施設

内禁煙、１庁舎は分煙機を設置し、たばこの

煙が流れ出ないように配慮いたしておりま

す。

　また、体育施設、文化施設、介護保険施設

におきましては施設内禁煙。そのほかの福祉

施設では現在分煙の措置をとっております。

　今後は通知でも示されているように、全面

禁煙への取組みを検討するとともに、全面禁

煙の場所を表記して周知を図り、住民の方々

に協力を求めていきたいと考えております。

　また、家庭や社会における啓発運動とし

て、たばこを吸うことや、たばこの煙が周囲

の方々の健康に影響を与えることについて、

様々な機会をとらえ、住民への正しい情報提

供を進めていきたいと考えておりますのでよ

ろしくお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　笹川広美議員
○２番（笹川広美議員）　今、鳥屋庁舎の方
の分煙スペースには仕切りもなく煙が漏れ、

不十分な対応であります。公共の場で紫煙を

漂わすなら罰則を求める声も高まることが予

測されます。通知を遵守することは喫煙者の

権利を守ることにもつながるのではないでし

ょうか。町の行政の長として今後も受動喫煙

防止の対策をさらに積極的に推進していただ

きたいと申し述べ、私の一般質問を終わりま

す。

○議長（藤本一義議員）　ここで、15 時 55
分まで休憩いたします。

午後３時43分　休憩

午後３時55分　再開

○議長（藤本一義議員）　休憩前に引き続き、
再開いたします。

　５番　宮下為幸議員

　　〔５番（宮下為幸議員）登壇〕　

○５番（宮下為幸議員）　それでは２つの質
問事項をしたいと思います。

　１番目にジュニアスポーツについて、２番

目に食育についてお聞きしたいと思います。

　今の子供たちは生活習慣、習慣の変化によ

り日常的に身体を動かす機会が少なくなって

いると思います。運動不足は、転びやすい、

受け身ができない、ものや人がよけられない

など基本的な動作レベルの低下につながると

思います。生活習慣病の低年齢化、骨折しや

すいなど、健康にも悪影響を与えます。また、

忙しい現代社会において子供たちがストレス
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が増え、不登校やひきこもり、いじめなどの

トラブルが多発しております。子供の基本動

作のレベルアップとともに、心肺機能や瞬発

力などの基礎体力を向上するには、ジュニア

期からの継続したスポーツ活動が最も効果的

だと思います。

　さらに、心の健康、メンタルヘルスにも高

い効果があり、年少時から身体をよく動かす

と脳の高次機能がうまく発達するといわれま

す。

　そこで、ジュニアスポーツがなぜ必要なの

か。小学校の先生方の理解度はどの程度ある

のか。統合中学校を控えての底辺拡大。今回

の 22 年度予算にも 100 万円うってありま

す。統合中学校開校夢プロジェクト構想とい

うのが 100 万円うってあります。それと体

力と学力の因果関係はどうあるのか。その辺

をお聞きしたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　池島教育長
○池島憲雄教育長　それでは、今ほどのご質
問にお答えいたします。

　まず１番目は、ジュニア期におけるスポー

ツがなぜ必要なのか、ということでありまし

た。宮下議員さんのご質問の中に全てが含ま

れていたように思います。スポーツは子供た

ちの心身の健全な発達を促します。みんなと

活動することで身体が鍛えられ、心が豊かに

なっていきます。また、スポーツを通して子

供も家族も喜びや楽しさを体験、そして共有

することができます。お互いの連帯とか友情、

さらには協調性、創造性といったものも育ま

れていくことを考えますと、人間性豊かな社

会人として成長していく上で極めて重要であ

ると思っています。

　今後とも、多くの子供たちがジュニアスポ

ーツに参加してくれるように、環境整備を行

い、スポーツ教室の充実、加入促進に努めて

いきたいなというふうに思っています。

　それから２つ目、小学校の先生方の理解度

は、ということでありました。

　ジュニアスポーツは、学校の教育活動とし

てではなくて、社会・体育の中での位置付け

になっております。従いまして、小学校の先

生方はジュニアスポーツの意義とか必要性、

「やらせればいいな」というようなことは十

分認識しているわけですけれども、やっぱり

中心になってお世話をしていただくのは一般

町民の方々であると思います。

　学校の先生方は、スポーツ教室への加入の

協力、申込書の配布、各種大会への申込、引

率、そういった側面的な協力が中心かなとい

うように思います。

　ただ、郡の小学生陸上とか、金沢城駅伝と

か、千里浜ちびっ子駅伝などには各学校をあ

げて出場し、学校で十分に練習を積み、先生

方も非常に熱が入って頑張っております。い

い成績もとっているのではないかなと思って

おります。

　このあとは、スポーツが得意な先生、若い

先生、家庭的に十分やれる条件が整っている

先生は、スポーツ教室の指導スタッフとして

積極的に参加していただいて、子供たちの指

導に頑張ってもらえるようにお願いしていき

たいなと思っております。

　３番目、統合中学校を控えての底辺拡大の

取組みということでありました。町内に３つ

の中学校があるわけですけれども、かつてバ

レーボール、剣道、体操、陸上、あるいはバド、

卓球など県下に名をとどろかせた部活動が沢

山ありました。しかし、生徒数が３分の１以

下に減少してしまった現在は、部員が集まら

ず休部になったり、力が結集できなかったり

などで勢いがかなりなくなってきているのが

現実です。中学校の統合を機に、何としても

部活動に元気を取り戻し、強い中能登を復活

していきたいなというように思います。その

ためにも小さい頃から、小学生の頃からスポ

ーツに親しむ機会を増やし、ジュニアスポー

ツの活性化に本腰を入れていきたいというよ

うに思っています。
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　先ほどお話いただきましたように、新年度

予算には統合中学校開校夢プロジェクトと銘

打ちまして予算を計上させていただきまし

た。このプロジェクトの中身は３点です。

　まず、学習活動。２つ目は生徒会活動。そ

して３つ目は部活動。この３本柱を中心に据

えまして３カ年計画でレベルアップを図り、

活性化を図って開校に備えていきたいなとい

うように思っています。

　それから４番目、体力と学力の因果関係と

いうことについてですけれども、しっかりと

学力を身につけるには、体力、あるいは意欲、

精神力が必要です。人間一生勉強と言われて

いますけれども、一時的なテストのためでは

なくて、生涯にわたってまさに生きる力を身

につけることが重要とされる時代になってお

ります。継続的に勉強を行うには、常にモチ

ベーションを保ち、意欲を衰えさせない体力

が必要です。

　また、全国学力調査の上位の県の児童生徒

は、国の体力テストにおいても高いレベルに

なっているというデータも出ております。成

長期に必要な適切な運動、調和のとれた食事、

十分な休養・睡眠がバランスよく展開されて

いくことが大事なことではないかなというよ

うに思います。こういったバランスが崩れま

すと、悪循環となって体力も学力も低下する

のではないかというように思っています。

　文武両道という言葉があります。中能登町

では今後とも体力と学力は相関するんだとい

う考えの上に立ちまして、この両面を大切に

した教育を推進していきたいなというふうに

思っています。

○議長（藤本一義議員）　５番　宮下為幸議
員

○５番（宮下為幸議員）　この統合中学校開
校夢プロジェクト構想について、町長にもひ

とつ、どういうふうに思われているか、せっ

かく構想なんですからその辺をお聞きしたい

と思います。

　それと、小学校の先生の理解度が教育長か

ら話を聞きましたが、私たち人間も動物です

から、生き物として身体を動かしていないと

筋肉や骨の成長ができないような形になって

おります。それは特に小学校低学年の子供た

ち、１年生、２年生、３年生、そういう子供

たちに運動をする必要性、骨・骨格を丈夫に

してこれから中能登町のために頑張っていこ

うという子供たちですから、その辺は特に、

小学校１年生、２年生の子供たちに基本的な

動作、ベイシックスキルと言うんですけれど、

歩くことから始まり、走る、投げる、ジャン

プする、泳ぐ。そういうことの簡単なスポー

ツで、その子供たちが夢開校プロジェクトの

中に参加するような学年に子供たちがなって

きますので、できるだけ１、２、３年生の子

供たちに運動する必要性というか、その辺の

ことを学校の先生なりに強く言っていただき

たい。その辺のことについてもう少し学校の

先生が子供たちがスポーツしなければ駄目じ

ゃないかというような、そういう身体づくり

を含めてどういうふうに思っているのか。そ

れは社会教育の一環かもしれませんけれど、

学校の先生としての理解度をどれだけ示して

いるかもう一回教育長にお聞きしたいと思い

ます。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　今、教育長の答弁にもあり
ましたように、統合中学校開校夢プロジェク

ト予算を計上させていただいたところであり

ます。そのプロジェクトは部活動、学習活

動、生徒会を３本柱に据えて３カ年計画で取

組むと、これは教育長の答弁のとおりであり

ますけれども、今、新しい学校に向けて地域

の方々、生徒のＰＴＡ、いろんな方々から大

変大きな期待を寄せられております。そうい

う中で、昨年のように鹿西中学校の女子バレ

ーが優勝しながら次の年にはなくなる。また、

バドミントンが小学生から大変いい成績をあ

げてきても、中学校になったら先生の関係で
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弱くなる、なくなるというようなことが幾つ

もあります。そのようなことのないように、

中学校を統合したら部活動であれ、また学習

活動であれ、生徒会であれ、石川県で一番、

そういうものを目指した学校をつくってほし

いという期待もあります。そういう中で、こ

の３年間でこれからもいろんな方々、地域の

方、ＰＴＡの方々、また学校の先生と協力を

しながらそれらに向けて頑張っていくという

ような予算でございます。よろしくお願いい

たします。

○議長（藤本一義議員）　池島教育長
○池島憲雄教育長　小学校の先生方の理解度
ということで、再度ご質問があったわけです

けれども、中学校はスポーツ、文化部といっ

た部活動は学校の中の教育活動として位置付

けられております。それに対して小学校の方

には、体育の授業、保健体育の授業があるわ

けですけれども、スポーツ教室、ジュニアス

ポーツ活動は学校外のところを拠点にして行

われております。小学校の先生方も体育の必

要性、スポーツの必要性、小さい頃はしっか

りと身体を鍛えることによって勉強にも身が

入っていく、頑張る意欲がわいてくるという

あたりについては十分認識しております。た

だ、感覚的に自分たちが中心になって町内の

子供たちを組織してやらなければならないと

いう状況ではありませんので、何となく一般

社会の体育の皆さんにお願いというような線

が強いのかなと思います。これからはそうい

うことを言ってはおられません。小学校の子

供たちをしっかりと鍛えて、そういう意味で、

特に若い先生、スポーツの得意な先生、頑張

られる先生に極力子供たちの指導にあたって

いただくように働きかけをしていきたいなと

思います。もちろん３年間のプロジェクトの

中の指導スタッフにも是非入っていただきた

いなというふうに思っているところです。

○議長（藤本一義議員）　５番　宮下為幸議
員

○５番（宮下為幸議員）　先日、体育協会の
役員会がありまして、その中で統合中学校の

プロジェクト構想ということで資料をいただ

いたんですけれど、この５番目に「子供たち

の快挙で町中がわき上がるような新生中能登

中学校を夢みて、３年間にわたる挑戦を開始

したい」ということを書いてあります。

　多分にして、今小学校５年生の子が中学校

３年生、小学校４年生の子が中学校２年生、

小学校３年生の子が中学校１年生。25 年に

開校した場合、そういうふうになると思うん

ですけれど、この学年は加入率は 50％ぐら

いなんです。スポーツ少年団、ジュニアスポ

ーツは１年生からですから、１、２年生の加

入率は 20％ぐらいになっています。

　特に、私が言いたいのは１、２年生の子供

たちに運動をさせてやっていただきたいとい

うことです。体育の時間はありますから、学

校の１、２年生は女の先生になると思うんで

すけれど、その辺の先生方にスポーツに対す

る必要性ということをいろんな意味で、これ

から体育協会にしてもいろんな所で、そうい

うことを勉強して指導に回るというようなこ

とを言っておりますので、是非、子供たちの

ためにしていただきたいなと思います。

　それと、野球協会の総会にいきましたら、

野球協会が子供たちのことを思い、底辺拡大

プロジェクトということを立ち上げました。

それは、まだ案なんですけれど、３月と 11

月に実行するということになっております。

これは中能登ベースボールクリニックという

名前で、対象者は中能登の学童野球の子供た

ちということになっております。そして、そ

の指導者は所属協会の各チームから１、２名

程度、そして県体に出た選手、甲子園にいっ

た選手もいますので、そういう人たちがこれ

からの野球人口の増加と指導者の発掘という

ことでそういうクリニックを立ち上げまし

た。これはいろんな意味で協会で初めて野球

協会でやったわけなんですが、すごいなとい



－ 71－

う感じを受けました。体育協会もこういうふ

うにして 27 の団体がありますので、是非、

各単位協会でやっていただければいいなとい

うことを感じております。

　教育長にもう一回聞きますけれど、子供た

ちの快挙で町中がわき上がるというのは、何

となく漠然として分かるんですけれど、教育

長の思いをもう一度だけ聞かせて下さい。

○議長（藤本一義議員）　池島教育長
○池島憲雄教育長　再度質問で覚悟の程を試
されているかなというように思うわけですけ

れども、平成 25年度統合中学校が開校いた

します。素晴らしい学校だな、もう一つ中に

入っている生徒は本当に素晴らしいなと、両

面が揃って、はじめてすごい学校ができたぞ

というようになりますし、大変なお金をかけ

ていただいたことに対する町民の皆さん方に

も納得していただけるというように思いま

す。とにかく、運動面、生活態度、しゃきっ

として立派だなというような面、それから一

生懸命勉強するよというその３点に絞ってし

っかりやると。具体的にどういう特色のある

活動を目指すのかということになれば、新し

い学校長を中心としたスタッフが決めていく

ことですけれども、どういうことをやるにし

ても基礎的な力というものをしっかりとつけ

た状態で開校をしていきたいと思います。

　もちろん、スポーツ面では、体協の皆さん

方、各種目の協会の皆さん方に具体的にご相

談をさせていただきたい。例えば、それぞれ

の小学校に１週間に２回ぐらいずついろんな

スポーツの体験の活動をやるような、そうい

うことができないのかなとか、あるいは、ス

ポーツ教室に加入にあたっては、それぞれの

自分たちのスポーツをＰＲするような場、勧

誘をする場、こういうようにやっているので

皆さん入って下さいというような場、保護者

も含めてそういうような場を持てないのかな

と。あるいは、旧の３町に分かれております

それぞれのスポーツ教室をできるものなら統

合して、あるいは交流して、合同の練習をし

て、そういうようなことに向けた気運を高め

ていきたい。いろんなことが沢山あるんです

けれども、どれが最も効果的でどれとどれを

やるのかということについては、また時間を

とって協議をさせていただき、とにかく実行

していきたいなと思います。是非、ご協力を

お願いしたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　５番　宮下為幸議
員

○５番（宮下為幸議員）　教育長の意気込み
を聞きましたのでありがとうございました。

　とりわけ 10歳以下の子供たちには、ベイ

シックスキル、基本的な動作、そういうもの

を子供たちにやろうということ、また、教育

委員長もおいでますので校長会なりに是非、

校長先生にも言っていただきたいなと思いま

す。病気やケガに負けないような健康な身体

をつくるためにも、これからの町の子供たち

のためですから、是非またお話していただき

たいなと思います。

　それでは次に、食育についてお聞きしたい

と思います。簡単にいきます。食育の取組み

は中能登町はどのようになっているかという

ことをお聞きしたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　池島教育長
○池島憲雄教育長　食育の取組みについて概
略をお答えいたします。

　食習慣や食材など、食を取り巻く状況がど

んどん変化してきております。その影響は健

康面にとどまらず、子供たちの学習への意欲

とか成績にも影響があるというように言われ

ております。とにかく「早寝早起き朝ご飯」

という基本的な生活習慣の徹底、地産地消、

安全安心な食材の使用、そういったものを中

心にして健康でしっかりとした食習慣が身に

ついている子供たちの育成に頑張っていきた

いなと思います。

　町内の小中学校では、栄養教諭１名、栄養

職員２名が中心となって、もちろん先生方、
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保護者、ＰＴＡの皆さん方も入っているわけ

ですけれども、どのようにして健康な食生活

を送らせていくのかというようなこと、食事

のマナーのこと、毎朝家庭で朝食をとってい

るかどうかということ、あるいは栄養バラン

スの問題、そういったことについて非常に熱

心にそれぞれの学校ごとに取組みをやってい

ただいております。本当に熱心にやっていた

だいておりますので効果も上がってくるんだ

ろうなというように思っております。できる

だけ地場産物の活用も含めて、食にしっかり

とした気持ちで取組めるような運動を進めて

いきたいなというふうに思っています。

○議長（藤本一義議員）　５番　宮下為幸議
員

○５番（宮下為幸議員）　福井県が全国学力
テスト２位、全国体力テスト１位になったと

いうのは、食育教育の成果だと言われており

ます。秋田県でも地域の食材を使った郷土食

など、地消地産で全国学力テスト１位という

ことになっておりますが、食育というものは

大変重要なことだと私は思います。これは町

長にお聞きしたいんですけれど、生活習慣病、

今いろんな意味で特定健診を受けておりま

す。そういう中でこういう生活習慣病、糖尿

病の人とか高血圧の人とか、町民に対しての

食育ということ、メタボ対策とかいろいろと

あると思います。その辺町として、こうして

小学生の子供たちを見ていても肥満児とかい

ます。そういう生活習慣病というものは子供

たちに対しても低年齢化しておりますので、

今は学校のことを教育長に聞いたんですけれ

ど、町としての食育のことについて、今、特

定健診などいろいろされていてこれから改善

されていくと思うんですけれど、町の食育に

ついてお聞きしたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　杉本町長
○杉本栄蔵町長　町といたしましてもいろん
な健診をしておりますし、またそんな方々に

は個人的にも危ないというようなことがあれ

ば個人的にも通知、お知らせして、それには

かっていただけるようにしております。町民

の方々に、いろんな団体がありますと、保健

課の方々の出前講座や機会を通じながら食の

ことにつきましてもＰＲをし、それと同時に

健診につきましても個人的、地域にも広めて

いきたいと思っております。

　大変食育というものも大事でございます。

肉、野菜、魚というようなＰＲもしていると

ころでありますし、またパンフレットも作り

ましてＰＲしているところでもあります。

○議長（藤本一義議員）　５番　宮下為幸議
員

○５番（宮下為幸議員）　教育長にもう一つ
だけお聞きしたいと思います。地産地消とい

うことで、学校給食のことを先ほど言われま

したが、海外産、県内産、地元の食材を使っ

ての自給率を高めるということをやっておい

でると思っていますが、そういうことはパー

セントで多分１年に一遍か調べていると思い

ますので、もし最近の数値が分かれば教えて

いただきたいと思います。地元産です。

○議長（藤本一義議員）　堀内教育文化課長
　　〔堀内浩一教育文化課長登壇〕　

○堀内浩一教育文化課長　それでは、食材の
地元産等の比率についてご説明申し上げま

す。

　21 年度のデータでございますが、穀物類

では主食のごはん、これについては「こしひ

かり」、たまに古代米を使っております。そ

の２種類ですが、これは 100％地元産とい

うことでございます。

　それからあと野菜類では、ネギ、馬鈴薯、

玉ネギ、紫キャベツ、赤大根、かぶ、金糸う

り、ころ柿など 13種類、年間で 1,300 キロ

の使用となっております。

　これらの比率については、品目での比率な

んですが、10％未満です。外国産のものに

ついては、大体全体の 15％未満であろうと

思います。具体的には冷凍のブロッコリーと
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か、エビ、バナナといった果物などがありま

す。肉類については、国内産ということにな

っております。残りの 85％が国内産という

ことになりまして、その内地元のものは 10

％未満ということです。県内産については、

地元も含めまして大体 18％、20％を切って

いるような状態です。

　現在国、県の食育計画における地場産物の

使用目標割合というのは 30％とされており

ますが、そこまでいくにはなかなかまだ時間

がかかるのではないかというふうに考えてお

ります。

○議長（藤本一義議員）　５番　宮下為幸議
員

○５番（宮下為幸議員）　それでは、一般質
問を終わらせていただきます。

○議長（藤本一義議員）　続いて、４番　堀
江健爾議員

　　〔４番（堀江健爾議員）登壇〕　

○４番（堀江健爾議員）　それでは通告に従
いまして、質問をさせていただきます。

　教職員の違法活動、日教組の偏向教育等に

ついてお尋ねします。

　北海道の教職員組合の民主党小林千代美衆

議院議員の陣営に不正な資金を提供した疑い

がもたれている事件は、３月１日に札幌地検

が北教組の委員長代理以下幹部を政治資金規

制法違反容疑で逮捕されるという重大な事態

に至っていることはご承知のとおりでござい

ます。

　国の予算委員会で、鳩山総理も教員の政治

的行為の制限を規定した教育公務員特例法に

罰則を設けることを検討するとの答弁もあり

ました。

　今さら言うまでもありませんが、教職に就

く人は政治的な中立性が求められ、子供、教

育を導く立場の者は特定の党派に肩入れする

ことは論理上好ましくないとは誰でも分かる

理屈であるかと思います。

　そもそも公立学校の教員が政治に関わるこ

とは、公職選挙法や教育公務員特例法などで

禁じられております。日頃、児童や生徒にル

ールを守れと教えている先生が公然とルール

を破って選挙活動をし、学校の行事まで介入

していると言われております。選挙活動をし

たいのなら教員、あるいは公務員を辞めて議

員になるなり、一般町民として活動されるこ

とをおすすめしたいものであります。

　そこでまず、教育委員長にお尋ねします。

中能登町の小中学校における教職員の組合加

入の人数、また、加入率についてお伺いいた

します。

　日教組の組合員の比率は 27.1％と聞いて

いますが、石川県全体においても組合員の数

と加入率について併せてお伺いいたします。

　次に、中能登町における教職員の政治活動

及び選挙運動についてお尋ねします。

　教職員組合が適法に政治活動を行う限り、

これは問題はございません。公務員は全体の

奉仕者であり、教育基本法は特定の政党支持

など政治的活動を学校に禁じられておりま

す。公立学校の教員は公務員であり、教育者

として政治的中立が求められている立場であ

ることはご承知のとおりであります。教職員

の政治活動や選挙運動が禁止されているにも

かかわらず、文科省の主任制度や学習指導要

綱を否定し、いじめ等実態調査への協力を拒

否するなどの政治的活動の有無等について、

そういったことがあるかどうかについてお伺

いいたします。

　また、昨年８月の衆議院選挙の折、石川県

教育長名で町への教育長宛に、教職員の選挙

運動等についての通知があったと聞いており

ますが間違いありませんか。併せてお伺いし

ます。

　次に、偏向教育についてであります。参議

院の予算委員会でも取り上げられておりまし

たが、竹島をはじめとする日本の領土問題で

北教組は韓国側の主張を学習資料に取り入れ

ていると指摘され、鳩山総理はかなり偏った
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意見を盛り込んだ指導をしている。正すべき

は正していかねばならないと答弁しておりま

す。

　そこで教育委員長、わが中能登町の学校で

は、このような偏向教育が行われていること

はないとは信じますが、実態はいかがでしょ

うか。もしあったとすれば、どのような指導

をされているのかお伺いします。

　政権交代がおこり、子ども手当だの公立高

校無償を声高に言われており、社会全体で子

育てをするとのことですが、本来、子育ては

親がすべきであり、国やふるさと、親を愛す

る心を持った豊かな人間を育成していくのが

学校教育であり、教師の役目だと考えます。

子供は社会に育てられた、親は国から貰った

子ども手当のお金を使っただけなんてことが

ないよう、親や教師に感謝の心を持てる子供

たちに育ってほしいと願っております。

　先日、テレビで石川県立盲学校の卒業式で、

卒業生が「仰げば尊し」を歌っているのを見

て、大変感激いたしました。私たちの時代で

は、定番であった「蛍の光」や「仰げば尊し」

がなぜ歌われなくなったのか、これは時代の

流れだけなのか。どこに問題があったのか。

その考え方をもしよろしければお答えいただ

きたいと思います。

　また、この時期、学校では卒業式の真っ盛

りでございます。もう少しすれば入学式のシ

ーズンになります。わが中能登町立の各学校

では、式典のときに間違いなく国旗が掲揚さ

れ、国歌が斉唱されていると思いますがいか

がでしょうか。その実態を併せてご答弁お願

いしたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　濱田教育委員長
　　〔濱田繁教育委員長登壇〕　

○濱田繁教育委員長　堀江議員のご質問にお
答えいたします。

　教職員の組合加入の人数及び組合加入率に

ついてでございますが、中能登町教育委員会

では、教職員の組合への加入状況という個人

的な情報については調査しておりませんので

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

　次に、選挙活動の有無や実態についてのご

質問ですが、常日頃より教職員の服務につい

ては町民の信頼を損なうことのないよう指導

しているところでありますが、とりわけ選挙

活動については、公務員として法に触れるこ

とのないよう、石川県教育委員会の通達を受

け、町教育委員会としても注意を促している

ところであり、さらに直接の上司である学校

長からも指導をしております。そのため、法

に触れるような実態はないものと思っていま

す。

　次に、偏向教育についてのお尋ねですが、

中能登町の学校教育においては、教育基本法

の精神に則り、学校教育法を遵守し、学習指

導要領に基づき行っているところでありまし

て、偏向教育をしているというようなことは

ないと確信しております。

　「仰げば尊し」や「蛍の光」が歌われなく

なったことについては、特に問題があったわ

けではなく、近年、卒業式で歌われる歌の傾

向は、学校生活で培った友情や未来への夢に

対する思いが感じられ、少年少女の感性に訴

える内容のものが選ばれており、これは全国

的な時代の流れであると考えています。

　また、学校が行う式典における国旗掲揚並

びに国歌斉唱につきましては、中能登町の全

ての学校で整然と実施されています。

○議長（藤本一義議員）　４番　堀江健爾議
員

○４番（堀江健爾議員）　教職員の選挙運動
についての石川県教委からの通知があったと

いうことでございますが、この通知を受けて

学校及び教職員に対してどのような対応をと

られたか、どのような指導をされたかご説明

をお願いしたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　濱田教育委員長
○濱田繁教育委員長　石川県教育委員会から
通知のありました教育公務員選挙運動禁止等
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についての取り扱いにつきましては、町教育

委員会から各学校に対して文書で通知すると

ともに、校長会の席で法に触れる行為を行う

など、町民の信頼を損なうようなことのない

よう強く指導してきたところであります。

○議長（藤本一義議員）　４番　堀江健爾議
員

○４番（堀江健爾議員）　強く指導されたと
いうことなんですが、ここに石川県からの教

職員の選挙運動に対する通知が手元にあるん

ですが、この通知を見ますと、公職選挙法及

び教育公務員特例法に定めているということ

で、町民の信頼を損なうことのないよう服務

規律を確保せよという文書でございます。

　ところで、その対応された結果ですが、中

能登町の教職員で問題のある行動があったの

か、なかったのか、その結果を教えてもらえ

ませんでしょうか。お願いします。

○議長（藤本一義議員）　濱田教育委員長
○濱田繁教育委員長　実際に違反するような
行為があったのか、なかったのかというお尋

ねにつきましては、今、初めてそのようなお

話をお聞きいたしまして、実情がどうであっ

たかは承知しておりませんが、衆議院議員選

挙から既に６カ月以上も経過しておりますの

で、実態をつかむのは難しいのではないかと

思っております。

　今後は、このような疑念を持たれることの

ないよう、指導の強化に努めてまいりたいと

思っておりますので、ご理解いただきますよ

うお願いいたします。

○議長（藤本一義議員）　４番　堀江健爾議
員

○４番（堀江健爾議員）　なかったというこ
となんですが、昨年８月の衆議院議員選挙の

際、ある教職員が特定の候補者の署名活動や

選挙運動を行い、演説会等でも応援演説を行

ったということも風評といいますか、耳に入

ったことがありますが、そういった公職選挙

法及び教育公務員特例法に違反する行為は本

当になかったのかどうか。本当にないという

ことになれば、把握していないのであれば、

調査等をすべきとは考えますがいかがなもの

でしょう。もし、あったとすれば教育公務員

特例法には行政処分対象に留まっているとい

うことですので、どのような対応をとられる

か、その点併せてお尋ねしたいと思います。

○議長（藤本一義議員）　濱田教育委員長					
○濱田繁教育委員長　今、堀江議員さんの言
われた実情といいますか、それについては承

知しておりませんので、私どもとしては、大

分時間が経っていることですし、ちょっと難

しいかなという感じでおります。

○議長（藤本一義議員）　４番　堀江健爾議
員

○４番（堀江健爾議員）　これ以上聞いても
時間が経っていたりして分からないというこ

とですのであまり深く、これ以上はしないと

いうことにしておきます。違法な政治活動で

厳重注意処分をしても平然として反省もしな

い教員が少なくないと聞いていたり、耳に入

るわけなんですが、このような違法な組合活

動を見て見ぬふりをしていると、益々そうい

った教員が増えてしまいかねないと思います

が、しっかり対応し、子供たちの見本となる

ような教員であってほしいことをお願いしま

して、私の質問を終わらせていただきます。

　◎散　　会
○議長（藤本一義議員）　以上で、本日の日
程は終了いたしました。

　これをもって、一般質問を終結いたします。

　最終日、19 日、午後３時から本会議を開

きます。

　本日は、これをもって散会いたします。

　ご苦労さまでした。

午後４時50分　散会
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　　９番　　古　玉　栄　治　　議員　　　　　20番　　杉　本　平　治　　議員

　　10番　　武　田　純　一　　議員

○説明のため出席した者

　　町　　　　長	 杉　本　栄　蔵	 土木建設課長	 出　雲　　　修

　　副　町　長	 小　山　茂　則	 農	林 	課 	長 	 表　　　辰　祐

　　教　育　長	 池　島　憲　雄	 上下水道課長	 長谷川　良　次

　　参事兼総務課長	 永　源　　　勝	 福	祉 	課 	長 	 坂　井　信　男

　　参事兼監理課長	 澤　　　賢　造	 保健環境課長	 大　森　一　義

　　参事兼住民課長	 小　林　玉　樹	 会	計 	課 	長 	 松　栄　哲　夫

　　企	画	課 	長 	 広　瀬　康　雄	 教育文化課長	 堀　内　浩　一

　　情報推進課長	 澤　　　伸　一	 生涯学習課長	 吉　田　外喜夫

　　税	務	課 	長 	 大　村　義　一
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○職務のため出席した事務局職員

　　事務局長　　谷　　　敏　則　　　　　　書　　記　　土　屋　哲　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　			〃			　　　北　原　奈緒美

○議事日程 ( 第１号 )

　　平成 22年３月 19日　　午後３時開会

　日程第１　総務常任委員会委員長報告

　日程第２　教育民生常任委員会委員長報告

　日程第３　産業建設常任委員会委員長報告

　日程第４　予算審査特別委員会委員長報告

　日程第５　討論・採決

議案第２号　中能登町表彰条例の一部を改正する条例について

議案第３号　中能登町ケーブルテレビネットワーク施設条例の一部を改正する条例

　　　　　　について

議案第４号　中能登町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

　　　　　　について

議案第５号　中能登町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい

　　　　　　て

議案第６号　中能登町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

　　　　　　いて

議案第７号　中能登町手数料条例の一部を改正する条例について

議案第８号　中能登町公民館条例の一部を改正する条例について

議案第９号　中能登町ふるさと創修館条例の一部を改正する条例について

議案第10号　中能登町ふるさと交流センターを廃止する条例について

議案第11号　中能登町老人福祉センター条例の一部を改正する条例について

議案第12号　中能登町健康ハウス憩条例の一部を改正する条例について

議案第13号　中能登町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

議案第14号　中能登町ハウス村条例の一部を改正する条例について
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議案第15号　中能登町上布会館条例の一部を改正する条例について

議案第16号　平成21年度中能登町一般会計補正予算

議案第17号　平成21年度中能登町介護保険特別会計補正予算

議案第18号　平成21年度中能登町国民健康保険特別会計補正予算

議案第19号　平成21年度中能登町下水道事業特別会計補正予算

議案第20号　平成21年度中能登町分譲宅地造成事業特別会計補正予算

議案第21号　平成21年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算

議案第22号　平成21年度中能登町水道事業会計補正予算

議案第23号　平成22年度中能登町一般会計予算

議案第24号　平成22年度中能登町老人保健特別会計予算

議案第25号　平成22年度中能登町後期高齢者医療特別会計予算

議案第26号　平成22年度中能登町介護保険特別会計予算

議案第27号　平成22年度中能登町国民健康保険特別会計予算

議案第28号　平成22年度中能登町下水道事業特別会計予算

議案第29号　平成22年度中能登町分譲宅地造成事業特別会計予算

議案第30号　平成22年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計予算

議案第31号　平成22年度中能登町水道事業会計予算

議案第32号　町道路線の認定について

　日程第６　閉会中の継続審査

（追加日程１）

　日程第１　議案第33号　土地取得について

　　　　　　同意第１号　副町長の選任について

　　　　　　同意第２号　人権擁護委員候補者の推薦について

　　　　　　　　　　　　（提案理由説明、質疑、討論、採決）
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午後３時00分　開議

　◎開　　議
○議長（藤本一義議員）　ご苦労さまです。
　ただ今の出席議員数は 19名です。定足数

に達しておりますので、本日の会議を開きま

す。

　本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。

　◎委員長報告
○議長（藤本一義議員）　日程第 1から日程
第３　各常任委員会委員長報告

　これより、本定例議会から付託をしており

ました議案第２号から議案第 22号まで、及

び議案第 32 号、あわせて議案 22 件を一括

して議題といたします。

　以上の案件に関し、委員会における審査の

過程及び結果について、各常任委員会委員長

の報告を求めます。

　総務常任委員会委員長　岩井礼二議員

　〔総務常任委員会委員長（岩井礼二議員）

登壇〕

○総務常任委員会委員長（岩井礼二議員）　
総務常任委員会における、審査の経過並びに

結果についてご報告いたします。

　今定例会から付託を受けました議案７件に

ついては、３月８日及び 11日の２日間、執

行部からの説明を求め、慎重に審査をいたし

ました。

　審査の過程における質疑、意見等主なもの

について申し上げます。

　まず、議案第 16 号　平成 21 年度中能登

町一般会計補正予算についてであります。

　財産管理費では、工事請負費として旧鳥屋

新庄保育所を老朽化により解体し、「グルー

プホームわくわく」を利用されている方々に

は瀬戸地区のふるさと交流センターを活用し

たいとの説明でありました。

　この説明を受けて今後、施設の維持修繕、

補修等についての町の支出をどう考えている

かとの質問に、町が協定を結んでいる、町内

の指定管理者と同じ規定により実施する旨の

回答を受けました。

　次に、企画総務費の浴衣作成委託料につい

て、300 着で 600 万円を計上したとの説明

を受け、高額ではとの発言に対しては、既製

品ではなく、あくまでも地元産の布やデザイ

ンを使って製作するとの説明を受けました

が、執行にあたっては予算の範囲内で、でき

る限り沢山の方々に利用していただけるもの

とするよう要望をいたしました。

　次に、議案第 21 号　平成 21 年度中能登

町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算につ

いて、加入率は、当初 40％を見込んでいた

が 35％であった。加入率アップのために加

入金半額キャンペーンや臨時職員２名による

加入促進を図っているとの説明を受けまし

た。

　この件に関しては、加入していただけない

原因を分析し、より多くの方が加入していた

だくよう要望をいたしました。

　なお、議案第４号　中能登町職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例についての説明では、先の人事院勧告によ

り、職員の勤務、退庁時間を午後５時 30分

から５時 15 分とするものであり、15 分の

勤務短縮とする改正から、実質面で職員給

与のベースアップの側面も含んでおり、１

年間の時間短縮を金額換算すると、2,538 万

8,200 円となります。職員の一層の業務精励

に期待するとの要望をしておきました。

　以上、主な質疑の概要は申し上げたとおり

であります。

　質疑終了後、討論、採決の結果、当委員会

に付託されました議案７件につきましては、

全会一致で可決をいたしました。

　ご報告いたしました結果につきましては、

お手元に配付済みの「委員会審査報告書」の

とおりであります。
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　以上で、総務常任委員会での報告を終わり

ます。

○議長（藤本一義議員）　次に、教育民生常
任委員会委員長　西村秀博議員

　　〔教育民生常任委員会委員長（西村秀博

議員）登壇〕

○教育民生常任委員会委員長（西村秀博議
員）　教育民生常任委員会における、審査の
経過並びに結果についてご報告いたします。

　今定例会で付託されました案件は、議案

10 件であり、執行部から説明を求め、慎重

に審査をいたしました。

　審査の過程における質疑、意見等主なもの

について申し上げます。

　まず、議案第８号　中能登町公民館条例の

一部を改正する条例については、とりや公民

館の機能を、ふるさと創修館へ移行するもの

であるとの説明を受け、公民館にあった額や

絵画等の今後の管理、取り扱いについてはと

の問いに、創修館やまなびや館等へ移し、備

品として登録されていたものは、そのまま備

品として登録するとの回答を受けました。

　次に、議案第 11号　中能登町老人福祉セ

ンター条例の一部を改正する条例について

は、障害者の対象を身体障害者の方だけでな

く、精神及び知的障害者の方も対象にし、財

政的に厳しい折、一般財源からの持ち出し経

費を少しでも減らして施設を継続、また、施

設間の料金のばらつきをなくしたいとの説明

でありましたが、せめて障害者の方だけでも

据え置きにするよう検討してほしいとの意見

があったことを申し添えておきます。

　続けて、議案第 12号　中能登町健康ハウ

ス憩条例の一部を改正する条例についてで

は、利用料金が上がることで、町外からの利

用者が減るのではないかとの問いに、施設の

サービス等の面を向上し、できるだけ来てい

ただけるようにしたいとの回答を受けまし

た。

　質疑終了後、討論、採決の結果、当委員

会に付託されました議案 10件につきまして

は、いずれも全会一致で可決といたしました。

　なお、今回報告いたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの「委員会審査報

告書」のとおりであります。

　以上で、教育民生常任委員会からの審査結

果の報告を終わります。

○議長（藤本一義議員）　次に、産業建設常
任委員会委員長　諏訪良一議員

　　〔産業建設常任委員会委員長（諏訪良一

議員）登壇〕

○産業建設常任委員会委員長（諏訪良一議
員）　産業建設常任委員会における、審査の
経過並びに結果についてご報告いたします。

　今定例会から付託を受けました議案７件に

ついては、執行部からの説明を求め、慎重に

審査をいたしました。

　審査の過程における質疑、意見等主なもの

について申し上げます。

　まず、議案第 14号　中能登町ハウス村条

例の一部を改正する条例についてでは、花の

栽培の事業を廃止し、使用目的を農業・地域

振興に変更、使用料を１㎡あたり 100 円か

ら 10 円に変更する。ただし、光熱水費は含

まないとの説明を受けました。

　現在の申し込み団体はとの質問に、認定農

業者 89人に施設利用意向調査を行った。後

日、東馬場の農事組合法人アグリ馬場と町シ

ルバー人材センターの２社から利用したい旨

の意思表示があったとの回答でありました。

　また、ハウス村の農機具等、備品の今後の

対応はとの質問には、軽トラックについては

町の公用車として使用したい。また、ホイル

ローダー等は有償で譲るかメーカーへの売却

を考えているとの回答でありました。

　次に、議案第 15号　能登上布会館条例の

一部を改正する条例について、開館時間、休

館日等の決定理由はとの質問に対して、隣接

する商工会デザインセンターとの協議を行

い、実態に合わせた時間帯としたとの回答を
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受けました。

　次に、議案第 16 号　平成 21 年度中能登

町一般会計補正予算についてであります。

　観光振興費で、工事請負費 1,500 万円の

内容はとの質問に対して、町内に観光看板

17 基を設置し、中能登町観光スポットをＰ

Ｒするものとの説明を受けました。

　委員会からは、案内看板のコース等は、地

域における意見を考慮して設置を行うように

すべきとの要望をいたしました。

　続いて、下水道事業では、下水道台帳シス

テム新規データ構築で、当初予算の約半分の

実績となった理由はとの質問に、入札残であ

るとの回答でありました。

　また、下水道加入率の現状はとの質問に対

しては、町全体で 77％弱であるとの回答を

受けました。

　公共下水道施設管理の委託料では、下水道

汚泥共同処理施設、汚泥制御システム性能目

標調査についての減額理由と時期についての

質問があり、下水道汚泥共同処理施設につい

ては、七尾市と共同で汚泥乾燥事業を行って

いたが、昨年７月末で中止し、12 月末に精

算額が決定したため今回減額したものとの回

答でありました。

　また、汚泥制御システム性能目標調査につ

いて、汚泥の一定基準の減量が見込めないこ

とにより、契約せず、減額したとの説明を受

けております。

　次に、議案第 20 号　平成 21 年度中能登

町分譲宅地造成事業特別会計補正予算では、

二宮あおば台に残っていた１区画が売れて完

売となり、また、西馬場ゆりが丘においては

35 区画中、21 区画が売れて、14 区画が残

っているとの説明を受けました。今後も、こ

の 14区画の完売にむけて、より一層努力さ

れるよう要望をいたしました。

　続いて、議案第 32号　町道路線の認定に

ついてであります。

　小田中地内の延長 152 ｍを町道 KA-330

号線、小竹地内の延長 184.5 ｍを町道 KB-

333 号線と認定したい旨の説明を受けてお

ります。

　以上、主な質疑の概要は、申し上げたとお

りであります。

　質疑終了後、討論、採決の結果、当委員会

に付託されました議案７件は、全会一致で可

決をいたしました。

　ご報告いたしました結果につきましては、

お手元に配付済みの「委員会審査報告書」の

とおりであります。

　以上で、産業建設常任委員会での報告を終

わります。

　◎質　　疑
○議長（藤本一義議員）　以上で、各委員会
の委員長報告が終わりました。

　これより、各委員長報告に対する質疑を行

います。

　質疑の方は、ありませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（藤本一義議員）　質疑がないようで
あります。

　これで、質疑を終結いたします。

　ここで、暫時休憩をいたします。

午後３時18分　休憩

午後３時45分　再開

○議長（藤本一義議員）　再開いたします。
　日程第４　予算審査特別委員会委員長報告

　これより本定例議会から付託をしておりま

した議案第 23 号から議案第 31 号までの議

案９件を、一括して議題といたします。

　以上の案件に関し、委員会における審査の

過程及び結果について、予算審査特別委員会

委員長の報告を求めます。

　予算審査特別委員会委員長　作間七郎議員

　　〔予算審査特別委員会委員長（作間七郎

議員）登壇〕

○予算審査特別委員会委員長（作間七郎議
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員）　予算審査特別委員会における、審査の
経過並びに結果について報告いたします。

　当委員会は、去る３月 10 日から 12 日の

３日間にわたり開催し、町執行部及び関係課

長、課長補佐等の出席を求め、本定例会より

付託を受けました平成 22年度各会計予算の

議案９件について、予算内示会資料及び提案

理由の説明書等を参考にし、慎重に審査を行

いました。

　その経過並びに結果について簡潔にご報告

申し上げます。

　付託議案における、委員会採決の結果につ

いて、ご報告いたします。

　議案第 23 号　平成 22 年度中能登町一般

会計予算

　議案第 24 号　平成 22 年度中能登町老人

保健特別会計予算

　議案第 25 号　平成 22 年度中能登町後期

高齢者医療特別会計予算

　議案第 26 号　平成 22 年度中能登町介護

保険特別会計予算

　議案第 27 号　平成 22 年度中能登町国民

健康保険特別会計予算

　議案第 28 号　平成 22 年度中能登町下水

道事業特別会計予算

　議案第 29 号　平成 22 年度中能登町分譲

宅地造成事業特別会計予算

　議案第 30 号　平成 22 年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計予算

　議案第 31 号　平成 22 年度中能登町水道

事業会計予算

　以上９件については、議案第 25号及び議

案第 27号、以上２件は賛成多数で可決する

ことと決定し、議案第 23 号及び議案第 24

号、議案第 26号、議案第 28号、議案第 29

号から議案第 31号、以上７件は全会一致で

可決と決定いたしました。

　次に、委員会の審査の過程において、委員

各位より出された指摘、要望事項について

は、委員会会議録に詳細に記載しております

が、特に指摘、要請のあった事項を申し上げ

ます。

　１点目は、長引く厳しい経済状況のもと、

町税の滞納が年々増加しているが、現状の税

に対する信頼を高め、正直な納税者が意欲を

損なうことのないよう対応を講じ、徴収に努

力されたい。

　２点目は、職員は、町ホームページやシン

ボルマーク等々、各課関係業務に関して業務

委託だけではなく、職員自らが制作に携わる

など、自己能力をさらに高め、研鑚されるよ

う要望する。

　３点目は、常に町祭等の企画立案がマンネ

リ化せず、真に町民に喜んでいただけるよう

な事業を検討されたい。

　４点目は、超高齢化社会における要介護者

の増加を予防するため、各種介護予防事業を

地域ぐるみで展開し、安心安全な地域密着型

の介護予防事業をより一層推し進められた

い。

　以上、委員各位からの意見、提言、留意事

項を真摯に受け止め、速やかに反映されるよ

う申し添えておきます。

　なお、そうした中で特に申し上げたいの

は、自主財源確保に努力されるよう、さらに

協議を進めていただくよう強く望むものであ

ります。

　当町におきましても、町税、地方交付税の

減額を見込んだ厳しい財政状況の中ではあり

ますが、多様化する町民のニーズに応えるた

め、限られた財源を計画的・重点的に配分

し、町民の幸せと将来の町発展のため主要な

施策、事業を厳選した中で厳正に執行される

よう要請をしておきます。

　ご報告いたしました結果につきましては、

お手元に配付済みの「委員会審査報告書」の

とおりであります。

　以上で、予算審査特別委員会の報告を終わ

ります。

○議長（藤本一義議員）　委員長の報告が終
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わりました。

　これより、委員長報告に対する質疑を行い

ます。

　質疑の方は、ありませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（藤本一義議員）　質疑がないようで
あります。

　これで、質疑を終結いたします。

　◎討論・採決
○議長（藤本一義議員）　日程第５　討論・
採決

　これより、上程議案　議案第２号から議案

第 22 号まで、及び議案第 32 号、あわせて

議案 22件について、一括して討論を行いま

す。

　まず、反対討論の発言を許します。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（藤本一義議員）　ないようでありま
す。

　次に、賛成討論の発言を許します。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（藤本一義議員）　ないようでありま
す。

　以上で討論を終結いたします。

　次に、採決を行います。

　議案第２号　中能登町表彰条例の一部を改

正する条例について

　議案第３号　中能登町ケーブルテレビネッ

トワーク施設条例の一部を改正する条例につ

いて

　議案第４号　中能登町職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

　議案第５号　中能登町職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例について

　議案第６号　中能登町一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例について

　以上、議案５件について、採決をいたしま

す。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立全員でありま
す。

　よって、議案第２号から議案第６号までの

議案５件は、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第７号　中能登町手数料条例の

一部を改正する条例についてを採決いたしま

す。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立多数でありま
す。

　よって、議案第７号は、原案のとおり可決

されました。

　次に、議案第８号　中能登町公民館条例の

一部を改正する条例について

　議案第９号　中能登町ふるさと創修館条例

の一部を改正する条例について

　議案第 10号　中能登町ふるさと交流セン

ターを廃止する条例について

　以上、議案３件について、採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立全員でありま
す。

　よって、議案第８号から議案第 10号まで

の議案３件は、原案のとおり可決されました。
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　次に、議案第 11号　中能登町老人福祉セ

ンター条例の一部を改正する条例についてを

採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立多数でありま
す。

　よって、議案第 11号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第 12号　中能登町健康ハウス

憩条例の一部を改正する条例についてを採決

いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立全員でありま
す。

　よって、議案第 12号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第 13号　中能登町国民健康保

険税条例の一部を改正する条例についてを採

決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立全員でありま
す。

　よって、議案第 13号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第 14号　中能登町ハウス村条

例の一部を改正する条例について

　議案第 15号　中能登町上布会館条例の一

部を改正する条例について

　以上、議案２件について採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立全員でありま
す。

　よって、議案第 14 号及び議案第 15 号の

議案２件は、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第 16 号　平成 21 年度中能登

町一般会計補正予算について採決いたしま

す。

　お諮りいたします。

　本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。

　本件は、各委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立全員でありま
す。

　よって、議案第 16号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第 17 号　平成 21 年度中能登

町介護保険特別会計補正予算

　議案第 18 号　平成 21 年度中能登町国民

健康保険特別会計補正予算

　議案第 19 号　平成 21 年度中能登町下水

道事業特別会計補正予算

　議案第 20 号　平成 21 年度中能登町分譲

宅地造成事業特別会計補正予算

　議案第 21 号　平成 21 年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計補正予算

　議案第 22 号　平成 21 年度中能登町水道

事業会計補正予算

　以上、議案６件について採決いたします。
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　お諮りいたします。

　本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。

　本件は、各委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立全員でありま
す。

　よって、議案第 17 号から議案第 22 号ま

での議案６件は、原案のとおり可決されまし

た。

　次に、議案第 32号　町道路線の認定につ

いてを採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立全員でありま
す。

　よって、議案第 32号は、原案のとおり可

決されました。

　続いて、議案第 23 号から議案第 31 号ま

での議案９件について、一括して討論を行い

ます。

　まず、反対討論の発言を許します。

　20番　杉本平治議員

　　〔20番（杉本平治議員）登壇〕

○20番（杉本平治議員）　それでは、提出さ
れております議案について、私の立場で討論

に参加をいたしたいと思います。

　議案第 25 号　平成 22 年度中能登町後期

高齢者医療制度特別会計予算であります。

　同制度は、2006 年、自民党、公明党両党

が強行した医療改革法で導入が決められまし

た。後期高齢者として、75 歳以上の人が該

当するわけであります。

　これまでに、後期高齢者の方々は国保会計

やけんぽを脱退させられて同制度に組み込ま

れたのであります。私も同様であります。こ

の制度がつくられた目的は、ある元厚労省の

幹部は、これは姥捨山だということを言って

批判をしております。多くの高齢者に認知症

の問題がみられる。いずれ避けることができ

ない死を迎えることをあげているのでありま

す。新しいことわざの中に「子供叱るな来た

道じゃ、老人笑うないずれ行く道じゃ」とい

う、そういうことわざがあることを発言して

おきたいと思います。

　続いて、議案第 27 号　平成 22 年度中能

登町国民健康保険特別会計予算であります。

　この中で、説明を受けました平成 21年度

の県内平均の税額では、国保保険料の中で県

内では 17番目にあたり、負担は下位に位置

付けられていると、そういう説明でありまし

た。

　ただ、その中で私は、能登の過疎の中での

自治体が、３市町村がいずれも中能登町を下

回っている下位にあること。この点に私は注

意を払うべきではなかろうかと考えておりま

す。

　次に、国保会計における滞納額でありま

す。2009 年 10 月で１億 703 万円があるこ

とであります。今度の増税によって益々滞納

額が増加することにならないか心配されるわ

けであります。ただ、幸いなことに、中能登

町は県内の中におきましても、滞納者におき

まして平成 21年６月現在で資格証明書の発

行は０であります。短期保険証の発行が 13

件になっております。私は、滞納者にはそれ

ぞれの理由があろうかと考えております。今

後とも、中能登町として保険証の取り上げを

しないようにしていくことが、やはりこの町

を暮らしのしやすい町にする一番の道でなか

ろうかと考えています。

　医療にかかるときの命綱である保険証であ

ります。町民の命を守る行政の目的であるこ

とを私は指摘して、討論を終わりたいと思い

ます。
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○議長（藤本一義議員）　ほかにございませ
んでしょうか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（藤本一義議員）　ないようでありま
す。

　それでは次に、賛成討論の発言を許します。

　９番　古玉栄治議員

　　〔９番（古玉栄治議員）登壇〕

○９番（古玉栄治議員）　私は、議案第 25
号　平成 22年度中能登町後期高齢者医療特

別会計予算についての賛成討論を行います。

　後期高齢者医療は、75 歳以上の全ての高

齢者が加入し、年々増加する高齢者にかかる

医療費の一部を負担しながら、その高齢者を

支える世代からの支援と自らの保険料で賄う

こととされているものであります。現行制度

の予算計上は、確実に必要とされるものであ

ります。予算審査特別委員会においても、慎

重に審議され適当であると認められているも

のであります。よって、議案第 25号につい

て賛成するものであります。

　続いて、議案第 27 号　平成 22 年度中能

登町国民健康保険特別会計予算についての賛

成討論を行います。

　年々増加する医療費は、国民健康保険財政

を圧迫しております。国民健康保険は、加入

者の相互の扶助により成り立つものであり、

今回、保険税率を改正し、国保財政の健全化

を図るものであり、予算審査特別委員会にお

いて、慎重に審議されております。よって、

議案第 27号についても賛成するものであり

ます。以上で、賛成討論を終わります。

○議長（藤本一義議員）　そのほか、ござい
ませんでしょうか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（藤本一義議員）　ないようでありま
す。

　以上で討論を終結いたします。

　続いて、採決を行います。

　議案第 23 号　平成 22 年度中能登町一般

会計予算を採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立全員でありま

す。

　よって、議案第 23号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第 24 号　平成 22 年度中能登

町老人保健特別会計予算を採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立全員でありま
す。

　よって、議案第 24号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第 25 号　平成 22 年度中能登

町後期高齢者医療特別会計予算を採決いたし

ます。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、賛成多数で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立多数でありま
す。

　よって、議案第 25号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第 26 号　平成 22 年度中能登

町介護保険特別会計予算を採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で
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原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立全員でありま
す。

　よって、議案第 26号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第 27 号　平成 22 年度中能登

町国民健康保険特別会計予算を採決いたしま

す。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、賛成多数で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立多数でありま
す。

　よって、議案第 27号は、原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第 28 号　平成 22 年度中能登

町下水道事業特別会計予算

　議案第 29 号　平成 22 年度中能登町分譲

宅地造成事業特別会計予算

　議案第 30 号　平成 22 年度中能登町ケー

ブルテレビ事業特別会計予算

　議案第 31 号　平成 22 年度中能登町水道

事業会計予算

　以上、議案４件について採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

　　〔賛成者起立〕　

○議長（藤本一義議員）　起立全員でありま
す。

　よって、議案第 28 号から議案第 31 号ま

での議案４件については、原案のとおり可決

されました。

　◎追加日程
○議長（藤本一義議員）　お諮りいたします。
　ただ今、杉本町長より、議案第 33号　土

地の取得について、同意第１号　副町長の選

任について及び同意第２号　人権擁護委員候

補者の推薦について

　以上、議案１件、同意２件が提出されまし

た。

　これを、日程に追加し、日程の順序を変更

し、直ちに議題といたしたいと思います。

　これに、ご異議ありませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕　

○議長（藤本一義議員）　異議なしと認めま
す。

　議案第 33号、同意第１号及び同意第２号

を日程の順序を変更し、直ちに議題とするこ

とに決定いたしました。

　議事日程を配付いたしますので、暫時休憩

いたします。

午後３時19分　休憩

午後３時20分　再開

○議長（藤本一義議員）　休憩前に引き続き、
会議を開きます。

　追加日程　日程第１を議題といたします。

　町長より提案理由の説明を求めます。

　杉本町長

　　〔杉本栄蔵町長登壇〕

○杉本栄蔵町長　提案理由の説明をいたしま
す。

　本日、追加提案をいたしました議案につい

てご説明申し上げます。

　最初に、議案第 33号は土地の取得につい

てであります。

　古墳公園とりや拡張用地について、かねて

より土地改良事業の創設換地において、公園

を拡張する用地取得を予定していましたが、

今回財産管理人との話し合いがつき、古墳公
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園芝生広場に隣接する用地1万 3,683㎡を新

たに取得するものであります。

　次に、同意第１号は副町長の選任について

であります。

　副町長として、この４年間の実績と豊富な

行政経験を踏まえまして、久江ホ部 112 番

地　小山茂則氏を再任するものであり、地方

自治法第 162 条の規定により、議会の同意

を求めるものであります。

　最後に、同意第２号は人権擁護委員候補者

の推薦についてであります。

　人権擁護委員候補者として、これまで長く

人権擁護委員としてご活躍されている実績を

踏まえまして、金丸又れ部９番地　横町淑子

氏を推薦するものであり、人権擁護委員法第

６条第３項の規定により、議会の同意を求め

るものであります。

　以上、本日提出いたしました議案等の概要

について説明申し上げましたが、議員各位に

おかれましては、慎重なる審議をいただき、

適切なる議決を賜わりますようお願い申し上

げまして、提案理由の説明を終わります。

○議長（藤本一義議員）　町長の提案理由の
説明が終わりました。

　これより、議案第 33号について、質疑を

行います。

　質疑の方は、ありませんか。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（藤本一義議員）　ないようでありま
す。

　これで、質疑を終結いたします。

　次に、討論を行います。

　まず、反対討論の発言を許します。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（藤本一義議員）　ないようでありま
す。

　次に、賛成討論の発言を許します。

　　〔「なし」の声あり〕　

○議長（藤本一義議員）　ないようでありま
す。

　以上で、討論を終結いたします。

　続いて、採決を行います。

　議案第 33号　土地の取得についてを採決

いたします。

　お諮りいたします。

　議案第 33号は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。

○議長（藤本一義議員）　起立多数でありま
す。

　よって、議案第 33号は、原案のとおり可

決されました。

　続いて、同意第１号　副町長の選任につい

て、及び同意第２号　人権擁護委員候補者の

推薦についてであります。

　本案は、人事案件であり、先に議員各位の

ご理解を得ておりますので、質疑、討論を省

略し、直ちに採決をいたしたいと思います。

　これに、ご異議ありませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕　

○議長（藤本一義議員）　異議なしと認めま
す。

　よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決

することに決定いたしました。

　お諮りいたします。

　同意第１号　副町長の選任については、原

案のとおり同意することに、ご異議ありませ

んか。

　　〔「異議なし」の声あり〕　

○議長（藤本一義議員）　異議なしと認めま
す。

　よって、同意第１号は、原案のとおり同意

することに決定いたしました。

　ここで、挨拶の申し入れがありますので、

これを許します。

○小山茂則副町長　一言ごあいさつを申し上
げます。

　ただ今は、議員の皆様方の格別なるご配慮

によりまして私の副町長としての選任をご同

意いただきまして誠にありがとうございま

す。
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　今、改めてこの職責の重さを痛感いたして

いるところでございます。今後とも杉本町長

をお支えし、町政の伸展、中能登町の町民の

皆様が住んでよかったと言っていただける町

づくりのために邁進するつもりでおります。

今後とも議員の皆様方のご指導、ご鞭撻をお

願い申し上げましてお礼のご挨拶とさせてい

ただきます。どうもありがとうございました。

○議長（藤本一義議員）　次に、同意第２号
　人権擁護委員候補者の推薦については、原

案のとおり同意することに、ご異議ありませ

んか。

　　〔「異議なし」の声あり〕　

○議長（藤本一義議員）　異議なしと認めま
す。

　よって、同意第２号は、原案のとおり同意

することに決定いたしました。

　◎閉会中の継続調査
○議長（藤本一義議員）　日程第６　閉会中
の継続調査

　閉会中の継続調査についてを議題といたし

ます。

　ただ今、議会運営委員会委員長及び総務常

任委員会委員長、教育民生常任委員会委員

長、産業建設常任委員会委員長、行財政改革

特別委員会委員長、中能登町統合中学校建設

特別委員会委員長から会議規則第 75条の規

定により、議会運営委員会の閉会中の所掌事

務調査、各常任委員会、特別委員会の閉会中

の所管事務調査のため、閉会中の継続調査の

申し出があります。

　お諮りいたします。

　各委員長から申し出のとおり、閉会中の継

続調査とすることに、ご異議ありませんか。

　　〔「異議なし」の声あり〕　

○議長（藤本一義議員）　異議なしと認めま
す。

　よって、各委員長から申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定いたしまし

た。

　◎閉議・閉会
○議長（藤本一義議員）　以上で、本議会に
付議されました案件の審議は、すべて終了い

たしました。

　これをもって、平成 22年第２回中能登町

議会定例会を閉会いたします。

　ご苦労さまでした。

午後４時27分　閉会
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